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① 

は じ め に 
 

このパンフレットは、令和６年４月現在の内容で作成しています。最新の情報は、

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（ＪＥＥＤ）ホームページでご確認

ください。パンフレット・様式のダウンロードもできます。 

https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html 

 

   障害者雇用納付金関係助成金とは    

   助成金の説明で使用される共通用語の解説①～⑥（この冊子では使用されない用語も含まれます）  

機 構 ： 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（ＪＥＥＤ）の略称です。 

本 部 ： 機構の本部をいいます。助成金の審査・支給決定や支払などの業務を行っています。 

都道府県支部 ： 機構の支部（４７都道府県に設置の都道府県支部高齢・障害者業務課等）をいいます。当該助

成金に関する問い合わせや提出書類の受理・点検などの窓口業務を行っています。 

障 害 者 

雇 用 率 制 度 

： 従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割

合を「法定雇用率」以上にする義務があります。民間企業の法定雇用率は２.５％（令和６年４月現在）

です。従業員を４０人以上雇用している事業主は、障害者を１人以上雇用しなければなりません。 

なお、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合

には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみな

して、実雇用率を算定できるとしています（特例子会社制度）。 

障 害 者 雇 用 

納 付 金 制 度 

： 障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理

等が必要となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴います。障害者を多く

雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用

の水準を高めるために、①から③の制度が設けられています。 

① 法定雇用率が未達成の企業のうち、常用労働者１００人超の企業から、障害者雇用納付金

が徴収されます。 

② この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、障害者雇用調整金、報奨金を

支給します。 

③ 障害者を雇い入れる企業が、作業施設・設備の設置等について一時に多額の費用の負担

を余儀なくされる場合に、その費用に対し助成金を支給します。 

障 害 者 

雇 用 調 整 金 

： 常時雇用している労働者数が１００人を超える事業主で、障害者雇用率を超えて障害者を雇

用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて１人につき月額２９，０００円の

障害者雇用調整金を支給します。 

調整金支給調

整対象事業主 

： 上記に該当し、障害者雇用調整金を受給している事業主で、支給の減額調整を受けている事

　業主をいいます。 

事 業 主 ： 常用雇用労働者を雇用する事業主をいいます。なお、国、地方公共団体および障害者の雇用

の促進等に関する法律施行令別表第２（注釈１参照）に記載する特殊法人等は、この助成金の

対象となる事業主には含まれません。 

障害者雇用納付金関係助成金（以下「助成金」）は、障害者雇用納付金制度（『助成金の説明で使用され

る共通用語の解説』（以下「用語解説」といいます。））に基づき、事業主等への支援のために支給していま

す。このパンフレットで紹介している助成金は、支給対象となる障害者を雇い入れ、または継続して雇用

している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場

合に支給します。

なお、助成金の支給対象に係る適否は、各助成金の要件等により総合的に判断されます。詳細は各助

成金のページおよび留意事項をご確認ください。



 

② 
 

労 働 者 ： この助成金における労働者とは以下により判断します。 

・ 法人の代表者もしくは役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族または学生（昼

間授業を受けている方）ではない方（雇用保険の適用を受ける方は除きます）。 

・ １週間の所定労働時間（雇用契約における労働時間）が１０時間以上の方。 

労働者の内訳は①から③のとおりです。 

① 一般労働者：対象期間における月ごとの所定労働時間が１２０時間以上の労働者 

② 短時間労働者：対象期間における月ごとの所定労働時間が８０時間以上１２０時間未満の労働者 

③ 特定短時間労働者：重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者で、対象期間に

おける月ごとの所定労働時間が４０時間以上８０時間未満の労働者 

この助成金の支給対象となる障害者が労働者に該当するかどうかは、対象期間の月ごとの

実際の労働時間が、１２０時間以上（上記②は月８０時間以上、上記③は月４０時間以上）の月

が半分を超えていることにより判断します。 

人 事 異 動 ・ 

職 務 内 容 

の 変 更 等 

： 事業所間または事業所内での転勤、配置転換等により、地位、勤務形態、職務内容等が変更

（労働条件の変更を伴うもの）等になることをいいます。 

自 己 都 合 

離 職 等 

： 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇や雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第

３号）第３６条第１号から第１１号（注釈２参照）までに規定する理由以外の理由（正当な理由の

ない自己都合）による離職および死亡をいいます。 

対 象 障 害 者

等 雇 用 継 続 

義 務 期 間 

： 施設、設備、住宅、自動車等の整備または購入を対象として助成金の支給決定を行う際、事

業主等に対して支給対象障害者の雇用継続義務を課すこととなる期間をいいます。助成金の

種類ごとに、助成金の支給定日から起算した期間が定められています。 

配 置 ： この助成金においては支給対象障害者の所定労働日および所定労働時間において、必要な援

助を常時行いうる体制を整備するため、常用雇用労働者を特定の任におくことをいいます。 

委 嘱 ： この助成金においては支給対象障害者が必要とする機会に必要な援助を行う体制を整備す

るためのみに、役員、常用雇用労働者以外の方で、特定の資格を有する方等に業務の実施を

委任することをいいます。 

認 定 申 請 ： 助成金の受給資格認定申請のことです。助成金を受給するためにはまず認定申請の手続き

を行い、認定されることが必要です。 

支 給 請 求 ： 助成金の支給請求のことです。助成金を受給するためには認定を受けた後、支給請求を行う

ことが必要です。講じた措置内容に応じて 1 回または複数回行います。 

支 給 請 求 

対 象 期 間 

: 助成金の支給対象期間のうち、事業主が助成金（支給期間が１年以上の助成金に限りま

す。）の支給請求手続を行う際の当該手続１回当たりの支給対象期間を指し、別に規定する場

合を除き、当該起算日から起算して６か月ずつ経過した期間（支給対象障害者の離職等によ

り支給終了となることによって、当該６か月間のうち支給対象期間が６か月未満となる場合

は当該期間）をいいます。 

代 理 人 等 ： 助成金の支給に関する手続きを代理して行う次の方をいいます。なお、①の（１）の（イ）また

は②以外の方が代理人等となる場合は、申請事業主からの委任届（様式第５５０号）が必要と

なります。 

また、代理人等が手続きを代行または代理する場合は、支給要件確認申立書（様式第５４０

号）の「社会保険労務士または代理人記載欄に関する事項」に承諾している必要があります。 

① 代理人 

（１）助成金の支給を受けようとする事業主または事業主の団体の役員または労働者のう

ち、以下の（イ）または（ロ）に該当する方 

（イ）事業主または事業主の団体が法人である場合の代表者以外の役員または助成金受

給資格認定申請、支給請求等に係る事業所の長 

（ロ）事業主または事業主の団体が雇用する労働者（提出行為（書類等の提出及び事業主

の意思の伝達に限る。）だけではなく、手続きの内容の修正等の意思決定を行う場合を

いいます。提出行為のみを行う者は使者であることから代理人には該当しません。） 

（２）弁護士 

社会保険労務士法（昭和４３年法律第８９号）第２７条の適用除外となっていることから代

理人として手続きを行うことができます。 

② 社会保険労務士 

提出代行者または事務代理者として手続きを行うことができます。 



 

③ 
 

中 小 企 業 

事 業 主 

： 次表に該当する事業主のことをいいます。ただし、個人事業主や一般社団法人、公益社団法

人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、労働組合、協同組合または社会福祉

法人などで資本金のない事業主等は常時雇用する労働者の数により判定します。 

なお、小売業、サービス業、卸売業、その他の業種の具体的な内容は下表（総務省の定める日

本標準産業分類（令和５年総務省告示第２５６号）による業種区分）のとおり。 
業種 該当分類番号 

小売業 大分類Ｉ（卸売業、小売業）のうち 
 中分類 56（各種商品小売業） 
 中分類 57（織物・衣服・身の回り品小売業） 
 中分類 58（飲食料品小売業） 
 中分類 59（機械器具小売業） 
 中分類 60（その他の小売業） 
 中分類 61（無店舗小売業） 
大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）のうち 
 中分類 76（飲食店） 
 中分類 77（持ち帰り・配達飲食サービス業） 

サービス業 大分類Ｇ（情報通信業）のうち 
中分類３８（放送業） 
中分類３９（情報サービス業） 

小分類４１１（映像情報制作・配給業） 
小分類４１２（音声情報制作業） 
小分類４１５（広告制作業） 
小分類４１６（映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業） 

大分類Ｋ（不動産業、物品賃貸業）のうち 
小分類６９３（駐車場業） 

中分類７０（物品賃貸業） 
大分類Ｌ（学術研究、専門・技術サービス業） 
大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）のうち 

中分類７５（宿泊業） 
大分類Ｎ（生活関連サービス業、娯楽業） 
ただし、小分類７９１（旅行業）は除く。 
大分類Ｏ（教育、学習支援業）（中分類８１，８２） 
大分類Ｐ（医療、福祉）（中分類８３～８５） 
大分類Ｑ（複合サービス事業）（中分類８６，８７） 
大分類Ｒ（サービス業<他に分類されないもの>）（中分類８８～９６） 

卸売業 大分類Ｉ（卸売業、小売業）のうち 
 中分類 50（各種商品卸売業） 
 中分類 51（繊維・衣服等卸売業） 
 中分類 52（飲食料品卸売業） 
 中分類 53（建築材料、鉱物・金属材料等卸売業） 
 中分類 54（機械器具卸売業） 
 中分類 55（その他の卸売業） 

製造業 
その他 

上記以外のすべて 
 

主たる事業の産業分類 資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数 

小売業（飲食店を含む） ５千万円以下 ５０人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

その他の業種 ３億円以下 ３００人以下 

除 外 率 

設 定 業 種 

： 障害者雇用率制度における雇用義務となる障害者数を算出する際に、障害者の就業が困難

とされる職種については、除外率に相当する労働者数を控除する制度（障害者の雇用義務を

軽減）が設けられています（今後段階的に縮小・廃止の予定）。除外率設定業種は以下のとお

りです。 

・非鉄金属製造業（非鉄金属第一次製錬精製業を除く。）  ・倉庫業  ・郵便業（信書便事業を含む） 

・船舶製造・修理業、船用機関製造業  ・航空運輸業  ・港湾運送業  ・医療業  ・高等教育機関 

・国内電気通信業（電気通信回線設備を設置して行うものに限る。） 

・窯業原料用鉱物鉱業（耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。） 

・その他の鉱業 ・採石業、砂・砂利・玉石採取業  ・水運業  ・非鉄金属第一次製錬・精製業   

・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く。）  ・建設業 ・鉄鋼業  ・道路貨物運送業   

・林業（狩猟業を除く。）  ・金属鉱業  ・児童福祉事業  ・幼保連携型認定こども園 

・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。）   

・石炭・亜炭鉱業  ・道路旅客運送業  ・小学校  ・幼稚園  ・船員等による船舶運航等の事業 
 



 

④ 
 

注釈１�別表第二（第十条の二関係） 
一 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海上・港

湾・航空技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人建築
研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん
研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開
発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療
研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究
開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開
発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究
所、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人奄美群島振興開発基
金、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人海技教育機構、
独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退
職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、
独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法
人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人
国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立重度知的障害者総
合施設のぞみの園、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立特別支援
教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自
動車技術総合機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人酒類総合研究所、
独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学改革支
援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人中小企業基盤整
備機構、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人統計
センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日
本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政
法人日本貿易振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農林漁業信用基金、
独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行
政法人水資源機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人労働者健康安
全機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人 

二 国立大学法人及び大学共同利用機関法人   三 日本司法支援センター   四 日本私立学校振興・共済事業団 
五 沖縄振興開発金融公庫   六 株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社日本貿易保険 
七 沖縄科学技術大学院大学学園、日本年金機構及び福島国際研究教育機構   八 全国健康保険協会   九 地方独立行政法人 
十 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社 
 
 
注釈２�雇用保険法施行規則第３６条に規定する離職理由 
雇用保険法施行規則（昭和五十年三月十日労働省令第三号）（法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由） 
第三十六条 法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。 
一 解雇（自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。） 
二 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。 
三 賃金（退職手当を除く。）の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと。 
四 次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。 
イ 離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金（最低賃金法第二条第三号に規定する賃金（同法第
四条第三項第一号及び第二号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。）をいう。以下この号において同
じ。）の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回ると見込まれることと
なつたこと。 
ロ 離職の日の属する月の六月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前六月のうちいず
れかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回つたこと。 

五 次のいずれかに該当することとなつたこと。 
イ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した三箇月以上の期間において労働基準法第三十六条第三項に規定
する限度時間に相当する時間数（当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまで
の子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十
八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一
項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数）を超えて、時間外
労働及び休日労働が行われたこと。 
ロ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれかの月において一月当たり百時間以上、時間外労働及び休日労働が行われた
こと。 
ハ 離職の日の属する月の前六月のうちいずれか連続した二箇月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し
一月当たり八十時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。 
ニ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危
険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。 
ホ 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若
しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しく
はそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと。 

六 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。 
七 期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されな
いこととなつたこと。 

七の二 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が
更新されないこととなつたこと。 

八 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。 
九 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。 
十 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。 
十一 事業所の業務が法令に違反したこと。 



 

⑤ 
 

   助成金の不正受給    

助成金の不正受給とは、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の認定または支給を受
け、もしくは受けようとすることをいいます。（代理人等による偽りの届出、報告、証明、その他の行為によるも
のを含みます。）不正の行為には、詐欺、脅迫、贈賄等、刑法各条に触れる行為のほか、刑法上犯罪とならない場
合でも、故意に機構に提出する書類に虚偽の記載を行いまたは偽りの証明を行うことが該当します。 

   助成金の支給対象としない事業主    

次の①から⑨のいずれかに該当する事業主には助成金を支給しません。 
① 不正受給により、助成金の不支給措置（以下「助成金の不正受給に該当した場合の措置」参照）が執られている事業主 
② 不正受給により生じた助成金等の返還または納付の履行が終了していない事業主 
③ 継続性を有する事業活動または法令を遵守した適切な運営がなされていない事業主 
④ 労働関係法令違反により送検処分を受けた事業主（認定申請については当該申請を行おうとする日の前日

から過去１年間に当該処分を受けた事業主に限ります。） 
⑤ 厚生年金保険、健康保険、雇用保険等の加入義務がある事業主で、認定申請または支給請求しようとする日

において、加入していない場合または加入していても当該支給対象障害者およびその雇用する労働者の社
会保険料等を支払っていない事業主(注釈３) 

⑥ 助成金の支給に係る事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第４項に
規定する接待飲食等営業（同条第１項第１号に該当するものに限ります。）、同条第５項に規定する性風俗関
連特殊営業または同条第１３項に規定する接客業務受託営業（接待飲食等営業または同条第６項に規定する
店舗型性風俗特殊営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行う
こと（当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含
む。）を内容とする営業に限る。）を行っている事業主 

⑦ 次の(1)から（8）のいずれかに該当する暴力団関係事業所の事業主 
 (1) 事業主または事業主が法人である場合の当該法人の役員または事業所の業務を統括する者その他こ

れに準ずる者（以下「役員等」といいます。）のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（以下「暴力団対策法」といいます。）第２条第６号に規定する暴力団員に該当する者のいる事業所 

 (2) 暴力団員をその業務に従事させ、または従事させるおそれのある事業所 
 (3) 暴力団員がその事業活動を支配する事業所 
 (4) 暴力団員が経営に実質的に関与している事業所 
 (5) 役員等が自己もしくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を加える目的のため、暴力団対

策法第２条第２号に規定する暴力団の威力または暴力団員を利用するなどしている事業所 
 (6) 役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど積極的に暴力団

の維持、運営に協力し、もしくは関与している事業所 
 (7) 役員等または経営に実質的に関与している者が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有している事業所 
 (8) （1）から（4）に該当する事業所であると知りながら、これを不当に利用するなどしている事業所 
⑧ 役員等が、破壊活動防止法第４条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは行うおそれのある団体に

属している事業主 
⑨ 次の（1）から（3）について同意しない事業主（代理人等が同意していない場合を含みます。） 

 (1) 機構が助成金の支給に係る審査に必要な事項について確認または実地調査を行う際に協力すること 
 (2) 助成金の不正受給を行った場合、機構が当該事業主名等または代理人名等を公表することおよび助成

金の不支給措置を執ること。 
 (3) 助成金の不正受給等により受給した障害者雇用納付金関係助成金等を返還または納付すること 

注釈３�認定申請時に支給対象障害者および介助等を実施する方の雇用契約書または労働条件通知書、出勤簿またはタイ
ムカード等、賃金台帳、就業規則等の書類（写）を提出していただき、申請事業主の社会保険等加入および支給対象
障害者の社会保険等の加入の有無について確認を行い、受給資格の認定または不認定を行います。なお、認定申請時
に支給対象障害者が採用予定の場合は、支給請求の審査において上記を確認し、支給または不支給の決定を行います。 
また、認定申請または支給請求事業主が、社会保険等に未加入であって、その適用事業主であることの疑義がある

場合には、当該事業主に、その加入義務の有無について年金事務所に確認し、機構に報告していただく場合がありま
す。加入義務があり社会保険等に未加入である場合は、助成金の受給に当たり加入が必要です。 

   助成金の不正受給に該当した場合の措置     

不正受給であると機構が判断した場合は、次の措置を執ることがあります。 

事 業 主 等 の 

不 支 給 措 置 

： 助成金の不正受給に該当した事業主等は、当該助成金のほか他の助成金についても受給

資格の不認定や取消し、支給請求の不支給や取消しとなります。また、受給資格認定を受け

ている他の助成金については支給終了になります。助成金の不正受給と判断した時点で支

給決定したものの送金前の助成金がある場合は、その支給決定は取り消されます。なお、不

正受給措置の通知書を発出した日の翌日から５年経過後の日まで新たな助成金の申請は

不認定または不支給となります。 



 

⑥ 
 

代 理 人 等 の 

不 受 理 措 置 

： 代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い、事業主等が助成金の受給資格の認定または

支給を受け、または受けようとした場合は、不認定または不支給となります。 

なお、当該代理人等が届出、報告、証明その他の行為により申請を行っている他の事業主

の他の助成金についても不認定または不支給とします。 

また、５年間この代理人等による届出、報告、証明その他の行為による新たな助成金の申請

について当機構は受理しません。 

返 還 命 令 等 ： 機構は、不正受給により助成金の支給を受けた事業主等および偽りの届出、報告、証明等

を行った代理人等に対して、支給した助成金の全部または一部の返還を命じます。なお、不

正受給の日の翌日から完納日までの延滞金（年率３％）及び不正受給により返還を求めら

れた額の 2 割に相当する額を併せて徴収します。 

事 業 主 名 等 

の 公 表 

： ①事業主等が不正受給の行為により、助成金の受給資格の認定または支給を受け、または

受けようとした場合は、次の事項を公表します。 

（1）不正受給の行為を行った事業主等の氏名および事業所の名称・所在地 

（2）不正受給の行為を行った事業主等の事業の概要 

（3）不正受給の行為により、助成金の受給資格の認定または支給を受け、または受けよ

うとした助成金の名称、受給資格または支給を取り消した日、返還を命じた額及び

当該返還の状況 

(4)不正受給の行為の内容 

②代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が助成金の受給資格の認定または

支給を受け、または受けようとしたことがある場合は、次の事項を公表します。 

（1）偽りの届出、報告、証明等を行った代理人等の氏名および事業所の名称・所在地 

（2）偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が助成金の受給資格の認定または支給を

受け、または受けようとした助成金の名称、受給資格または支給を取り消した日、返

還を命じた額及び当該返還の状況 

（3）偽りの届出、報告、証明等の内容 

   個人情報の取扱いについて     

基本的取扱い ： 助成金の認定申請等に際して提出された個人情報は、個人情報の保護に関する法律（平成

15 年法律第 57 号）および当機構が定める「個人情報の取扱いに関する規程」等に従い、

当機構が管理します。 

個 人 情 報 の 

利 用 目 的 

： 提出された個人情報は、助成金の審査、認定申請または支給請求に関する事業主等に対す

る調査等に利用するほか、助成金制度の効果的な運営のための活用状況資料および障害

者の雇用支援策の検討等に関する統計資料の基礎データならびに活用事例として利用する

場合があります。この場合においては、個別の企業や個人が識別できないように処理した

結果のみを利用します。 

ただし、助成金の審査において疑義があり、その疑義を明らかにするために必要であると

機構が判断した場合、調査の相手方に限り、調査に対し必要な部分の個人情報を示した上

で、調査を実施することがあります。 

第 三 者 へ の 

提 供 

： 提出された個人情報は、上記利用目的の達成に必要な場合は、利用目的の達成に必要な事

項について厚生労働省に提供することがあります。また、都道府県労働局（労働基準監督署

を含む。）、地方公共団体、年金事務所、税務署等の公的機関から個人情報に係る照会があ

った場合で、当機構が協力する必要があると判断した場合には、回答する場合があります。 

   利用に当たっての注意事項     

① 申請書等の記載事項を確認するため、必要に応じて追加の書類の提出または提示を求めることがありま

す。また、追加した書類を含め、事業主から提出された書類の内容について、事業主以外の関係者に対して直

接質問することがあります。なお、これらの確認にご協力を得られず、支給要件に照らして申請書等の内容に

疑義が認められるときは、助成金を支給できないことがあります。 

② 助成金支給前後に、支給内容の確認のために訪問調査することがあります。なお、訪問調査の際には、支給

対象障害者の方に内容等の実績確認を行うほか、事業者（事業主）の業務（営業）時間中等に無通告で実施す

ることがあります。あらかじめご了承ください。 

③ 助成金の認定申請および支給請求にあたって提出いただいた書類は返却いたしません。あらかじめご了承

ください。 
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□３  職場介助者助成金 

１ 概要（共通事項）                                           

障害者を労働者として雇用する事業主が、その雇用を継続するために、障害の種類または程度に応
じた助成対象となる措置（支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な
雇用管理等をいいます。）を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。 
なお、助成金の支給対象期間が満了し、助成金の支給が終了した後も、支給対象となった障害者の

雇用を継続するために必要な措置が実施できるよう努めてください。 
 
 
  ■ 共通事項                                               
 

 １ 助成金の種類  
 

この助成金は、支給対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程度に応じた助成対
象措置（注釈）により、次の種類の助成金があります。 

 
障害者介助等助成金の名称 助成金の対象となる措置の概要（注釈） 

①職場介助者の配置又は委嘱助成金 重度視覚障害者または重度四肢機能障害者の業務遂行
のために必要な職場介助者の配置または委嘱 

②職場介助者の配置又は委嘱の継続措
置に係る助成金 

上記①の職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間
が終了する事業主が、職場介助者の配置または委嘱の
措置を継続して実施 

③職場介助者の配置又は委嘱の中高年
齢等措置に係る助成金 

労働者の加齢による心身の変化により、障害に起因す
る就労困難性が増した場合に、上記①を実施 

④手話通訳・要約筆記等担当者の配置
又は委嘱助成金 

聴覚障害者の雇用管理のために必要な手話通訳・要約
筆記等担当者の配置または委嘱 

⑤手話通訳・要約筆記等担当者の配置
又は委嘱の継続措置に係る助成金 

上記④の手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱
助成金の支給期間が終了する事業主が、手話通訳・要
約筆記等担当者の配置または委嘱の措置を継続して実
施 

⑥手話通訳・要約筆記等担当者の配置
又は委嘱の中高年齢等措置に係る助
成金 

聴覚障害者の加齢による心身の変化により、障害に起
因する就労困難性が増した場合に、上記④を実施 

⑦職場支援員の配置又は委嘱助成金 障害者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援
員を配置または委嘱 

⑧職場支援員の配置又は委嘱の中高年
齢等措置に係る助成金 

労働者の加齢による心身の変化により、障害に起因す
る就労困難性が増した場合に上記⑦を実施 

⑨職場復帰支援助成金 中途障害等により休職等を余儀なくされた労働者に対し
て、職場復帰のために必要な職場適応の措置を実施 

（注釈）対象となる措置の詳細は、各助成金の説明ページをご確認ください。 
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□３  職場介助者助成金 

 
 ２ 支給対象事業主  
 

（１）支給対象事業主 
障害者を労働者として継続して雇用する事業所の事業主であって、障害の種類または程度に応

じた助成対象となる措置（支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適
切な雇用管理等をいいます（注釈）。）を実施する事業所の事業主です。 
（注釈）対象となる事業主の詳細は、各助成金の説明ページをご確認ください。 

 
（２）支給対象事業主とすることができない事業主 

ページ⑤「助成金の支給対象としない事業主」に該当する事業主には助成金を支給しません。 
 
 ３ 支給対象障害者  
 
（１）支給対象障害者について 

支給対象となる障害者は、労働者（「短時間労働者」、「特定短時間労働者」を含みます。「用語
解説」ページ②「労働者」参照）であって、助成金ごとに対象となる障害者が定められています
ので、各助成金の説明ページをご確認ください。 
なお、この助成金で対象となる障害者の定義および確認書類は下表のとおりです。 
 

イ 身体障害者 身体障害者障害程度等級表（身体障害者福祉法施行規則別表第５号。以下
「障害等級表」といいます。）の障害等級が１級から６級までに掲げる身体
障害がある方、および７級に掲げる身体障害が２つ以上重複している方で
す。 

 重度身体障害者 身体障害者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則別表第１に
該当する方で、障害等級表の障害等級が１級または２級に該当する障害者
および同表の３級に該当する障害を２つ以上重複すること等により、２級
に相当する方です。 

【確認書類】 
身体障害者福祉法第 15 条第４項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳（以下「身体障害者

手帳」といいます。）（写）であって支給対象障害者の氏名、年齢および障害の程度が確認できるもの。 
身体障害者手帳を所持しない方については、次の（イ）および（ロ）による医師の診断書・意見書（原
本または写し）であって支給対象障害者の氏名、年齢および障害の程度が確認できるもの。 
（イ）身体障害者福祉法第 15 条の規定により都道府県知事の定める医師（以下「指定医」といいま

す。）または労働安全衛生法第 13条に規定する産業医による障害者雇用促進法別表に掲げる身体
障害を有する旨の診断書・意見書（ただし、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小
腸またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害については、当分の間、指定医によるも
のに限ります。）を受けること。 

（ロ）（イ）の診断書は、障害の種類および程度ならびに障害者雇用促進法別表に掲げる障害に該当す
る旨を記載したものとすること。 

ロ 知的障害者 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定
医または障害者職業センター（以下「知的障害者判定機関」といいます。）
により知的障害があると判定された方です。 



- 3 -

1  概要（共通事項）

 

- 3 - 
 

□３  職場介助者助成金 

 重度知的障害者 知的障害者のうち、知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判
定された方です。 

【確認書類】 
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定書（支給

対象障害者の知能指数および身辺処理能力に関する意見を記入したもの。）または地域障害者職業セ
ンターの判定書（写）もしくは所得税法施行令第 31条の２第 14号に規定する療育手帳（以下「療育
手帳」といいます。）（写）であって支給対象障害者の氏名、年齢および障害の程度が確認できるもの。 
ハ 精神障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」といいま

す。）第２条第６号に規定する精神障害者であって、精神障害者保健福祉手
帳の交付を受けている方または統合失調症、そううつ病（そう病およびうつ
病を含む）またはてんかんにかかっている方（当該手帳の交付を受けている
方を除く。）で症状が安定し、就労が可能な状態にある方です。 

【確認書類】 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 45 条第２項の規定に基づき交付を受けた精神障害者

保健福祉手帳（写）であって、支給対象障害者の氏名が確認できるもの。 
統合失調症、そううつ病またはてんかんの精神障害がある方について、精神障害者保健福祉手帳を

所持していない方は主治医の意見書または診断書（写）。 
統合失調症、そううつ病またはてんかん以外の精神障害がある方については、精神障害者保健福祉

手帳（写）に限ります。 
ニ 発達障害者 発達障害（自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、

注意欠陥多動性障害等）がある方であって、発達障害および社会的障壁によ
り日常生活または社会生活に制限を受ける方です。 

【確認書類】 
医師の診断書（原本または写し）であって支給対象障害者の氏名および発達障害であることが確認

できるもの。 
ホ 難病等にかか
っている方 

平成 27 年厚生労働省告示第 292 号に規定する特殊の疾病にかかっている
方です。対象となる難病等に係る最新の情報は、以下の厚生労働省ホームペ
ージでご確認ください。 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/ 
shougaishahukushi/hani/index.html 

【確認書類】 
難病の患者に対する医療等に関する法律第７条第４項により都道府県等が交付する医療受給者証

（写）、同法第 28 条第２項により都道府県等が交付する登録者証（写）、医師の診断書（原本また
は写し）または公的機関が発行する書類（原本または写し）であって支給対象障害者の氏名および難
病等の病名（厚生労働大臣が定めた難病等の名称であること）が確認できるもの。 
ヘ 高次脳機能障
害のある方 

高次脳機能障害であると医師から診断された方です。 

【確認書類】 
医師の診断書（原本または写し）であって支給対象障害者の氏名および高次脳機能障害であると診

断されたことが確認できるもの。 
 

（２）支給対象障害者とすることができない要件 
イ 法人の代表者もしくは役員等、家事使用人、事業主と同居の親族または学生は、この助成金
の支給対象障害者として申請することはできません（ただし、雇用保険の適用を受ける者につ
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いてはこの限りではありません。）。 
ロ 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（以下「障害者総
合支援法施行規則」といいます。）第６条の 10第１号に規定する就労継続支援Ａ型（雇用契約
有）の事業を実施する事業所の利用者は、この助成金の支給対象障害者として申請することは
できません。 

 

 ４ 支給対象となる措置および支給対象の制限  
 

支給対象となる措置は、助成金ごとに定められた障害の種類・程度に応じた、障害者が主体的
に業務を実施するために必要な介助または適切な雇用管理等の措置です。詳細は、各助成金の説
明ページを確認してください。 

 
（１）職場介助者等の兼務の制限 

助成金の支給期間中に、他の支給対象障害者の助成金の支給に係る助成対象となる措置、援
助または介助等の業務を兼務している場合は、助成金の支給を受けられない場合があります。
詳細は、各助成金の説明ページを確認してください。 

 
（２）職場介助者等になれない方 

支給対象障害者を雇用する事業主（雇用保険の適用を受けない方である法人の代表者もしく
は役員等、それらの家事使用人、事業主と同居の親族または学生（昼間において授業を受ける
方に限ります。））が職場介助者等となる場合は、支給対象となりません。 

 

 ５ 支給額等  
 

助成金の支給額は支給対象費用に「助成率」を乗じて得た額または「支給月額」に「支給対象とな
る月数」を乗じて得た額となります。算定式は次のようになります。ただし、算定式により算定さ
れた支給額が支給限度額を超える場合は支給限度額が支給額となります。 
「支給対象費用」、「助成率」、「支給月額」、「支給対象となる月数」および「支給限度額」については、

各助成金の説明ページをご確認ください。 
 

（注釈１）助成金の支給期間は助成金ごとに定められています。各助成金の説明ページをご確認ください。 
（注釈２）支給額の算出根拠となる支給対象費用および算出根拠は誤りがないよう、事業主の責において、必ず

確認してください。 
（注釈３）事業主が支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国、地方公共団体、独立行政法人または地方

独立行政法人から補助金等の支給額が確定している場合の助成金の支給額は、支給対象費用の額から当該
補助金等（各助成金の支給対象費用と同じ範囲の費用かつ同じ期間を対象とするものに限ります。）の額を
控除した後の額を支給額の上限とします。  

【支給額の算定式】 
支給額＝ 支給対象費用 × 助成率 

  または 
支給額＝ 支給月額 × 支給対象となる月数  
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 ６ 認定申請     
 
（１）助成金受給までの流れ 

手続の流れについては、次の図のとおりです。  
事 業 主  機構都道府県支部  機構本部 

①認定申請 
 
⑤支給対象となる措置の
実施 

⑥費用の支払 
配置：賃金の支払 
委嘱：委嘱費の支払 
 

⑦支給請求（注） 

 ②認定申請書の受付、点検 
確認、送付 

 
 
 
 
 
⑧支給請求書の受付、点検
確認、送付 

 ③認定申請内容の審査、
認定 

 
④認定通知書の送付 
 
 
 
⑨支給請求内容の審査、 
支給決定 

⑩支給決定通知書の送付 

  ⑪ 送   金   

（２）認定申請書の提出 
認定申請を行う場合は、障害者助成金受給資格認定申請書（様式第 519 号または第 602 号。

以下「認定申請書」といいます。）および添付書類を提出してください。提出期限は助成金ごとに
定められています。各助成金の説明ページをご確認ください。 
郵送の場合は当日消印まで有効、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。 
助成金の受給資格の審査結果は、助成金受給資格認定通知書（以下「認定通知書」といいま

す。）または助成金受給資格不認定通知書によりその旨を事業主に通知します。 
なお、認定通知書には、認定条件、その他機構が定める事項を記載してありますので、必ず

お読みください。 
 
（３）認定申請の取下げ 

認定申請後に、この助成金の認定申請に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書
（様式第 559号）を提出しなければなりません。ただし、機構は助成金取下げ書を提出した事業
主に対して、当該取下げを認めない場合があります。 

 
（４）認定の条件 

次の事項が認定の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、助成金の受給
はできなくなりますので注意してください。 
イ 事業・支援計画の実施記録の作成に関すること 

事業主は、職場介助業務等に係る日誌等を作成し、認定に係る事業計画の実施状況を記録、
保管しなければなりません。 

ロ  事業・支援計画の変更に関すること 
（イ）事業主は、認定に係る事業・支援計画を変更する場合は、事業計画の変更手続等を行わな
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 ６ 認定申請     
 
（１）助成金受給までの流れ 

手続の流れについては、次の図のとおりです。  
事 業 主  機構都道府県支部  機構本部 

①認定申請 
 
⑤支給対象となる措置の
実施 

⑥費用の支払 
配置：賃金の支払 
委嘱：委嘱費の支払 
 

⑦支給請求（注） 

 ②認定申請書の受付、点検 
確認、送付 

 
 
 
 
 
⑧支給請求書の受付、点検
確認、送付 

 ③認定申請内容の審査、
認定 

 
④認定通知書の送付 
 
 
 
⑨支給請求内容の審査、 
支給決定 

⑩支給決定通知書の送付 

  ⑪ 送   金   

（２）認定申請書の提出 
認定申請を行う場合は、障害者助成金受給資格認定申請書（様式第 519 号または第 602 号。

以下「認定申請書」といいます。）および添付書類を提出してください。提出期限は助成金ごとに
定められています。各助成金の説明ページをご確認ください。 
郵送の場合は当日消印まで有効、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。 
助成金の受給資格の審査結果は、助成金受給資格認定通知書（以下「認定通知書」といいま

す。）または助成金受給資格不認定通知書によりその旨を事業主に通知します。 
なお、認定通知書には、認定条件、その他機構が定める事項を記載してありますので、必ず

お読みください。 
 
（３）認定申請の取下げ 

認定申請後に、この助成金の認定申請に係る手続きをやめようとするときは、助成金取下げ書
（様式第 559号）を提出しなければなりません。ただし、機構は助成金取下げ書を提出した事業
主に対して、当該取下げを認めない場合があります。 

 
（４）認定の条件 

次の事項が認定の条件となります。この条件に違反すると、認定が取り消され、助成金の受給
はできなくなりますので注意してください。 
イ 事業・支援計画の実施記録の作成に関すること 

事業主は、職場介助業務等に係る日誌等を作成し、認定に係る事業計画の実施状況を記録、
保管しなければなりません。 

ロ  事業・支援計画の変更に関すること 
（イ）事業主は、認定に係る事業・支援計画を変更する場合は、事業計画の変更手続等を行わな
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ければなりません。 
（ロ）事業主は、認定に係る事業・支援計画を、その認定日の前に、所定の手続を経ずに変更し

てはなりません。 
ハ 事業主は、労働者として継続雇用する上記３に記載する支給対象障害者および職場介助者等
（配置される者に限ります。）の出勤状況および賃金等の支払状況を明らかにする書類（出勤簿、
賃金台帳等をいいます。）を整備保管しなければなりません。 

ニ 認定申請書等の保存に関すること 
事業主は、機構に提出した認定申請書（助成金事業・支援計画変更承認申請書（様式第 551

号。以下「変更承認申請書」といいます。）を含みます。）および認定申請添付書類等の写しな
らびに助成金受給資格認定通知書（以下「認定通知書」といいます。）（助成金事業計画変更承
認通知書を含みます。）について、原則として助成金の支給期間の終了後５年間が経過するまで
保存しなければなりません。 

ホ イからニまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項 
 
（５）不認定 

次のイまたはロの場合は不認定とします。 
イ 認定申請がこの助成金の認定の要件に合致しない場合 
ロ 事業主が認定までの間にこの助成金の支給対象事業主の要件に合致しなくなった場合 

 
（６）認定の取消し 

イ 認定の取消要件 
受給資格の認定を受けた事業主が次の（イ）から（ト）までに掲げるいずれかの要件に該当

する場合は、当該受給資格の認定を取り消す場合があります。 
（イ）認定の取消しを申し出た場合 
（ロ）偽りその他不正の行為により、助成金の認定を受け、または第１回目の支給請求を行った

場合 
（ハ）この助成金におけるその他の申請に係る認定、またはその他の障害者雇用納付金関係助成

金について不支給措置が執られた場合（この助成金の支給決定日の翌日以降に該当すること
となった場合を除きます。） 

（二）認定条件に違反した場合（やむを得ない事由がある場合を除きます（注釈）。） 
（ホ）認定を受けた後、第１回目の支給決定前に「用語解説」ページ⑤「助成金の支給対象とし

ない事業主」に該当することとなった場合 
（へ）１回目の支給請求対象期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を

希望したにもかかわらず契約期間満了により退職した場合 
（ト）その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 
（注釈）「やむを得ない事由がある場合」とは、天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で上

記６の（２）に規定する各種書類の提出または手続の期限を過ぎることが見込まれる場合にあって、そ
れぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文
書を届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。 

ロ 機構は、受給資格の認定を取り消したときは、助成金受給資格認定取消通知書（以下「認定
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取消通知書」といいます。）により、その旨を事業主に通知します。 
 

（７）不正受給等の取扱いについて 
偽りその他不正の行為により、助成金の認定申請をしたまたは不認定となった場合、上記６

の（６）のイの（ロ）の理由により認定の取消しとなった場合は、次の措置を執ります。 
イ  不認定および認定取消しの通知を発出した日の翌日から５年経過後の応当日（応当日がない
ときはその月の末日。以下同じ。）までの期間においてこの助成金およびその他の障害者雇用納
付金関係助成金は支給しません。 

ロ  （６）のロの認定取消通知書に併せて、当該不支給期間および支給が継続している助成金に
ついては該当助成金の名称等を明示した助成金不支給措置を通知します。 

ハ  事業主の名称等を機構ホームページで公表し、さらに悪質な場合は刑事事件として告訴する
場合があります。 

 

 ７ 支給請求  
 
（１）支給請求書の提出期限 

支給請求を行う場合は、支給請求対象期間ごとに障害者助成金支給請求書（以下「支給請求書」
といいます。）および添付書類を提出してください。 
提出期間および提出期限は、助成金ごとに定められています。各助成金の説明ページをご確認

ください。 
支給請求の審査結果は、助成金支給決定通知書（以下「支給決定通知書」といいます。）または

助成金不支給決定通知書により通知します。なお、支給決定通知書には、支給条件、その他機構
が定める事項を記載してありますので、必ずお読みください。  

 
（２）支給請求ができない場合 

事業主は、次のイからハまでに掲げるいずれかに該当する場合は、助成金の支給請求はでき
ません。 
イ 支給請求対象期間を通じて助成金ごとに定められた支給対象となる措置を行わなかった場合 

職場介助および手話通訳・要約筆記等の措置を行わなかった場合、事業主は、当該支給請
求対象期間に係る支給請求書の提出に代えて、支給対象措置の不実施に関する届出（様式第
557号。以下「不実施届」といいます。）を申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提
出してください。 

ロ 支給対象障害者が自己都合離職等したことにより、支給請求対象期間を通じて支給対象障
害者を雇用していない場合 

ハ 認定後にページ⑤「助成金の支給対象としない事業主」のいずれかに該当することとなっ
た場合 

 
（３）認定に係る事業・支援計画の変更を行っている場合 

事業主は、認定に係る事業・支援計画の変更（助成金事業・支援計画変更届（様式第 552 号。
以下「変更届」といいます。）の提出が必要となる各種変更。117 ページおよび 118 ページを参
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照ください。）を行った場合には、その変更内容について、変更前と比較した説明書類（変更内容
を証明する必要があるものは、その書類を添付してください。）と併せて変更届を支給請求書に添
付しなければなりません。 
この場合の「事業・支援計画の変更」の内容については、助成金ごとに定められています。各

助成金の説明を参照してください。 
 

（４）不支給となる要件 
次のイからトまでに掲げるいずれかに該当する場合は、不支給となります。 

イ 支給決定を行おうとする日の属する年度の前年度において障害者雇用促進法第 53 条に規定
する障害者雇用納付金の納付義務のある事業主であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付
金を納付していない場合（延納納付を行っている事業主については当該延納に係る納付金を納
付していない場合、また、支給決定を行おうとする日が４月１日から同年の５月 15 日までの
間に該当する事業主については、当該日の属する年度の前々年度について納付義務がある事業
主であって、当該納付義務に係る障害者雇用納付金を納付していない場合） 

ロ 偽りその他不正行為により助成金の支給を受けたまたは受けようとした場合 
ハ 支給請求後から支給決定までに３ページ３の（２）に記載された事業主のいずれかに該当す
ることとなった場合 

ニ 支給対象障害者が常用雇用労働者（１年超の雇用が見込まれる雇用保険被保険者等）として
の勤務実績がない場合 

ホ 支給対象障害者との雇用契約等の変更を適正に行っていない場合 
ヘ ２回目以降の支給請求対象期間中に支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新
を希望していたにもかかわらず契約期間満了により退職した場合 

ト 支給対象事業主、職場介助者等、支給対象障害者または支給対象措置の要件に適合していな
い場合 

 
（５）支給請求の保留（職場介助者助成金および手話通訳・要約筆記等担当者助成金のみ該当） 

各助成金は、次のように支給請求の保留をすることができます。 
なお、支給請求の保留は、承認した保留期間内は、支給請求書を提出しなくても認定取消、支

給終了とはならないものですが、保留期間に応じ、認定に係る支給期間が延長されるものではあ
りません。 
イ 支給請求の保留 
（イ）助成金の受給資格の認定を受けた事業主は、支給期間中の支給対象障害者の転勤、配置転

換等やむを得ないと認められる理由により、一時的に支給対象となる措置を要しない状態と
なった場合であって、当該措置を要しない期間の経過後、再び支給対象となる措置を講ずる
ことが見込まれる場合は、支給請求の保留を申請しなければなりません。 
この支給請求の保留の申請は、助成金一時保留申請書（様式第 554号）および保留の事由

を証明する書類を直近の支給請求書と併せて提出することにより行います。 
（ロ）機構は、支給請求の保留を承認した場合は、承認した保留期間については、支給請求対象

期間および支給請求対象期間の末日が属する月の翌月末日までの期間において、それぞれ定
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められた期間が経過しないものとして取り扱うことができます（支給請求書が所定の提出期
限までに提出されないことが２回続いた場合の支給終了措置を適用しません。）。 

ロ 保留期間 
支給請求の保留の期間は、保留事由発生日から起算して２年間を限度（助成金の支給期間満

了日までの期間に限ります。）とします。ただし、保留期間満了日前に次の（イ）から（ホ）ま
でに掲げるいずれかに該当した場合は、その日に保留期間は終了します。 

（イ）保留事由が消滅した場合 
（ロ）事業主が、以降の支給請求を行わない旨の申出をした場合 
（ハ）支給対象障害者が離職し、支給要件を具備しなくなった場合 
（ニ）事業主に倒産、廃止、清算等により事業の継続ができない事由が発生した場合 
（ホ）保留期間中に「用語解説」ページ⑤「助成金の支給対象としない事業主」に該当すること

となった場合 
ハ 保留期間の延長 

機構は、上記イにより承認した保留期間経過後も引き続き保留事由がある場合は、保留期間
を延長することができます。 

二 保留の解除 
事業主は、上記イまたはハにより承認された保留期間の満了日前に保留期間を終了する場合

は、終了する事由が生じた日の翌日から起算して３か月以内に助成金一時保留解除届（様式第
556号）を機構に提出しなければなりません。 

ホ 保留前の支給請求および支給額 
保留事由発生日が月の初日を除く各日である場合、保留事由発生日の前日までの支給対象と

なる措置を行った日数により、その月の支給対象費用を算出します。 
へ 保留解除後の支給請求および支給額 
（イ）保留解除後の支給請求に係る手続は、保留解除事由発生日の属する月の初日から起算して

６か月ずつ経過した期間ごとに、当該期間の末日の属する月の翌月末日までに支給請求を行
わなければなりません。 

（ロ）保留解除事由発生日が月の初日を除く各日である場合、保留解除事由発生日の属する月に
おける支給対象となる措置を行った日数により、その月の支給対象費用を算出します。 

 
（６）支給の条件 

機構は、次のイからヘまでに掲げる事項を支給条件とします。 
イ 支給請求に関すること 
（イ）支給請求を行うことができる事業主は、助成金に係る受給資格の認定を受けた事業主です。 
（ロ）事業主は、各助成金ごとに定める支給請求期間の末日までに支給請求書を機構に提出しな

ければなりません。 
ロ 助成金の支給請求未手続および不支給に関すること 

各助成金ごとに定める支給請求期間の末日までに支給請求書が提出されない場合は、当該支
給請求対象期間に係る助成金は支給しません。 

ハ 事業計画の変更に関すること 
（イ）事業主は、認定に係る事業計画を変更（助成金事業・支援計画変更承認申請書（様式第 551
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号。以下「変更承認申請書」といいます。））の提出が必要となる各種変更。117ページおよ
び 118ページを参照ください。）を行う場合は、助成金ごとに定める「事業計画の変更手続」
を行わなければなりません。 

（ロ）事業主は、認定に係る事業計画を、その支給決定日の前に、所定の手続を経ずに変更して
はなりません。 

二 調査への協力に関すること 
事業主は、障害者雇用促進法第 52 条第２項に規定する資料の提出およびに機構が必要に応

じて実施する助成金ごとに定める支給対象措置の実施状況についての調査に協力しなければ
なりません。 

ホ 支給請求書等の保存に関すること 
事業主は、支給請求書および支給請求書添付書類等の写しならびに助成金支給決定通知書

（以下「支給決定通知書」といいます。）について、原則として助成金の支給期間終了後５年間
が経過するまで保存しなければなりません。 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、機構が必要と認める事項 
 

（７）支給の終了 
機構は、助成金の支給を受けている事業主が次のイからチまでに掲げるいずれかに該当する場

合（ヘ、トについては、手話通訳・要約筆記等担当者の助成金を除きます。）には、該当するに至
った日の属する月以降の助成金の支給を終了することになります。 
イ 偽りその他不正の行為により１回目以降の助成金の支給を受けたまたは２回目以降の助成金
の支給を受けようとした場合 

ロ 第１回目の支給決定以降に３ページ３の（２）に記載された事業主のいずれかに該当するこ
ととなった場合 

ハ 支給条件に違反した場合（やむを得ない事由がある場合を除きます。）（注釈１） 
二 事業主の倒産等により、助成金を支給することができなくなった場合 
ホ 支給対象障害者が自己都合離職等以外の離職または更新を希望していたにもかかわらず契約
期間満了により退職した場合（注釈２） 

ヘ 事業主の都合により、要件を満たす職場介助者等を配置または委嘱しない期間が１か月を超
える場合 

ト 事業主の都合によらない場合においても、要件を満たす職場介助者等を配置または委嘱しな
い期間が１年を超える場合（上記（５）に規定する承認した保留期間は当該期間から除きます。） 

チ イからトまでに掲げるもののほか、事業主の責めに帰すべき事由がある場合 
（注釈 1）「やむを得ない事由がある場合」とは、天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で

上記（６）に規定する各種書類の提出または手続の期限を過ぎることが見込まれる場合にあって、それ
ぞれの提出または手続の期限の日までに事業主がその理由および猶予を希望する期間を明示した文書
を届け出て、機構がこれを認める場合をいいます。 

（注釈 2）「自己都合離職等以外の離職」とは、雇用保険法施行規則第３６条に規定する理由（ページ④「雇用
保険法施行規則第３６条に規定する離職理由」参照）により離職した場合をいいます。 
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□３  職場介助者助成金 

 
 ８ 助成金の返還  
 
（１）返還が必要となる場合 

この助成金の支給を受けた事業主が、ページ⑤「助成金の支給対象としない事業主」のいずれ
かに該当するほか、次のイからニのいずれかに該当する場合は、支給した助成金の全部または一
部を返還していただきます。 
イ 支給決定後に、この助成金の受給資格の認定が取り消された場合 
ロ 支給条件に違反等をして、支給済みの助成金に返納額が生じた場合（やむを得ない事由があ
る場合を除きます。（注釈）） 

ハ 助成金の支給に過払いがある場合 
ニ その他事業主の責めに帰すべき事由がある場合 
（注釈）「やむを得ない事由がある場合」とは、天災地変その他事業主の責めに帰することのできない理由で５

の事業・支援計画の変更手続に掲げる書類の提出または手続の期限に遅延することとなった場合であっ
て、それぞれの提出または手続の期限の日までに事業主等がその理由および猶予を希望する期間を明示
した文書により届け出て、機構がこれを認めた場合をいいます。 

 
（２）助成金の不正受給への措置 

不正受給であると判断した場合には、機構はページ⑤「助成金の不正受給に該当した場合の措
置」に掲げる措置を執ることがあります。 
なお、悪質な場合は刑事事件として告訴する場合があります。 
 

 ９ 認定申請および支給請求の委任  
 

この助成金の認定または支給を受けようとする事業主は、代理人等に助成金の手続きを依頼する
ことができます（「用語解説」ページ②「代理人等」参照）。 
なお、事業主が雇用する労働者または弁護士が代理人となる場合は、委任届（様式第 550 号）

を認定申請または支給請求等に併せて提出していただきます。 
 

 10 留意事項  
 
（１）助成金間の併給調整 

助成金によっては、同一の支給対象障害者を対象として他の助成金と併給できない、いわゆ
る「併給調整」が行われる場合があります。81 ページの「助成金間の併給調整」を参照してく
ださい。 

 
（２）助成金の支給対象となる障害者であることの確認 

助成金の認定申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用および機構に提供する
にあたっては、個人情報保護の観点から、個人情報の保護に関する法律に従うとともに、厚生
労働省の策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要」（厚生労
働省ホームページ参照）に準じて、以下の取扱いをしてください。 
イ 助成金の認定申請のために、新たに障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況
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等を把握・確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助
成金の認定申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。 

ロ 助成金の認定申請以外の目的（障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など）で取得した
個人情報を、助成金等の認定申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の認定申請
のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。 

ハ イまたはロの同意を得るにあたり明示すべき事項は以下のとおりです。 
（イ）助成金の認定申請のために機構に提供するという利用目的 
（ロ）（イ）の報告等に必要な個人情報の内容 
（ハ）助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則として全ての支給請求において利用す

るものであること 
（ニ）助成金の支給にあたり機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合

があること 
（ホ）利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期

限等について確認を行う場合があること 
（ヘ）障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨を人事担

当者まで申し出てほしいこと 
（ト）支給対象障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策 

（注釈 1）（ト）については、あわせて伝えることが望ましいこと。 

ニ イまたはロの同意を得るにあたり、照会への回答、障害者手帳等の取得・提出、同意等を
強要しないようにしてください。 

ホ イおよびロの同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同
意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の認定申請時に、別途の手順を
踏んで同意を得るようにしてください。 

 
（３）支給対象障害者の労働時間について 

支給対象障害者が助成金制度における労働者に該当するかの判断は「用語解説」ページ②「労
働者」に定めるとおりです。 
なお、実際には労働しなかった時間または日であっても、事業主等との雇用契約を維持した

まま、就業規則等に規定する次のイからトまでに掲げる休暇等に係る所定の手続が行われてい
たものは、実労働時間に含めます。 
イ  年次有給休暇 
ロ  年次有給休暇以外の法定休暇 

生理休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、子の看護休暇 等 
（注釈 2）有給であるか、無給であるかを問いません。 
（注釈 3）育児・介護のための短時間勤務制度の利用により、所定労働時間が短くなっている場合であって

も、短時間勤務制度を利用する前の所定労働時間とします。 

ハ 有給の特別休暇（就業規則等に規定する休暇に限ります。） 
（注釈 4）慶弔、感染症、災害、公民権の行使を事由とする特別休暇（就業規則等に規定する休暇に限りま

す。）については、無給としている場合も実労働時間に含めます。 
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ニ 休業期間 
賃金が全額支払われている休業期間のほか、雇用調整助成金（新型コロナ感染症の影響に

伴う特例を含む。）を受給して賃金補償をしていた休業期間、労働基準法（昭和 22 年法律第
49号）第 26 条に規定する休業手当を支払っていた休業期間および労使協定（労働者の過半
数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定）に基づき賃
金の一部を支払っていた休業期間。 
（注釈 5）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）等に基づ

き、都道府県知事が行う就業制限や入院の勧告等により休業する必要のある休業期間も含めます。 

ホ 休職期間 
就業規則等で休職制度を定めており、この規定に基づいて雇用契約を維持したまま疾病等

により休職した場合であって、休職を認めることとした書面（休職発令通知書、休職届、稟
議書等）により客観的に確認できるものに限り実労働時間に含めます。 
（注釈 6）有給であるか、無給であるかを問いません。 

（注釈 7）休職期間のうち、休日を除く日数（時間）を含めます。 

ヘ 傷病欠勤 
（イ）賃金が全額支払われている傷病欠勤 
（注釈 8）賃金が部分的にしか支払われていない場合を除きます。 

（ロ）休業（補償）給付の支給を受けている傷病欠勤 
（注釈 9）給付の前提となる当該傷病欠勤の初日から３日間を含みます。 

（ハ）労災補償給付の傷病（補償）年金、障害（補償）年金・一時金の支給を受けている傷病欠
勤 

（注釈 10）支給を受けている期間に限ります。 

（ニ）健康保険法等の傷病手当金の支給を受けている傷病欠勤 
（注釈 11）給付の前提となる当該傷病欠勤の初日から３日間を含みます。 

（ホ）賃金または傷病手当金の支給対象でない私傷病による一定期間の欠勤であって、就業規
則等に基づき所定の手続き（労務管理）が行われている場合の傷病欠勤 

（注釈 12）「一定期間」とは、就業規則に規定する期間または医師の診断書等に記載されている期間をいい
ます。 

（注釈 13）「就業規則等に基づき所定の手続き（労務管理）が行われている場合」とは、就業規則や雇用契
約書等で傷病欠勤の取扱いを定めており、医師の診断書等に基づく傷病欠勤の承認手続きが行われた
ことなどの事実について、既存の書面（傷病欠勤届、稟議書による所属長の承認）により客観的に確
認できる場合をいいます。以下同じ。 

（ヘ）賃金または傷病手当金の支給対象でない定期通院（人工透析など主治医の指示に基づく
ものに限ります。）のための欠勤であって、就業規則等に基づき所定の手続き（労務管理）
が行われている場合の傷病欠勤。 

（注釈 14）定期通院が必要なことが、採用時または採用後に障害者となった時に把握されている場合に限
ります。 

ト 傷病欠勤以外の欠勤（賃金が全額支払われている欠勤に限ります。） 
（注釈 15）次の欠勤等については、実労働時間に含めません。 

（イ）への（イ）から（へ）以外の傷病欠勤の期間 
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□３  職場介助者助成金 

（ロ）無届け欠勤、体調不良等による断続的な欠勤（遅刻・早退等を含む。）など、傷病欠勤以
外の欠勤の期間（賃金が全額支払われていない欠勤に限ります。） 

 
（４）その他 

イ 助成金の支給を既に受けている事業主については、事業所名の変更、代替わり、分社化等
に伴い新たな雇用保険適用事業所番号を取得したとしても、当該助成金における新規の申請
事業主として取り扱わない場合があります。 

ロ 助成金の認定審査においては、認定申請事業主が、資本金、人事、取引等の状況からみて、
当該申請にかかる支給対象障害者を以前雇用していた事業主と密接な関係にある他の者に当
たると判断した場合は、これを同一事業主としてみなすことがあります。 

ハ 職場介助者、手話通訳・要約筆記等担当者および職場支援員の配置（継続措置、中高年齢
等措置を含む）助成金の認定申請においては、労働者派遣事業による派遣労働者を職場介助
者等とすることは認めておりませんので、ご注意ください。 

ニ 助成金の支給を受け、会計検査院による調査対象に指定された場合、資料提出等の協力を
依頼する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。 
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２ 職場介助者助成金  
 
  ◆  職場介助者の配置又は委嘱助成金  
 
 １ 支給対象事業主  
 

この助成金の支給対象事業主は支給対象となる障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で
次の（１）および（２）に該当する事業主です。 

（１）支給対象障害者が主体的に業務を遂行するために必要不可欠な介助の業務を担当する方（職場
介助者）を配置または委嘱する事業所の事業主 

（２）職場介助者の配置または委嘱を行わなければ、障害により支給対象障害者の雇用の継続を図る
ことが困難な事業所の事業主 

 

 ２ 支給対象障害者  
 
（１）支給対象障害者 

支給対象となる障害者は、次のイまたはロに該当する重度身体障害者で、その雇用継続のため、
事業主が職場介助者の配置または委嘱を行うことが必要であると機構が認める方です。 

イ  重度視覚障害者 
２級以上の視覚障害者 

ロ  重度四肢機能障害者 
（イ）２級以上の両上肢機能障害および２級以上の両下肢機能障害の重複者 
（ロ）３級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および３級以上の乳

幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害の重複者 
（注釈）①在宅勤務者も助成対象になります。 
    ②特定短時間労働者も助成対象になります。 

 
（２）支給対象障害者とすることができない要件 

イ ３ページ「共通事項」「３ 支給対象障害者」（２）に該当する方 
ロ 認定申請日時点において事業主に支給対象障害者が初めて雇用されてから１年を超える期間
が経過している方（やむを得ない理由があると認められる場合（注釈）を除きます。）は助成金
制度による職場介助者を配置または委嘱する十分な必要性がないと判断し、支給対象障害者と
みなさないものとします。 
（注釈）「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、機構が別に定める被災事業主による申請のほか、次

の場合をいいます。 
① 支給対象障害者が雇入れ後に中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であ
って、障害者手帳または指定医の診断書・意見書もしくは産業医の診断書により雇用の継続が困難に
なった理由が障害の進行等によるものであることが確認できるもの（中途障害者となった日または職
場復帰した日のいずれか遅い日から起算して１年を超える期間が経過したものを除きます。） 

② 人事異動等が行われたもの（雇入れから 10年を超える期間が経過した後の人事異動および人事異動
等の発令日から起算して１年を超える期間が経過したものを除きます。）  
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が経過している方（やむを得ない理由があると認められる場合（注釈）を除きます。）は助成金
制度による職場介助者を配置または委嘱する十分な必要性がないと判断し、支給対象障害者と
みなさないものとします。 
（注釈）「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、機構が別に定める被災事業主による申請のほか、次

の場合をいいます。 
① 支給対象障害者が雇入れ後に中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であ
って、障害者手帳または指定医の診断書・意見書もしくは産業医の診断書により雇用の継続が困難に
なった理由が障害の進行等によるものであることが確認できるもの（中途障害者となった日または職
場復帰した日のいずれか遅い日から起算して１年を超える期間が経過したものを除きます。） 

② 人事異動等が行われたもの（雇入れから 10年を超える期間が経過した後の人事異動および人事異動
等の発令日から起算して１年を超える期間が経過したものを除きます。）  
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□３  職場介助者助成金 

 
 ３ 支給対象となる措置および業務  
 

支給対象となる措置は、事業主が支給対象障害者ごとに、１人の職場介助者の配置または委嘱
をするものとし、支給対象となる職場介助業務は、支給対象障害者の障害の理由により自ら行う
ことができない作業部分の代行であって、支給対象障害者が主体的に業務を遂行するために必要
不可欠な、次の（１）または（２）に掲げる支給対象障害者の区分に従って定める介助の業務で
す。 

 
（１）重度視覚障害者に対する直接の介助業務 
（遠隔地にいる職場介助者が情報通信機器を介して支給対象障害者に対して行う業務を含みます。） 
イ 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく事務処理に必要な文書の朗読・代読および録
音図書の作成 

ロ 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく文書の作成（文・デザイン等の創案を除きま
す。）、代筆およびその補助業務 

ハ 書類等の整理 
ニ 支給対象障害者の業務上の移動・外出の付添い（職場介助者が自動車を運転する場合を除き
ます。） 

ホ イからニまでに掲げる業務に付随する業務 
 

（２）重度四肢機能障害者に対する直接の介助業務 
（次のイおよびロの業務、および当該業務に付随する業務は、遠隔地にいる職場介助者が情報通信
機器を介して支給対象障害者に対して行う業務を含みます。） 
イ 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく文書の作成（文・デザイン等の創案を除きま
す。）、代筆およびその補助業務 

ロ 支給対象障害者の都度の判断かつ指示に基づく機器の操作およびコンピュータ入力、その補
助業務 

ハ 書類等の整理 
ニ 支給対象障害者の業務上の移動・外出の付添い（職場介助者が自動車を運転する場合を除き
ます。） 

ホ イからニまでに掲げる業務に付随する業務 
 

（３）支給対象とならない措置 
次のイからチまでに掲げるいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。 

イ 実質的に職場介助者が主体的に行う業務（支給対象障害者の都度の判断かつ指示を受けずに
職場介助者が自ら判断しながら行うもの、支給対象障害者が職場介助者に業務の指示をした後
は、当該業務の遂行状況を観察せずに他の業務を行うもの等）の場合 

ロ 複数人の作業担当者の一員として職場介助者に業務を分担させる場合 
ハ 支給対象障害者が遂行する業務と同時に呼応して職場介助者が同様の業務を行う場合 
ニ 支給対象障害者が自ら遂行可能な業務であるものの、迅速でない等の理由により当該業務を
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□３  職場介助者助成金 

手伝う場合 
ホ 支給対象障害者が事業場外労働を行う場合 
ヘ 労働者派遣事業による派遣労働者を職場介助者として配置する場合 
ト 職場介助者が次の（イ）から（ヲ）までに掲げるいずれかの助成金の支給対象障害者として
助成金を受給している場合 

（イ）職場介助者の配置又は委嘱助成金 
（ロ）職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 
（ハ）職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 
（ニ）職場支援員の配置又は委嘱助成金（雇用安定助成金（障害者職場定着支援コース（職場支

援員の配置、委嘱または委託）に限ります。）を含みます。） 
（ホ）職場支援員の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 
（ヘ）職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金 
（ト）職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱助成金 
（チ）企業在籍型職場適応援助者助成金 
（リ）企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金 
（ヌ）重度障害者等通勤対策助成金の指導員の配置助成金 
（ル）令和３年３月 31日以前の職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金 
（ヲ）令和３年３月 31日以前の在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金 
チ 職場介助者が他の助成金（注釈１）の支給対象となる措置、援助または介助等の業務を兼務し
ている場合（職場介助者の委嘱であって、職場介助業務と注釈１の介助者等の委嘱業務がそ
れぞれ異なる日に実施される場合を除きます。）。 
（注釈１）・職場介助者の配置又は委嘱助成金 

・職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 
・職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 
・手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金 
・手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 
・手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 
・職場支援員の配置又は委嘱助成金（雇用安定助成金（障害者職場定着支援コース（職場支援員の
配置、委嘱または委託）に限ります。）を含みます。 

・職場支援員の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 
・職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金 
・職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱助成金 
・企業在籍型職場適応援助者助成金 
・企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金 
・重度障害者等通勤対策助成金の指導員の配置助成金 
・令和３年３月 31日以前の職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金 
・令和３年３月 31日以前の在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金 
・令和６年３月 31日以前の障害者相談窓口担当者の配置助成金 
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□３  職場介助者助成金 

手伝う場合 
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ヘ 労働者派遣事業による派遣労働者を職場介助者として配置する場合 
ト 職場介助者が次の（イ）から（ヲ）までに掲げるいずれかの助成金の支給対象障害者として
助成金を受給している場合 

（イ）職場介助者の配置又は委嘱助成金 
（ロ）職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 
（ハ）職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 
（ニ）職場支援員の配置又は委嘱助成金（雇用安定助成金（障害者職場定着支援コース（職場支

援員の配置、委嘱または委託）に限ります。）を含みます。） 
（ホ）職場支援員の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 
（ヘ）職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金 
（ト）職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱助成金 
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（ヲ）令和３年３月 31日以前の在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金 
チ 職場介助者が他の助成金（注釈１）の支給対象となる措置、援助または介助等の業務を兼務し
ている場合（職場介助者の委嘱であって、職場介助業務と注釈１の介助者等の委嘱業務がそ
れぞれ異なる日に実施される場合を除きます。）。 
（注釈１）・職場介助者の配置又は委嘱助成金 

・職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 
・職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 
・手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金 
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・手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 
・職場支援員の配置又は委嘱助成金（雇用安定助成金（障害者職場定着支援コース（職場支援員の
配置、委嘱または委託）に限ります。）を含みます。 

・職場支援員の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 
・職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金 
・職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱助成金 
・企業在籍型職場適応援助者助成金 
・企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金 
・重度障害者等通勤対策助成金の指導員の配置助成金 
・令和３年３月 31日以前の職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金 
・令和３年３月 31日以前の在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金 
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□３  職場介助者助成金 

◇特記事項◇ 
上記３の（１）（２）に記載する介助業務を行う場合、次の（イ）および（ロ）の職場介

助業務を支給対象に含めることができます。 
（イ）食事に係る介助 

就業時間の間の休憩時間（労働基準法第 34条に規定するもの（注釈２）に限ります。）
中における支給対象障害者の食事に係る介助業務 
（注釈２）使用者は労働時間が６時間を超える場合においては少なくとも 45分、8時間を超える場

合においては少なくとも１時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。 
（ロ）トイレ使用に係る介助 

勤務時間中または休憩時間中における支給対象障害者のトイレ使用に係る介助業務 
 

ただし、休憩時間中に上記（イ）または（ロ）の介助業務を行った場合は、所定労働時
間内に職場介助者の休憩時間を別途確保していただく必要があります。 
なお、上記３（１）（２）および（イ）（ロ）の介助業務以外の業務は、支給対象措置と

はなりませんが、その業務を禁止または制限するものではありません。 

 

 ４ 支給対象費用  
 

この助成金の支給対象費用は「配置」「委嘱」の場合ごとに次の（１）または（２）のとおり算定
します。 

 
（１）配置の場合  

【支給対象費用の算定式】 

支給対象費用 ＝ 

支給期間（注釈１）の各月におけ
る職場介助者の通常の労働時間
（所定労働時間）に係る１時間当
たりの賃金の計算額（注釈 2） 

× 
支給期間の各月において、支
給対象となる職場介助業務を
行った時間数（注釈 3） 

 

 
（注釈１）職場介助者の配置を行った場合の「支給期間」は下記５の（２）「支給期間」をご参照ください。 
（注釈２）「各月における職場介助者の通常の労働時間（所定労働時間）に係る１時間当たりの賃金計算額」とは、

労働基準法第３７条の割増賃金の基礎となる同法施行規則第１９条第１項各号により計算した額（１円未満
切捨て）となります。 

（注釈３）「支給期間の各月において、職場介助業務を行った時間数」とは、支給期間の各月の各日における支給対
象障害者および職場介助者の双方が出勤した時間のうち、１日の所定労働時間（早出や残業時間は対象とな
りません。）の範囲内で支給対象となる措置を行った時間数の当該月の合計時間数となります。ただし、合計
時間数に１時間に満たない端数が生じる場合は、３０分未満は切り捨て、３０分以上は１時間に切り上げま
す。 
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□３  職場介助者助成金 

（２）委嘱の場合 

支給対象費用 ＝ 職場介助者の委嘱に要した費用（委嘱１回当たりの費用）（注釈 4） 

（注釈４）委嘱に係る支給対象費用は、委嘱された職場介助者が支給対象となる措置を行った場合の当該委嘱に要
した費用（委嘱１回当たりの費用）です。 
委嘱１回当たりの費用は、支給期間の各日において、委嘱の形態に応じて次のイからハまでに掲げる方法に
より算定した額となります。 
イ  委嘱１回とは、職場介助者ごとに職場介助者１人が同一日に行う職場介助業務に係る委嘱をいいます。 
ロ 委嘱費用の形態に応じて、次の（イ）から（ハ）までに掲げる方法により計算します。 
（イ）委嘱費用が一定の期間により定められている場合は、その費用を当該期間の委嘱日数で除して得た額

を、１日の労働（業務）時間のうち介助に係る時間で按分して得た額（1 円未満切捨て） 
（ロ）委嘱費用が一日ごとに定められている場合は、その額を１日の労働（業務）時間のうち介助に係る時

間で按分して得た額（1 円未満切捨て） 
（ハ）委嘱費用が時間により定められている場合は、その費用に１日の介助に係る委嘱時間数を乗じて得た

額 
ハ 委嘱費用に別途付加される交通費および雑費については、支給対象にはなりません。 

 

 ５ 支給額および支給期間等  
 
（１）支給額 

助成金の支給額は、上記４に定める方法で算定される支給対象費用の額に次表の助成率を乗じ
て得た額、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。 

 

助成率 支給限度額 支給期間 

費用の４分の３ 
・配置１人当たり１か月につき１５万円 
・委嘱１回につき１万円、年１５０万円まで（注釈） 

最長１０年間 

（注釈）「委嘱１回」とは、職場介助者ごとに職場介助者１人が同一日に行う職場介助業務に係る委嘱をいいます。
「年１５０万円まで」とは、職場介助者を初めて委嘱した日から起算して１年の期間ごとに同額を超える場
合は、同額が限度となることをいいます。 

 
（２）支給対象となる措置の変更に伴う年間支給限度額 

イ 支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合 
職場介助者を初めて配置した日の属する月の翌月（以下「起算月」といいます。）から起算し

て１年ごとの期間において、配置した期間が６か月以上の場合には１８０万円とし、配置した
期間が６か月未満の場合には１５０万円とします。 

ロ 支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合 
職場介助者を初めて委嘱した日（以下「起算日」といいます。）から起算して１年ごとの期間

において、配置した期間が６か月未満の場合には１５０万円とし、配置した期間が６か月以上
の場合には１８０万円とします。 
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□３  職場介助者助成金 

（３）支給期間 
イ 配置の場合 

職場介助者の配置を行った場合の支給期間は、最長１０年間です。起算月の初日から起算し
た１０年間のうち、職場介助者を配置している期間が助成金の支給対象となる期間です。 

（イ）１０年の支給期間内に、支給対象障害者の離職等により職場介助者を配置しなくなった場
合は、その発生した時期に応じて次の aから cまでに掲げるとおりとします。 
ａ  起算月から起算して６か月以内に配置しなくなった場合は、配置した期間があったとし
ても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

ｂ  起算月から起算して６か月を経過した後、かつ、起算月から起算して 12 か月以内に配
置しなくなった場合は、起算月から起算して６か月経過後に配置した期間があったとして
も、起算月から起算して６か月経過後の支給期間に係る助成金は支給しません。 

ｃ  起算月から起算して 12 か月を経過した後に配置しなくなった場合は、職場介助者を配
置していた期間に係る助成金を支給します。 

（ロ）１０年の支給期間中に職場介助者の変更があった場合の後任の職場介助者に係る支給期間
は１０年の支給期間の残余の期間となります。 
この場合、前任の職場介助者の配置に係る助成金は、前任の職場介助者の配置の最終日ま

で支給し、後任の職場介助者の配置に係る助成金は、後任の職場介助者を初めて配置した日
から支給します。 
なお、職場介助者の変更可能回数は、原則として、１支給請求対象期間につき３回までと

なります。 
ロ 委嘱の場合 

職場介助者の委嘱を行った場合の支給期間は最長１０年間です。起算日から起算した１０年
間のうち、職場介助者を委嘱している期間が助成金の支給対象となる期間です。 

（イ）１０年の支給期間内に、支給対象障害者の離職等により職場介助者を委嘱しなくなった場
合は、その発生した時期に応じて次の aから cまでに掲げるとおりとします。 
a  起算日から起算して６か月以内に委嘱しなくなった場合は、委嘱した期間があったとし
ても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

b  起算日から起算して６か月を経過した後、かつ起算日から起算して１２か月以内に委嘱
しなくなった場合は、起算日から起算して６か月経過後に委嘱した期間があったとしても、
起算日から起算して６か月経過後の支給期間に係る助成金は支給しません。 

c  起算日から起算して１２か月を経過した後に委嘱しなくなった場合は、職場介助者を委
嘱していた期間に係る助成金を支給します。 

（ロ）１０年の支給期間中に職場介助者の変更があった場合の、後任の職場介助者に係る支給期
間は、１０年の支給期間の残余の期間となります。 
この場合、前任の職場介助者の委嘱に係る助成金は、前任の職場介助者の委嘱の最終日ま

で支給し、後任の職場介助者の委嘱に係る助成金は、後任の職場介助者を初めて委嘱した日
から支給します。 

ハ 支給対象となる措置を変更した場合 
事業主が１０年の支給期間中に３の支給対象となる措置を配置から委嘱、または委嘱から
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配置に変更した場合の支給期間は、上記イまたはロの支給期間の残余の期間となります。 
 

 ６ 認定申請  
 

認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。 
なお、審査にあたり必要に応じて提出書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 

認定申請のそのほかの事項については５ページ「共通事項」の「６ 認定申請」をご参照ください。 
 

 ７ 支給請求 
 

支給請求を行う場合は、支給請求書および添付書類を提出してください。 
なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 

（留意事項１）配置の場合、支給請求にあたり、介助状況報告書（助添付様式第 20 号）に記載した
介助の実施日および実施時間について、支給対象障害者および職場介助者に対し、事実相違
ないことについての確認をさせていない場合、助成金は支給しません。 

（留意事項２）支給請求書が所定の提出期限までに提出されないことが２回続いた場合は、以降の助
成金は支給しません。 

     なお、不実施届を提出した場合であっても、２回続けて不実施届を提出した場合は支給終
了となり、以降の助成金は支給しません。 

支給請求のそのほかの事項については７ページ「共通事項」の「７ 支給請求」をご参照ください。 
 

 ８ 事業・支援計画の変更手続等  
 

事業主が認定申請書を提出した後、事業主の都合により事業・支援計画の内容を変更する場合
は、その変更内容に応じて、機構が必要と認める書類を添付の上、申請事業所の所在地を管轄す
る都道府県支部に対し、次の（１）または（２）に掲げる手続を行わなければなりません。 
なお、認定申請内容の変更に係る届出、変更認定申請または変更承認申請の審査に当たり、次

（１）配置の提出期限 
起算月の初日から起算して、6か月ずつ経過した期間（以下「支給請求対象期間」といいま

す。）の末日の属する月の翌月末日まで 
（２）委嘱の提出期限 

起算日から起算して、支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末日まで。 
なお、奇数回目の支給額が上記５の（１）の１年の期間ごとの支給限度額に達した場合は、

その直後の偶数回目の支給請求書の提出は不要です。 
（３）支給請求対象期間を通じて支給対象となる措置を行わなかった場合は支給請求書に代えて

不実施届を提出してください。 
 

認定申請書の提出期限は、原則として支給対象障害者を初めて雇い入れた日から１０年以内、か
つ、職場介助者の配置または委嘱を行おうとする日の前日までです。 
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□３  職場介助者助成金 

の（１）または（２）に掲げる申請書等以外の書類の提出を求めることがあります。 
 

（１）変更届 
認定申請書を提出した後、その認定前に認定申請に係る次のイからハまでに掲げる変更があ

る場合は随時、また、認定から第１回目の支給請求まで、または支給決定から次回の支給請求
書の提出までの期間において、支給請求に係る次のイからハまでに掲げる変更がある場合は、
支給請求書の提出に併せて、その変更を証する書類を添付した変更届を事業主が届け出ること
が必要です。 
なお、この際の認定または支給決定は、当該届出の内容をふまえて行います。 

イ 事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名または事業所所在地の変更 
ロ 支給対象障害者の労働時間の変更（雇用契約の変更） 
ハ 職場介助者の変更（勤務形態、委嘱等に係る契約内容の変更等を含みます。） 
（注釈）助成金振込先を変更する場合は、支給請求書に助成金振込希望金融機関名を記載してください。変更届

の提出は不要です。 

 
（２）変更認定申請、変更承認申請 

イ 変更認定申請 
認定から第１回目の支給請求まで、または支給決定から次回の支給請求書の提出までの期

間において、助成金の種類を配置助成金から委嘱助成金に、または委嘱助成金から配置助成
金に変更する場合は、原則として、当該変更しようとする日の前日までに、その変更を証す
る書類を添付した助成金受給資格変更認定申請書（様式第 602 号の認定申請書を用い、朱書
で変更と記入してください。以下「変更認定申請書」といいます。）により事業主が申請して
ください（支給請求書の提出にあわせてこの申請をすることはできません）。なお、変更後の
支給期間等は、次の（イ）から（ニ）までに掲げるとおりとします。 

（イ）変更後の支給期間 
変更前の支給期間の残余の期間とします。 

（ロ）支給請求対象期間 
ａ 配置から委嘱に変更した場合 
（a） 変更日が月の初日である場合の変更前の認定に係る支給請求対象期間は変更日の前日

の属する月の末日までの期間とし、変更後の認定に係る支給請求対象期間は変更日から
起算して６か月ずつ経過した期間とします。 

（b） 変更日が月の初日以外である場合の変更前の認定に係る支給請求対象期間は変更日の
前日の属する月の末日までの期間とし、変更後の認定に係る支給請求対象期間は変更日
から起算して６か月ずつ経過した期間とします。 

ｂ 委嘱から配置に変更した場合 
変更前の認定に係る支給請求対象期間は変更日の前日までの期間とし、変更後の認定に

係る支給請求対象期間は変更日の属する月の初日から起算して６か月ずつ経過した期間と
します。 

（ハ）変更があった月の助成金の支給 
助成金の種類の変更があった月の助成金の支給については、配置または委嘱に係る助成
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□３  職場介助者助成金 

金をそれぞれ支給します。 
（ニ）変更後の委嘱の期間における年間支給限度額の取扱い 

助成金の種類を委嘱に変更した場合の年間支給限度額は、初めて委嘱した日から起算し
て１年ごとの期間において算定します。 
この場合、いったん委嘱から配置に変更した後、再び委嘱に変更した場合であっても、

最初に委嘱した日から起算して１年ごとの期間において算定します。 
ロ 変更承認申請 

認定から第１回目の支給請求まで、または支給決定から次回の支給請求書の提出までの期
間において、認定に係る次の（イ）に掲げる変更がある場合は、原則として、当該変更しよう
とする日の前日までに、次の（ロ）に掲げる変更がある場合は、当該変更があったときに随
時、その変更を証する書類を添付した変更承認申請書により事業主が申請してください（支
給請求書の提出にあわせてこの申請をすることはできません）。 

（イ）配置・委嘱内容（助添付様式第 72 号の（２）配置・委嘱計画の概要および旧様式事業計
画書における介助の内容等）の変更 
※情報通信機器を介した職場介助業務を計画に追加する場合も含みます。 

（ロ）事業主の合併もしくは統廃合または事業主の事業の譲渡等に伴う変更 
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□３  職場介助者助成金 

  ◆  職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金  
 

 １ 支給対象事業主  
 

この助成金の支給対象事業主は職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間が終了し、その支給
対象となる障害者を労働者として継続雇用するために、引き続き職場介助者の配置または委嘱をする
事業所の事業主で、次の（１）および（２）に該当する事業主です。 

（１）支給対象障害者が主体的に業務を遂行するために必要不可欠な介助の業務を担当する方（職場介
助者）を、継続して配置または委嘱する事業所の事業主 

（２）継続して職場介助者の配置または委嘱を行わなければ、障害により支給対象障害者の雇用の継続
を図ることが困難な事業所の事業主 

 

 ２ 支給対象障害者  
 
（１）支給対象障害者 

支給対象となる障害者は、次のイからハまでに掲げる重度身体障害者であって、事業主が引き
続き職場介助者の配置または委嘱を行うことが必要であると機構が認める方です。 
イ  重度視覚障害者 

２級以上の視覚障害者 
ロ  重度四肢機能障害者 
（イ）２級以上の両上肢機能障害および２級以上の両下肢機能障害の重複者 
（ロ）３級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および３級以上の乳

幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害の重複者 
（注釈）①在宅勤務者も助成対象になります。 
    ②特定短時間労働者も助成対象になります。 

 
（２）支給対象障害者とすることができない要件 

職場介助者の配置又は委嘱助成金の２の（２）のイと同じです。（１５ページ参照） 
 

 ３ 支給対象となる措置および業務  
 

職場介助者の配置又は委嘱助成金と同じです。（１６ページ参照） 
 

 ４ 支給対象費用  
 

職場介助者の配置又は委嘱助成金と同じです。（１８ページ参照） 
 

 ５ 支給額および支給期間等  
 
（１）支給額 

助成金の支給額は、１８ページの４に定める方法で算定される支給対象費用の額に次表の助成
率を乗じて得た額、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。 
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助成率 支給限度額 支給期間 

費用の３分の２ 
・配置１人当たり１か月につき１３万円 
・委嘱１回につき９千円、年１３５万円まで
（注釈） 

最長５年間 
(職場介助者の配置又は委嘱
助成金の支給期間終了後) 

（注釈）「委嘱１回」とは、職場介助者ごとに職場介助者１人が同一日に行う職場介助業務に係る委嘱をいいま
す。「年１３５万円まで」とは、職場介助者を初めて委嘱した日から起算して１年の期間ごとに同額を超
える場合は、同額が限度となることをいいます。 

 
（２）支給対象となる措置の変更に伴う年間支給限度額 

イ 支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合 
職場介助者の配置助成金の支給期間の末日の翌日（以下「配置起算日」といいます。）から起

算して１年ごとの期間において、配置した期間が６か月以上の場合には１５６万円とし、配置
した期間が６か月未満の場合には１３５万円とします。 

ロ 支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合 
職場介助者の委嘱助成金の支給期間の末日の翌日（以下「委嘱起算日」といいます。）から起

算して１年ごとの期間において、配置した期間が６か月未満の場合には１３５万円とし、配置
した期間が６か月以上の場合には１５６万円とします。 
 

（３）支給期間 
イ 配置の場合 

職場介助者の配置の継続措置を行った場合の支給期間は、最長５年間です。配置起算日から
起算した５年間のうち、職場介助者を配置している期間が助成金の支給対象となる期間です。 

（イ）５年の支給期間に支給対象障害者の離職等により職場介助者を配置しなくなった場合は、
その発生した時期に応じて次のａからｃまでに掲げるとおりとします。 
ａ 配置起算日から起算して６か月以内に配置しなくなった場合は、配置した期間があった
としても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

ｂ 配置起算日から起算して６か月を経過した後、かつ配置起算日から起算して１２か月以内
に配置しなくなった場合は、配置起算日から起算して６か月経過後に配置した期間があった
としても、配置起算日から起算して６か月経過後の支給期間に係る助成金は支給しません。 

ｃ 配置起算日から起算して１２か月を経過した後に配置しなくなった場合は、職場介助者
を配置していた期間に係る助成金を支給します。 

（ロ）５年の支給期間に職場介助者の変更があった場合の後任の職場介助者に係る支給期間は、
５年の支給期間の残余の期間となります。 
この場合、前任の職場介助者の配置の継続措置に係る助成金は、前任の職場介助者の配置

の最終日まで支給し、後任の職場介助者の配置の継続措置に係る助成金は、後任の職場介助
者を初めて配置した日から支給します。 
なお、職場介助者の変更可能回数は、原則として、１支給請求対象期間につき３回までと

なります。 
ロ 委嘱の場合 

職場介助者の委嘱の継続措置を行った場合の支給期間は最長５年間です。委嘱起算日から起



- 26 -

2  職場介助者助成金

職
場
介
助
者 

助
成
金

 

- 26 - 
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算した５年間のうち、職場介助者を委嘱している期間が助成金の支給対象となる期間です。 
（イ）５年の支給期間内に支給対象障害者の離職等により職場介助者を委嘱しなくなった場合

は、その発生した時期に応じて次の aから cまでに掲げるとおりとします。 
a  委嘱起算日から起算して６か月以内に委嘱しなくなった場合は、委嘱した期間があった
としても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

b  委嘱起算日から起算して６か月を経過した後、かつ委嘱起算日から起算して 12か月以内
に委嘱しなくなった場合は、委嘱起算日から起算して６か月経過後に委嘱した期間があった
としても、委嘱起算日から起算して６か月経過後の支給期間に係る助成金は支給しません。 

c  委嘱起算日から起算して１２か月を経過した後に委嘱しなくなった場合は、職場介助者
を委嘱していた期間に係る助成金を支給します。 

（ロ）５年の支給期間中に職場介助者の変更があった場合の、後任の職場介助者に係る支給期間
は、５年の支給期間の残余の期間となります。 
この場合、前任の職場介助者の委嘱の継続措置に係る助成金は、前任の職場介助者の委嘱

の最終日まで支給し、後任の職場介助者の委嘱の継続措置に係る助成金は、後任の職場介助
者を初めて委嘱した日から支給します。 

ハ 支給対象となる措置を変更した場合 
事業主が５年の支給期間中に３の支給対象となる措置を配置から委嘱、または委嘱から配

置に変更した場合の支給期間は、上記イまたはロの支給期間の残余の期間となります。 
 

 ６ 認定申請  
 
（１）認定申請書の提出期限 

認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。 
なお、審査にあたり必要に応じて提出書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

認定申請書の提出期限は、原則として、職場介助者の配置又は委嘱助成金の支給期間が満了する日
の前日までです。 

【認定申請書の提出期限】

支給請求対象期間（１９回） 支給請求対象期間（２０回）

（支給期間（１回））

２０回目の
支給請求期限

◯ 受給中の助成金 ６ヶ月 ６ヶ月

６ヶ月

終了日の
翌月末日

支給期間
終了日

前日

◯ 継続措置に係る

助成金
継続措置に係る助成金の申請期間

※受給中の助成金の「20回目の支給請求期限」

　ではありませんのでご注意ください。
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□３  職場介助者助成金 

認定申請のそのほかの事項については５ページ「共通事項」の「６ 認定申請」をご参照ください。 
 

 ７ 支給請求 
 

支給請求を行う場合は、支給請求書および添付書類を提出してください。 
なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 

（留意事項１）配置の場合、支給請求にあたり、介助状況報告書（助添付様式第 20 号）に記載した
介助の実施日および実施時間について、支給対象障害者および職場介助者に対し、事実相違
ないことについての確認をさせていない場合、助成金は支給しません。 

（留意事項２）支給請求書が所定の提出期限までに提出されないことが２回続いた場合は、以降の助
成金は支給しません。 

     なお、不実施届を提出した場合であっても、２回続けて不実施届を提出した場合は支給終
了となり、以降の助成金は支給しません。 

 
支給請求のそのほかの事項については７ページ「共通事項」の「７ 支給請求」をご参照ください。 

 

 ８ 事業・支援計画の変更手続等  
 

職場介助者の配置又は委嘱助成金と同じです。（２１ページ参照） 
 

 

  

（１）提出期限は配置起算日または委嘱起算日から起算して 6か月ずつ経過した期間（以下「支給
請求対象期間」といいます。）の末日の属する月の翌月末日までです。 

（２）支給請求対象期間を通じて支給対象となる措置を行わなかった場合は支給請求書に代えて
不実施届を提出してください。 
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□３  職場介助者助成金 

 ◆ 職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金  
 

 １ 支給対象事業主  
この助成金の支給対象事業主は、継続して雇用する障害者について、加齢による変化が生じるこ

とでその障害に起因する就労困難性が増した場合に、職場介助者を配置または委嘱する事業所の事
業主です。 
「加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した」とは、支給対象障害

者が現に就業している業務において、加齢に伴い生ずる心身の変化によりその障害に起因する就労
困難性の増加により当該業務の継続が困難となった場合をいいます。 

 

 ２ 支給対象障害者  
 
（１）支給対象障害者 

支給対象となる障害者は、次のイからハのいずれにも該当する重度身体障害者で、加齢による
変化が生じることで、その障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合であって、業務遂
行上の支障を軽減するための措置が必要であると機構が認める方です。 
イ 認定申請日において３５歳以上の方 
ロ 認定申請日において雇入れ後、６か月を超える期間が経過している方（注釈 1） 
ハ 次のいずれかに該当する方 
（イ）重度視覚障害者 

２級以上の視覚障害者 
（ロ）重度四肢機能障害者 

ａ ２級以上の両上肢機能障害および２級以上の両下肢機能障害の重複者 
ｂ ３級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および３級以上
の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害の重複者 

（注釈１）雇入れ後に中途障害者となった方については、上記ハに該当することとなった障害者手帳の交付日ま
たは職場復帰した日のいずれか遅い日から起算して６か月を超える期間が経過している方を対象といたし
ます。 

（注釈２）①在宅勤務者も助成対象になります。 
     ②特定短時間労働者も助成対象になります。 

 
（２）支給対象障害者とすることができない要件 

職場介助者の配置又は委嘱助成金の２の（２）のイと同じです。（１５ページ参照） 
 

 ３ 支給対象となる措置および業務  
職場介助者の配置又は委嘱助成金と同じです。（１６ページ参照） 

 

 ４ 支給対象費用  
 
職場介助者の配置又は委嘱助成金と同じです。（１８ページ参照）  
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□３  職場介助者助成金 

 
 ５ 支給額および支給期間等  
 
（１）支給額 

助成金の支給額は、１８ページの４に定める方法で算定される支給対象費用の額に次表の助成
率を乗じて得た額、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。 

助成率 区分 支給対象 支給限度額 支給期間 

費用の 
３分の２ 

配置 

中小企業または調整金支給 
調整対象事業主（注釈１） 

１人当たり１か月につき 
１５万円 

最長１０年間 

上記以外の事業主 
１人当たり１か月につき 
１３万円 

委嘱 

中小企業または調整金支給 
調整対象事業主（注釈１） 

委嘱 1回につき 1万円 
（年１５０万円まで） 
（注釈 2） 

上記以外の事業主 
委嘱 1回につき９千円 
（年１３５万円まで） 
（注釈 2） 

（注釈１）中小企業の範囲は「用語解説」ページ③、調整金支給調整対象事業主は「用語解説」ページ①をご参
照ください。 

（注釈２）「委嘱１回」とは、職場介助者ごとに職場介助者１人が同一日に行う職場介助業務に係る委嘱をいい
ます。「年１５０万円まで」または「年１３５万円まで」とは、職場介助者を初めて委嘱した日から起算
して１年の期間ごとに同額を超える場合は、同額が限度となることをいいます。  

 
（２）支給対象となる措置の変更に伴う年間支給限度額 

イ 支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合 
職場介助者を初めて配置した日の属する月の翌月（以下「起算月」といいます。）から起算し

て１年ごとの期間において、配置した期間が６か月以上の場合には１５６万円（中小企業事業
主または調整金支給調整対象事業主の場合は、１８０万円）とし、配置した期間が６か月未満
の場合には１３５万円（中小企業事業主または調整金支給調整対象事業主の場合は、１５０万
円）とします。 

ロ 支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合 
職場介助者を初めて委嘱した日（以下「起算日」といいます。）から起算して１年ごとの期間

において、配置した期間が６か月未満の場合には１３５万円（中小企業事業主または調整金支
給調整対象事業主の場合は、１５０万円）とし、配置した期間が６か月以上の場合には１５６
万円（中小企業事業主または調整金支給調整対象事業主の場合は、１８０万円）とします。 
 

（３）支給期間 
イ 配置の場合 

職場介助者の配置の中高年齢等措置を行った場合の支給期間は最長１０年間です。起算月の
初日から起算した１０年間のうち、職場介助者を配置している期間が助成金の支給対象となる
期間です。 
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□３  職場介助者助成金 

（イ）１０年の支給期間内に、支給対象障害者の離職等により職場介助者を配置しなくなった場
合は、その発生した時期に応じて次の aから cまでに掲げるとおりとします。 
ａ  起算月から起算して６か月以内に配置しなくなった場合は、配置した期間があったとし
ても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

ｂ  起算月から起算して６か月を経過した後、かつ、起算月から起算して 12 か月以内に配
置しなくなった場合は、起算月から起算して６か月経過後に配置した期間があったとして
も、起算月から起算して６か月経過後の支給期間に係る助成金は支給しません。 

ｃ  起算月から起算して 12 か月を経過した後に配置しなくなった場合は、職場介助者を配
置していた期間に係る助成金を支給します。 

（ロ）１０年の支給期間中に職場介助者の変更があった場合の後任の職場介助者に係る支給期間
は１０年の支給期間の残余の期間となります。 
この場合、前任の職場介助者の配置に係る助成金は、前任の職場介助者の配置の最終日ま

で支給し、後任の職場介助者の配置に係る助成金は、後任の職場介助者を初めて配置した日
から支給します。 
なお、職場介助者の変更可能回数は、原則として、１支給請求対象期間につき３回までと

なります。 
ロ 委嘱の場合 

職場介助者の委嘱の中高年齢等措置を行った場合の支給期間は最長１０年間です。起算日から
起算した１０年間のうち、職場介助者を委嘱している期間が助成金の支給対象となる期間です。 

（イ）１０年の支給期間内に、支給対象障害者の離職等により職場介助者を委嘱しなくなった場
合は、その発生した時期に応じて次の aから cまでに掲げるとおりとします。 
a  起算日から起算して６か月以内に委嘱しなくなった場合は、委嘱した期間があったとし
ても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

b  起算日から起算して６か月を経過した後、かつ起算日から起算して１２か月以内に委嘱
しなくなった場合は、起算日から起算して６か月経過後に委嘱した期間があったとしても、
起算日から起算して６か月経過後の支給期間に係る助成金は支給しません。 

c  起算日から起算して１２か月を経過した後に委嘱しなくなった場合は、職場介助者を委
嘱していた期間に係る助成金を支給します。 

（ロ）１０年の支給期間中に職場介助者の変更があった場合の、後任の職場介助者に係る支給期
間は、１０年の支給期間の残余の期間となります。 
この場合、前任の職場介助者の委嘱に係る助成金は、前任の職場介助者の委嘱の最終日ま

で支給し、後任の職場介助者の委嘱に係る助成金は、後任の職場介助者を初めて委嘱した日
から支給します。 

ハ 支給対象となる措置を変更した場合 
事業主が１０年の支給期間中に３の支給対象となる措置を配置から委嘱、または委嘱から配

置に変更した場合の支給期間は、上記イまたはロの支給期間の残余の期間となります。 
 

 ６ 認定申請  
 

認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。 
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□３  職場介助者助成金 

なお、審査にあたり必要に応じて提出書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 

認定申請のそのほかの事項については５ページ「共通事項」の「６ 認定申請」をご参照ください。 
 

 ７ 支給請求  
 

支給請求を行う場合は、支給請求書および添付書類を提出してください。 
なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 

（留意事項１）配置の場合、支給請求にあたり、介助状況報告書（助添付様式第 20 号）に記載した
介助の実施日および実施時間について、支給対象障害者および職場介助者に対し、事実相違
ないことについての確認をさせていない場合、助成金は支給しません。 

（留意事項２）支給請求書が所定の提出期限までに提出されないことが２回続いた場合は、以降の助
成金は支給しません。 

     なお、不実施届を提出した場合であっても、２回続けて不実施届を提出した場合は支給終
了となり、以降の助成金は支給しません。 

 
支給請求のそのほかの事項については７ページ「共通事項」の「７ 支給請求」をご参照ください。 

 

 ８ 事業・支援計画の変更手続等  
 
職場介助者の配置又は委嘱助成金と同じです。（２１ページ参照）

（１）配置の提出期限 
起算月の初日から起算して、6 か月ずつ経過した期間（以下「支給請求対象期間」といいま

す。）の末日の属する月の翌月末日まで 
（２）委嘱の提出期限 

起算日から起算して支給請求対象期間の末日に属する月の翌月末日まで。 
なお、奇数回目の支給額が上記５の（１）の１年の期間ごとの支給限度額に達した場合は、

その直後の偶数回目の支給請求書の提出は不要です。 
（３）支給請求対象期間を通じて支給対象となる措置を行わなかった場合は、支給請求書に代えて
不実施届を提出してください。 

認定申請書の提出期限は、職場介助者の配置または委嘱を行おうとする日の前日までです。 
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

３ 手話通訳・要約筆記等担当者助成金  
 
  ◆  手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金  
 
 １ 支給対象事業主  
 

この助成金の支給対象事業主は支給対象となる障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で
次の（１）および（２）に該当する事業主です。 
（１）支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する方（以下「手

話通訳・要約筆記等担当者」といいます。）を配置または委嘱する事業所の事業主 
（２）手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱を行わなければ、障害により支給対象障害

者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主 

 

 ２ 支給対象障害者  
 
（１）支給対象障害者 

支給対象となる障害者は、次の身体障害者で、その継続雇用のため、事業主が手話通訳・要約
筆記等担当者の配置または委嘱を行うことが必要であると機構が認める方です。 
２級、３級、４級または６級の聴覚障害者 

（注釈）①在宅勤務者も助成対象になります。 
    ②障害の等級が２級の方に限り、特定短時間労働者も助成対象になります。 

 
（２）支給対象障害者とすることができない要件 

イ ３ページ「共通事項」「３ 支給対象障害者」（２）に該当する方 
ロ 認定申請日時点において事業主に支給対象障害者が初めて雇用されてから１年を超え
る期間が経過している方（やむを得ない理由があると認められる場合（注釈）を除きます）
は助成金制度による手話通訳・要約筆記等担当者を配置または委嘱する十分な必要性がな
いと判断し、支給対象障害者とみなさないものとします。 

（注釈）「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、機構が別に定める被災事業主による申請のほか、次の
場合をいいます。 
① 支給対象障害者が雇入れ後に中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、
障害者手帳または指定医・産業医の診断書により雇用の継続が困難になった理由が障害の進行等によるも
のであることが確認できるもの（中途障害者となった日または職場復帰した日のいずれか遅い日から起算
して１年を超える期間が経過したものを除きます。） 

② 人事異動等が行われたもの（雇入れから 10 年を超える期間が経過した後の人事異動および人事異動等
の発令日から起算して１年を超える期間が経過したものを除きます。） 

 

 ３ 手話通訳・要約筆記等担当者  
 

（１）手話通訳・要約筆記等担当者は、次のイからハまでのいずれかの資格要件を満たす方です。 
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

３ 手話通訳・要約筆記等担当者助成金  
 
  ◆  手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金  
 
 １ 支給対象事業主  
 

この助成金の支給対象事業主は支給対象となる障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で
次の（１）および（２）に該当する事業主です。 
（１）支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する方（以下「手

話通訳・要約筆記等担当者」といいます。）を配置または委嘱する事業所の事業主 
（２）手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱を行わなければ、障害により支給対象障害

者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主 

 

 ２ 支給対象障害者  
 
（１）支給対象障害者 

支給対象となる障害者は、次の身体障害者で、その継続雇用のため、事業主が手話通訳・要約
筆記等担当者の配置または委嘱を行うことが必要であると機構が認める方です。 
２級、３級、４級または６級の聴覚障害者 

（注釈）①在宅勤務者も助成対象になります。 
    ②障害の等級が２級の方に限り、特定短時間労働者も助成対象になります。 

 
（２）支給対象障害者とすることができない要件 

イ ３ページ「共通事項」「３ 支給対象障害者」（２）に該当する方 
ロ 認定申請日時点において事業主に支給対象障害者が初めて雇用されてから１年を超え
る期間が経過している方（やむを得ない理由があると認められる場合（注釈）を除きます）
は助成金制度による手話通訳・要約筆記等担当者を配置または委嘱する十分な必要性がな
いと判断し、支給対象障害者とみなさないものとします。 

（注釈）「やむを得ない理由があると認められる場合」とは、機構が別に定める被災事業主による申請のほか、次の
場合をいいます。 
① 支給対象障害者が雇入れ後に中途障害者となった場合、または障害の重度化が認められる場合であって、
障害者手帳または指定医・産業医の診断書により雇用の継続が困難になった理由が障害の進行等によるも
のであることが確認できるもの（中途障害者となった日または職場復帰した日のいずれか遅い日から起算
して１年を超える期間が経過したものを除きます。） 

② 人事異動等が行われたもの（雇入れから 10 年を超える期間が経過した後の人事異動および人事異動等
の発令日から起算して１年を超える期間が経過したものを除きます。） 

 

 ３ 手話通訳・要約筆記等担当者  
 

（１）手話通訳・要約筆記等担当者は、次のイからハまでのいずれかの資格要件を満たす方です。 
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

イ 公共職業安定所の手話協力員として委嘱されている方、聴覚障害者、音声機能障害者また
は言語機能障害者の関係団体や地方公共団体が行う手話講習修了者で、手話通訳について相
当程度の能力と経験がある方。 

ロ 要約筆記者養成講習を修了し、登録試験等に合格して地方公共団体等に要約筆記者として
登録されている方。 

ハ 盲ろう者通訳・介助員養成研修の修了者等であって、聴覚障害者に対する意思疎通支援に
ついて、相当程度の能力と経験を有する方。 

 
（２）次の方は、手話通訳・要約筆記等担当者になることができません 

支給対象障害者を雇用する事業主もしくは役員等、それらの家事使用人、事業主と事業主と同
居の親族または学生（ただし、雇用保険の適用を受ける者についてはこの限りではありません。） 

 

 ４ 支給対象となる措置および業務  
 

支給対象となる措置は、事業主が支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記
等を行う手話通訳・要約筆記等担当者を配置または委嘱するもの（事業所を単位）とし、支給対象
障害者に対する次の（１）から（３）までに掲げる業務（遠隔地にいる手話通訳・要約筆記等担当
者が情報通信機器を介して支給対象障害者に対して行う手話通訳、要約筆記等を含みます。）です。 

（１）支給対象障害者の業務上の必要に際して直接的に行われる手話通訳、要約筆記等 
（２）支給対象障害者の職業能力の向上等を目的とした研修等に係る手話通訳、要約筆記等 
（３）支給対象障害者の所属する事業所の労働者に対して、支給対象障害者の業務の円滑化、職場

環境改善を目的として行う手話研修等 
なお、上記（１）から（３）までに掲げる業務以外の業務は、支給対象措置とはなりません

が、その業務を禁止または制限するものではありません。 
また、手話通訳・要約筆記等担当者が他の助成金（注釈）の支給対象となる措置、援助または介

助等の業務を兼務している場合（手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱であって、手話通訳・要約
筆記等業務と注釈の助成金に係る委嘱業務がそれぞれ異なる日に実施される場合を除きます。）
は助成対象となりません。 
（注釈）・職場介助者の配置又は委嘱助成金 

・職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 
・職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 
・手話通訳・要約筆記等担当者の配置助成金 
・手話通訳・要約筆記等担当者の配置の継続措置に係る助成金 
・手話通訳・要約筆記等担当者の配置の中高年齢等措置に係る助成金 
・職場支援員の配置又は委嘱助成金（雇用安定助成金（障害者職場定着支援コース（職場支援員の配置、
委嘱または委託）に限ります。）を含みます。） 

・職場支援員の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 
・職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金 
・職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱助成金 
・企業在籍型職場適応援助者助成金 
・企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金 
・重度障害者等通勤対策助成金の指導員の配置助成金 
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

・令和３年３月 31日以前の職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金 
・令和３年３月 31日以前の在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金 
・令和６年３月 31日以前の障害者相談窓口担当者の配置助成金 

 

 ５ 支給対象費用  
 

この助成金の支給対象費用は、「配置」「委嘱」の場合ごとに次の（１）または（２）のとおり算
定します。 

 
（１）配置の場合  

【支給対象費用の算定式】 

支給対象費用 ＝ 

支給期間（注釈１）の各月におけ
る手話通訳・要約筆記等担当者の
通常の労働時間（所定労働時間）
に係る１時間当たりの賃金の計算
額（注釈 2） 

× 

支給期間の各月において、支
給対象となる手話通訳・要約
筆記等業務を行った時間数
（注釈 3） 

 

 
（注釈１）手話通訳・要約筆記等担当者の配置を行った場合の「支給期間」は下記６の（３）「支給期間」をご参

照ください。 
（注釈２）「各月における手話通訳・要約筆記等担当者の通常の労働時間（所定労働時間）に係る１時間当たりの

賃金計算額」とは、労働基準法第３７条の割増賃金の基礎となる同法施行規則第１９条第１項各号により
計算した額（１円未満切捨て）となります。 

（注釈３）「支給期間の各月において、手話通訳・要約筆記等業務を行った時間数」とは、支給期間の各月の各日
における支給対象障害者および手話通訳・要約筆記等担当者の双方が出勤した時間のうち、１日の所定労
働時間（早出や残業時間は対象となりません。）の範囲内で支給対象となる措置を行った時間数の当該月の
合計時間数となります。ただし、合計時間数に１時間に満たない端数が生じる場合は、３０分未満は切り
捨て、３０分以上は１時間に切り上げます。 

    なお、支給対象障害者以外の方へ手話通訳・要約筆記等を行った場合の時間数は含めないでください。
本助成金、手話通訳・要約筆記等担当者の配置の継続措置に係る助成金および手話通訳・要約筆記等担当
者の配置の中高年齢等措置に係る助成金に係る支給対象障害者に対して、同時に手話通訳・要約筆記等の
措置を行った場合の介助時間数については、同時に措置を受けた支給対象障害者の人数で按分した時間数
とします。 

 
（２）委嘱の場合 

支給対象費用 ＝ 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱に要した費用 
（委嘱１回当たりの費用）（注釈４） 

 
（注釈４）委嘱に係る支給対象費用は、手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱１回あたりに要した費用です。 

委嘱１回当たりの費用は、支給請求対象期間の各日において、委嘱の形態に応じて次のイからホま
でに掲げる方法により算定した額となります。 
イ 委嘱１回とは、手話通訳・要約筆記等担当者ごとに手話通訳・要約筆記等担当者１人が同一日に
行う手話通訳、要約筆記等業務に係る委嘱をいいます（同一日の同一手話通訳・要約筆記等担当者
への委嘱は１回の委嘱として算定します。）。 
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

また、同一日に複数の手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱する必要があると機構が認める場合は、
その複数の手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱の費用を支給対象費用として算定できます。  

ロ 委嘱費用の形態に応じて、次の（イ）から（ハ）までに掲げる方法により計算します。 
（イ）委嘱費用が一定の期間により定められている場合は、その費用を当該期間の委嘱日数で除して

得た額を、１日の労働（業務）時間のうち手話通訳・要約筆記等に係る時間で按分して得た額（1
円未満切捨て） 

（ロ）委嘱費用が１日ごとに定められている場合は、その額を１日の労働（業務）時間のうち手話通
訳・要約筆記等に係る時間で按分して得た額（1 円未満切捨て） 

（ハ）委嘱費用が時間により定められている場合は、その費用に１日の手話通訳・要約筆記等に係る
委嘱時間数を乗じて得た額 

ハ 手話通訳・要約筆記等の業務にあたらない時間に係る委嘱費用は、支給対象となりません。 
ニ 委嘱費用に別途付加される交通費および雑費については、支給対象にはなりません。 
ホ 支給対象費用の基となる委嘱費用には、支給対象障害者以外の方へ手話通訳・要約筆記等を行っ
た費用を含めないでください。本助成金、手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱の継続措置に係る助成
金および手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱の中高年齢等措置に係る助成金に係る支給対象障害者に
対して、同時に支給対象となる措置を行った場合の委嘱費用については、同時に措置を受けた支給対
象障害者の人数で按分した委嘱費用とします。 

 

 ６ 支給額および支給期間等  
 
（１）支給額 

助成金の支給額は、上記５に定める方法で算定される支給対象費用の額に次表の助成率を乗じ
て得た額（１円未満切捨て）、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。 
 

助成率 支給限度額 支給期間 

費用の４分の３ 
・配置１人当たり１か月につき１５万円 
・委嘱１回につき１万円、年１５０万円まで（注釈） 

最長１０年間 

（注釈）「委嘱１回」とは、手話通訳・要約筆記等担当者ごとに手話通訳・要約筆記等担当者１人が同一日に行う
手話通訳、要約筆記等業務に係る委嘱をいいます。「年１５０万円まで」とは、職場介助者を初めて委嘱し
た日から起算して１年の期間ごとに同額を超える場合は、同額が限度となることをいいます。 

 
（２）支給対象となる措置の変更に伴う年間支給限度額 

イ 支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合 
手話通訳・要約筆記等担当者を初めて配置した日の属する月の翌月（以下「起算月」といい

ます。）から起算して１年ごとの期間において、配置した期間が６か月以上の場合には１８０万
円とし、配置した期間が６か月未満の場合には１５０万円とします。 

ロ 支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合 
手話通訳・要約筆記等担当者を初めて委嘱した日（以下「起算日」といいます。）から起算し

て１年ごとの期間において、配置した期間が６か月未満の場合には１５０万円とし、配置した
期間が６か月以上の場合には１８０万円とします。 
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

（３）支給期間 
イ 配置の場合 

手話通訳・要約筆記等担当者の配置を行った場合の支給期間は、支給対象障害者ごとに最長
１０年間です。起算月の初日から起算した１０年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を配
置している期間が助成金の支給対象となる期間です。 
なお、支給期間中に新たな支給対象障害者を追加した場合は、追加した日の属する月の翌

月から起算した１０年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を配置している期間が助成金
の支給対象となる期間となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（イ）１０年の支給期間内に、支給対象障害者の離職等により手話通訳・要約筆記等担当者を配
置しなくなった場合は、その発生した時期に応じて次の aから cまでに掲げるとおりとしま
す。 
ａ  起算月から起算して６か月以内に配置しなくなった場合は、配置した期間があったとし
ても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

ｂ  起算月から起算して６か月を経過した後、かつ、起算月から起算して 12 か月以内に配
置しなくなった場合は、起算月から起算して６か月経過後に配置した期間があったとして
も、起算月から起算して６か月経過後の支給期間に係る助成金は支給しません。 

ｃ  起算月から起算して 12 か月を経過した後に配置しなくなった場合は、手話通訳・要約
筆記等担当者を配置していた期間に係る助成金を支給します。 

（ロ）１０年の支給期間中に手話通訳・要約筆記等担当者の変更があった場合の後任の手話通訳・
要約筆記等担当者に係る支給期間は１０年の支給期間の残余の期間となります。 
この場合、前任の手話通訳・要約筆記等担当者の配置に係る助成金は、前任の手話通訳・

要約筆記等担当者の配置の最終日まで支給し、後任の手話通訳・要約筆記等担当者の配置に
係る助成金は、後任の手話通訳・要約筆記等担当者を初めて配置した日から支給します。 
なお、手話通訳・要約筆記等担当者の変更可能回数は、原則として、１支給請求対象期間

につき３回までとなります。 
ロ 委嘱の場合 

手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱した場合の支給期間は、支給対象障害者ごとに最長１０
年間です。起算日から起算した１０年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱している
期間が助成金の支給対象となる期間です。 
なお、支給期間中に新たな支給対象障害者を追加した場合は、追加した日から起算した１０

◆　例：支給対象障害者Ａの支給期間の途中で、支給対象障害者Ｂを追加する場合（配置）

全体の支給期間：令和Ｘ年5月1日～令和1Ｙ年6月30日

支給対象障害者Ａ Ａの支給期間：令和Ｘ年5月1日～令和1Ｘ年4月30日（10年間）

支給対象障害者Ｂ Ｂの支給期間：令和Ｙ年7月1日～令和1Ｙ年6月30日（10年間）

令和Ｘ年4月12日に
支給対象障害者Ａ
に措置を開始

令和Ｙ年6月25日に
支給対象障害者Ｂに
措置を開始
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

（３）支給期間 
イ 配置の場合 

手話通訳・要約筆記等担当者の配置を行った場合の支給期間は、支給対象障害者ごとに最長
１０年間です。起算月の初日から起算した１０年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を配
置している期間が助成金の支給対象となる期間です。 
なお、支給期間中に新たな支給対象障害者を追加した場合は、追加した日の属する月の翌

月から起算した１０年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を配置している期間が助成金
の支給対象となる期間となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（イ）１０年の支給期間内に、支給対象障害者の離職等により手話通訳・要約筆記等担当者を配
置しなくなった場合は、その発生した時期に応じて次の aから cまでに掲げるとおりとしま
す。 
ａ  起算月から起算して６か月以内に配置しなくなった場合は、配置した期間があったとし
ても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

ｂ  起算月から起算して６か月を経過した後、かつ、起算月から起算して 12 か月以内に配
置しなくなった場合は、起算月から起算して６か月経過後に配置した期間があったとして
も、起算月から起算して６か月経過後の支給期間に係る助成金は支給しません。 

ｃ  起算月から起算して 12 か月を経過した後に配置しなくなった場合は、手話通訳・要約
筆記等担当者を配置していた期間に係る助成金を支給します。 

（ロ）１０年の支給期間中に手話通訳・要約筆記等担当者の変更があった場合の後任の手話通訳・
要約筆記等担当者に係る支給期間は１０年の支給期間の残余の期間となります。 
この場合、前任の手話通訳・要約筆記等担当者の配置に係る助成金は、前任の手話通訳・

要約筆記等担当者の配置の最終日まで支給し、後任の手話通訳・要約筆記等担当者の配置に
係る助成金は、後任の手話通訳・要約筆記等担当者を初めて配置した日から支給します。 
なお、手話通訳・要約筆記等担当者の変更可能回数は、原則として、１支給請求対象期間

につき３回までとなります。 
ロ 委嘱の場合 

手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱した場合の支給期間は、支給対象障害者ごとに最長１０
年間です。起算日から起算した１０年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱している
期間が助成金の支給対象となる期間です。 
なお、支給期間中に新たな支給対象障害者を追加した場合は、追加した日から起算した１０

◆　例：支給対象障害者Ａの支給期間の途中で、支給対象障害者Ｂを追加する場合（配置）

全体の支給期間：令和Ｘ年5月1日～令和1Ｙ年6月30日

支給対象障害者Ａ Ａの支給期間：令和Ｘ年5月1日～令和1Ｘ年4月30日（10年間）

支給対象障害者Ｂ Ｂの支給期間：令和Ｙ年7月1日～令和1Ｙ年6月30日（10年間）

令和Ｘ年4月12日に
支給対象障害者Ａ
に措置を開始

令和Ｙ年6月25日に
支給対象障害者Ｂに
措置を開始
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱している期間が助成金の支給対象となる期間
となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（イ）10年の支給期間内に、支給対象障害者の離職等により手話通訳・要約筆記等担当者を委
嘱しなくなった場合は、その発生した時期に応じて次の（イ）から（ハ）までに掲げるとお
りとします。 
ａ 起算日から起算して６か月以内に委嘱しなくなった場合は、委嘱した期間があったとし
ても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

ｂ 起算日から起算して６か月を経過した後、かつ起算日から起算して 12 か月以内に委嘱
しなくなった場合は、起算日から起算して６か月経過後に委嘱した期間があったとしても、
起算日から起算して６か月経過後の支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

ｃ 起算日から起算して 12 か月を経過した後に委嘱しなくなった場合は、手話通訳・要約
筆記等担当者を委嘱していた期間に係る助成金を支給します。 

（ロ）10年の支給期間中に手話通訳・要約筆記等担当者の変更があった場合の、後任の手話通
訳・要約筆記等担当者に係る支給期間は、10 年の支給期間の残余の期間となります。 
この場合、前任の手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱に係る助成金は、前任の手話通訳・

要約筆記等担当者の委嘱の最終日まで支給し、後任の手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱
に係る助成金は、後任の手話通訳・要約筆記等担当者を初めて委嘱した日から支給します。 

ハ 支給対象となる措置を変更した場合 
事業主が１０年の支給期間中に３の支給対象となる措置を配置から委嘱、または委嘱から配

置に変更した場合の支給期間は、上記イまたはロの支給期間の残余の期間となります。 
 

 ７ 認定申請  
 

認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。 
なお、審査にあたり必要に応じて提出書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 

また、手話通訳等担当者を団体に委嘱する場合であって、認定申請書を提出しようとするとき
までに手話通訳者等担当者に係る氏名等の情報を得ていないときは、認定申請書の当該氏名欄を

認定申請書の提出期限は、原則として支給対象障害者を初めて雇い入れた日から１０年以内、か
つ、手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱を行おうとする日の前日までです。 

◆　例：支給対象障害者Ａの支給期間の途中で、支給対象障害者Ｂを追加する場合（委嘱）

全体の支給期間：令和Ｘ年4月12日～令和1Ｙ年6月24日

支給対象障害者Ａ

支給対象障害者Ｂ Ｂの支給期間：令和Ｙ年6月25日～令和1Ｙ年6月24日（10年間）

Ａの支給期間：令和Ｘ年4月12日～令和1Ｘ年4月11日（10年間）

令和Ｘ年4月12日に
支給対象障害者Ａ
に措置を開始

令和Ｙ年6月25日に
支給対象障害者Ｂに
措置を開始
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱している期間が助成金の支給対象となる期間
となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（イ）10年の支給期間内に、支給対象障害者の離職等により手話通訳・要約筆記等担当者を委
嘱しなくなった場合は、その発生した時期に応じて次の（イ）から（ハ）までに掲げるとお
りとします。 
ａ 起算日から起算して６か月以内に委嘱しなくなった場合は、委嘱した期間があったとし
ても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

ｂ 起算日から起算して６か月を経過した後、かつ起算日から起算して 12 か月以内に委嘱
しなくなった場合は、起算日から起算して６か月経過後に委嘱した期間があったとしても、
起算日から起算して６か月経過後の支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

ｃ 起算日から起算して 12 か月を経過した後に委嘱しなくなった場合は、手話通訳・要約
筆記等担当者を委嘱していた期間に係る助成金を支給します。 

（ロ）10年の支給期間中に手話通訳・要約筆記等担当者の変更があった場合の、後任の手話通
訳・要約筆記等担当者に係る支給期間は、10 年の支給期間の残余の期間となります。 
この場合、前任の手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱に係る助成金は、前任の手話通訳・

要約筆記等担当者の委嘱の最終日まで支給し、後任の手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱
に係る助成金は、後任の手話通訳・要約筆記等担当者を初めて委嘱した日から支給します。 

ハ 支給対象となる措置を変更した場合 
事業主が１０年の支給期間中に３の支給対象となる措置を配置から委嘱、または委嘱から配

置に変更した場合の支給期間は、上記イまたはロの支給期間の残余の期間となります。 
 

 ７ 認定申請  
 

認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。 
なお、審査にあたり必要に応じて提出書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 

また、手話通訳等担当者を団体に委嘱する場合であって、認定申請書を提出しようとするとき
までに手話通訳者等担当者に係る氏名等の情報を得ていないときは、認定申請書の当該氏名欄を

認定申請書の提出期限は、原則として支給対象障害者を初めて雇い入れた日から１０年以内、か
つ、手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱を行おうとする日の前日までです。 

◆　例：支給対象障害者Ａの支給期間の途中で、支給対象障害者Ｂを追加する場合（委嘱）

全体の支給期間：令和Ｘ年4月12日～令和1Ｙ年6月24日

支給対象障害者Ａ

支給対象障害者Ｂ Ｂの支給期間：令和Ｙ年6月25日～令和1Ｙ年6月24日（10年間）

Ａの支給期間：令和Ｘ年4月12日～令和1Ｘ年4月11日（10年間）

令和Ｘ年4月12日に
支給対象障害者Ａ
に措置を開始

令和Ｙ年6月25日に
支給対象障害者Ｂに
措置を開始
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

未記入のまま提出し、当該手話通訳等担当者に係る要件適合に関する証明書（写）等の添付書類
の提出時期を後日とすることができます。この場合は、事業主は当該委嘱を行った日以降、速や
かに当該氏名に係る連絡および未提出添付書類の提出を行わなければなりません。 
認定申請のそのほかの事項については５ページ「共通事項」の「６ 認定申請」をご参照ください。 

 

 ８ 支給請求  
 

支給請求を行う場合は、支給請求書および添付書類を提出してください。 
なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 

（留意事項）支給請求書が所定の提出期限までに提出されないことが２回続いた場合は、以降の助成
金は支給しません（不実施届が提出された場合を除きます。）。 

 
支給請求のそのほかの事項については７ページ「共通事項」の「７ 支給請求」をご参照ください。 

 

 ９ 事業・支援計画の変更手続等  
 

事業主が認定申請書を提出した後、事業主の都合により事業・支援計画の内容を変更する場合
はその変更内容に応じて、機構が必要と認める書類を添付の上、申請事業所の所在地を管轄する
都道府県支部に対し、次の（１）または（２）に掲げる手続きを行わなければなりません。 
なお、認定申請内容の変更に係る届出、変更認定申請または変更承認申請の審査に当たり、次

の（１）または（２）に掲げる申請書等以外の書類の提出を求めることがあります。 
（１）変更届 

認定申請書を提出した後、その認定前に、認定申請に係る次のイからハまでに掲げる変更が
ある場合は随時、また、認定から第１回目の支給請求まで、または支給決定から次回の支給請
求書の提出までの期間において、支給請求に係る次のイからハまでに掲げる変更がある場合は、
支給請求書の提出に併せて、その変更を証する書類を添付した変更届を事業主が届け出ること
が必要です。 
なお、この際の認定または支給決定は、当該届出の内容を踏まえて行います。 

イ 事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名または事業所所在地の変更 
ロ 支給対象障害者の労働時間の変更（雇用契約の変更） 

（１）配置の提出期限 
起算月の初日から起算して、6 か月ずつ経過した期間（以下「支給請求対象期間」といいま

す。）の末日の属する月の翌月末日まで 
（２）委嘱の提出期限 

起算日から起算して、支給請求対象期間の末日の属する月の翌月末日まで。 
なお、奇数回目の支給額が上記５の（１）の１年の期間ごとの支給限度額に達した場合は、

その直後の偶数回目の支給請求書の提出は不要です。 
（３）支給請求対象期間を通じて支給対象となる措置を行わなかった場合は支給請求書に代えて

不実施届を提出してください。 
 



- 39 -

3  手話通訳・要約筆記等担当者助成金

 

- 39 - 
 

□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

ハ 手話通訳・要約筆記等担当者の変更（委嘱に係る実施予定者の追加登録も含む。） 
（注釈）助成金振込先を変更する場合は、支給請求書に助成金振込希望金融機関名を記載してください。変更届

の提出は不要です。 

 
（２）変更認定申請、変更承認申請 

イ 変更認定申請 
認定から第１回目の支給請求まで、または支給決定から次回の支給請求書の提出までの期

間において、助成金の種類を配置助成金から委嘱助成金に、または委嘱助成金から配置助成
金に変更する場合は、原則として、当該変更しようとする日の前日までに、その変更を証す
る書類を添付した助成金受給資格変更認定申請書（様式第 602 号の認定申請書を用い、朱書
で変更と記入してください。以下「変更認定申請書」といいます。）により事業主が申請して
ください（支給請求書の提出にあわせてこの申請をすることはできません）。なお、変更後の
支給期間等は、次の（イ）から（ニ）までに掲げるとおりとします。 

（イ）変更後の支給期間 
変更前の支給期間の残余の期間とします。 

（ロ）支給請求対象期間 
ａ 配置から委嘱に変更した場合 
（a） 変更日が月の初日である場合の変更前の認定に係る支給請求対象期間は変更日の前

日の属する月の末日までの期間とし、変更後の認定に係る支給請求対象期間は変更日
から起算して６か月ずつ経過した期間とします。 

（b） 変更日が月の初日以外である場合の変更前の認定に係る支給請求対象期間は変更日
の前日の属する月の末日までの期間とし、変更後の認定に係る支給請求対象期間は変
更日から起算して６か月ずつ経過した期間とします。 

ｂ 委嘱から配置に変更した場合 
変更前の認定に係る支給請求対象期間は変更日の前日までの期間とし、変更後の認定

に係る支給請求対象期間は変更日の属する月の初日から起算して６か月ずつ経過した期
間とします。 

（ハ）変更があった月の助成金の支給 
助成金の種類の変更があった月の助成金の支給については、配置または委嘱に係る助成

金をそれぞれ支給します。 
（ニ）変更後の委嘱の期間における年間支給限度額の取扱い 

助成金の種類を委嘱に変更した場合の年間支給限度額は、初めて委嘱した日から起算し
て１年ごとの期間において算定します。 
この場合、いったん委嘱から配置に変更した後、再び委嘱に変更した場合であっても、

最初に委嘱した日から起算して１年ごとの期間において算定します。 
ロ 変更承認申請 

認定から第１回目の支給請求まで、または支給決定から次回の支給請求書の提出までの期
間において、次の（イ）または（ロ）に掲げる変更がある場合は、原則として、当該変更をし
ようとする日の前日までに、また、次の（ハ）に掲げる変更がある場合は、当該変更があった
ときに随時、その変更を証する書類を添付した変更承認申請書により事業主が申請してくだ
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

さい（支給請求書の提出にあわせてこの申請をすることはできません。）。 
（イ）支給対象障害者の採用等による新規追加（既存の認定を有する事業所に勤務する障害者

を支給対象障害者とする場合は、既存の認定の支給対象障害者として追加してください。
また、追加できる対象障害者は、支給対象障害者の要件かつ認定申請の雇入れ日からの１
年の当該申請期限の要件を満たす者とします。） 

 （留意事項）令和６年４月１日以降の制度で助成金の受給資格認定を受けた認定に限ります。
令和６年３月３１日以前の制度で助成金の受給資格認定を受けた認定には新たに支給
対象障害者を追加することはできないため、新規の認定申請として受給資格認定を受
けてください。 

 
（ロ）委嘱内容（助添付様式第 72号の（２）配置・委嘱契約の概要および旧様式事業計画にお

ける介助の内容等）の変更 
※ 情報通信機器を介して行う手話通訳・要訳筆記等業務を計画に追加する場合も含みま
す。 

（ハ）事業主の合併もしくは統廃合または事業主の事業の譲渡等に伴う変更 
 

  



- 41 -

3  手話通訳・要約筆記等担当者助成金

 

- 41 - 
 

□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

  ◆  手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の継続措置     
      に係る助成金  
 

 １ 支給対象事業主  
 

この助成金の支給対象事業主は手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金の支給期間が
終了し、その支給対象となる障害者を労働者として継続雇用するために引き続き手話通訳・要約筆記
等担当者の配置または委嘱をする事業所の事業主で、次の（１）および（２）に該当する事業主です。 
（１）支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する方（以下「手

話通訳・要約筆記等担当者」といいます。）を配置または委嘱する事業所の事業主 
（２）手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱を行わなければ、障害により支給対象障害者の雇用の

継続を図ることが困難な事業所の事業主 
 

 ２ 支給対象障害者   
（１）支給対象障害者 

支給対象となる障害者は、次の身体障害者であって、事業主が引き続き手話通訳・要約筆記等
担当者の配置または委嘱を行うことが必要であると機構が認める方です。 
２級、３級、４級または６級の聴覚障害者 

（注釈）①在宅勤務者も助成対象になります。 
    ②障害の等級が２級の方に限り、特定短時間労働者も助成対象になります。 
 

（２）支給対象障害者とすることができない要件 
３ページ「共通事項」「３ 支給対象障害者」（２）をご参照ください。 

 

 ３ 手話通訳・要約筆記等担当者   
手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金と同じです。（３２ページ参照） 
 

 ４ 支給対象となる措置および業務   
手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金と同じです。（３３ページ参照） 
手話通訳・要約筆記等担当者の兼務制限等についても手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は

委嘱助成金と同じです。 
 

 ５ 支給対象費用   
手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金と同じです。（３４ページ参照） 

 

 ６ 支給額および支給期間等   
（１）支給額 

助成金の支給額は、３４ページの５に定める方法で算定される支給対象費用の額に次表の助成
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

率を乗じて得た額、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。 

助成率 支給限度額 支給期間 

費用の３分の２ 
・配置１人当たり１か月につき１３万円 
・委嘱１回につき９千円、年１３５万円まで
（注釈） 

最長５年間 
(手話通訳・要約筆記等担
当者の配置又は委嘱助成
金の支給期間終了後) 

（注釈）「委嘱１回」とは、手話通訳・要約筆記等担当者ごとに手話通訳・要約筆記等担当者１人が同一日に行
う手話通訳・要約筆記業務に係る委嘱をいいます。「年１３５万円まで」とは、手話通訳・要約筆記等担
当者を初めて委嘱した日から起算して１年の期間ごとに同額を超える場合は、同額が限度となることを
いいます。 

 

（２）支給対象となる措置の変更に伴う年間支給限度額 
イ 支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合 

手話通訳・要約筆記等担当者の配置助成金の支給期間の末日の翌日（以下「配置起算日」と
いいます。）から起算して１年ごとの期間において、配置した期間が６か月以上の場合には１５
６万円とし、配置した期間が６か月未満の場合には１３５万円とします。 

ロ 支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合 
手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金の支給期間の末日の翌日（以下「委嘱起算日」と

いいます。）から起算して１年ごとの期間において、配置した期間が６か月未満の場合には１３
５万円とし、配置した期間が６か月以上の場合には１５６万円とします。 

 
（３）支給期間 

イ 配置の場合 
手話通訳・要約筆記等担当者の配置の継続措置を行った場合の支給期間は、支給対象障害者

ごとに最長５年間です。配置起算日から起算した５年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者
を配置している期間が助成金の支給対象となる期間です。 
なお、支給期間中に新たな支給対象障害者を追加した場合は、追加した日から起算した５

年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を配置している期間が助成金の支給対象となる期
間となります。 

（イ）５年の支給期間内に支給対象障害者の離職等により手話通訳・要約筆記等担当者を配置し
なくなった場合は、その発生した時期に応じて次のａからｃまでに掲げるとおりとします。 
ａ 配置起算日から起算して６か月以内に配置しなくなった場合は、配置した期間があった
としても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

ｂ 配置起算日から起算して６か月を経過した後、かつ配置起算日から起算して１２か月以
内に配置しなくなった場合は、配置起算日から起算して６か月経過後に配置した期間があ
ったとしても、配置起算日から起算して６か月経過後の支給期間に係る助成金は支給しま
せん。 

ｃ 配置起算日から起算して１２か月を経過した後に配置しなくなった場合は、手話通訳・
要約筆記等担当者を配置していた期間に係る助成金を支給します。 
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

（ロ）５年の支給期間内に手話通訳・要約筆記等担当者の変更があった場合の後任の手話通訳・
要約筆記等担当者に係る支給期間は、５年の支給期間の残余の期間となります。 
この場合、前任の手話通訳・要約筆記等担当者の配置の継続措置に係る助成金は、前任の

手話通訳・要約筆記等担当者の配置の最終日まで支給し、後任の手話通訳・要約筆記等担当
者の配置の継続措置に係る助成金は、後任の手話通訳・要約筆記等担当者を初めて配置した
日から支給します。 
なお、原則として、支給請求対象期間における手話通訳・要約筆記等担当者の変更可能回

数は３回までとなります。 
ロ 委嘱の場合 

手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱の継続措置を行った場合の支給期間は支給対象障害者ご
とに最長５年間です。委嘱起算日から起算した５年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を
委嘱している期間が助成金の支給対象となる期間です。 
なお、支給期間中に新たな支給対象障害者を追加した場合は、追加した日から起算した５

年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱している期間が助成金の支給対象となる期
間となります。 

（イ）５年の支給期間に支給対象障害者の離職等により当該手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱
しなくなった場合は、その発生した時期に応じて次の aから cまでに掲げるとおりとします。 
a  委嘱起算日から起算して６か月以内に委嘱しなくなった場合は、委嘱した期間があった
としても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

b  委嘱起算日から起算して６か月を経過した後、かつ委嘱起算日から起算して 12 か月以
内に委嘱しなくなった場合は、委嘱起算日から起算して６か月経過後に委嘱した期間があ
ったとしても、委嘱起算日から起算して６か月経過後の支給期間全てに係る助成金は支給
しません。 

c  委嘱起算日から起算して１２か月を経過した後に委嘱しなくなった場合は、手話通訳・
要約筆記等担当者を委嘱していた期間に係る助成金を支給します。 

（ロ）５年の支給期間に手話通訳・要約筆記等担当者の変更があった場合の、後任の手話通訳・
要約筆記等担当者に係る支給期間は、５年の支給期間の残余の期間となります。 
この場合、前任の手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱の継続措置に係る助成金は、前任の

手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱の最終日まで支給し、後任の手話通訳・要約筆記等担当
者の委嘱の継続措置に係る助成金は、後任の手話通訳・要約筆記等担当者を初めて委嘱した
日から支給します。 

ハ 支給対象となる措置を変更した場合 
事業主が１０年の支給期間中に３の支給対象となる措置を配置から委嘱、または委嘱から配

置に変更した場合の支給期間は、上記イまたはロの支給期間の残余の期間となります。 

 
 ７ 認定申請  
 
（１）認定申請書の提出期限 

認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。 
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

なお、審査にあたり必要に応じて提出書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
認定申請のそのほかの事項については５ページ「共通事項」の「６ 認定申請」をご参照ください。 

 

 ８ 支給請求  
 

支給請求を行う場合は、支給請求書および添付書類を提出してください。 
なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 

（留意事項）支給請求書が所定の提出期限までに提出されないことが２回続いた場合は、以降の助成
金は支給しません（不実施届が提出された場合を除きます。）。 

支給請求のそのほかの事項については７ページ「共通事項」の「７ 支給請求」をご参照ください。 
 

 ９ 事業・支援計画の変更手続等  
 

手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱助成金と同じです。（３８ページ参照）  

認定申請書の提出期限は、原則として、手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金の支給
期間が満了する日の前日までです。 

（１）提出期限は配置起算日または委嘱起算日から起算して 6か月ずつ経過した期間（以下「支給
請求対象期間」といいます。）の末日の属する月の翌月末日までです。 

（２）支給請求対象期間を通じて支給対象となる措置を行わなかった場合は支給請求書に代えて
不実施届を提出してください。 
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 
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支給請求を行う場合は、支給請求書および添付書類を提出してください。 
なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 

（留意事項）支給請求書が所定の提出期限までに提出されないことが２回続いた場合は、以降の助成
金は支給しません（不実施届が提出された場合を除きます。）。 

支給請求のそのほかの事項については７ページ「共通事項」の「７ 支給請求」をご参照ください。 
 

 ９ 事業・支援計画の変更手続等  
 

手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱助成金と同じです。（３８ページ参照）  

認定申請書の提出期限は、原則として、手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金の支給
期間が満了する日の前日までです。 

（１）提出期限は配置起算日または委嘱起算日から起算して 6か月ずつ経過した期間（以下「支給
請求対象期間」といいます。）の末日の属する月の翌月末日までです。 

（２）支給請求対象期間を通じて支給対象となる措置を行わなかった場合は支給請求書に代えて
不実施届を提出してください。 

【認定申請書の提出期限】

支給請求対象期間（１９回） 支給請求対象期間（２０回）

（支給期間（１回））

２０回目の
支給請求期限

◯ 受給中の助成金 ６ヶ月 ６ヶ月

６ヶ月

終了日の
翌月末日

支給期間
終了日

前日

◯ 継続措置に係る

助成金
継続措置に係る助成金の申請期間

※受給中の助成金の「20回目の支給請求期限」

　ではありませんのでご注意ください。
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

 

 ◆ 手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の中高年齢等     
    措置に係る助成金  
 

 １ 支給対象事業主  
 
この助成金の支給対象事業主は、継続して雇用する障害者について、加齢による変化が生じるこ

とでその障害に起因する就労困難性が増した場合に、手話通訳・要約筆記等担当者を配置または委
嘱する事業所の事業主です。 
「加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した」とは、支給対象障害

者が現に就業している業務において、加齢に伴い生ずる心身の変化により当該業務の継続が困難と
なった場合をいいます。 

 

 ２ 支給対象障害者  
 
（１）支給対象障害者 

支給対象となる障害者は、次のイからハのいずれにもに該当する身体障害者で、加齢による変
化が生じることで、その障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合であって、その継続
雇用のため、事業主が手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱を行うことが必要であると
機構が認める方です。 
イ 認定申請日において３５歳以上の方 
ロ 認定申請日において雇入れ後、６か月を超える期間が経過している方（注釈 1） 
ハ ２級、３級、４級または６級の聴覚障害者 
（注釈１）雇入れ後に中途障害者となった方については、上記ハに該当することとなった障害者手帳の交付日ま

たは職場復帰した日のいずれか遅い日から起算して６か月を超える期間が経過している方を対象といたし
ます。 

（注釈２）①在宅勤務者も助成対象になります。 
     ②障害の等級が２級の方に限り、特定短時間労働者も助成対象になります。 

 
（２）支給対象障害者とすることができない要件 

３ページ「共通事項」「３ 支給対象障害者」（２）をご参照ください。 
 

 ３ 手話通訳・要約筆記等担当者  
 
手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金と同じです。（３２ページ参照） 

 

 ４ 支給対象となる措置および業務  
 

手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金と同じです。（３３ページ参照） 
手話通訳・要約筆記等担当者の兼務制限等についても手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は

委嘱助成金と同じです。 
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

 
 ５ 支給対象費用  

 
手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金と同じです。（３４ページ参照） 

 
 ６ 支給額および支給期間等  
 
（１）支給額 

助成金の支給額は、３４ページの５に定める方法で算定される支給対象費用の額に次表の助成
率を乗じて得た額、または次表の支給限度額のいずれか低い額です。 

助成率 区分 支給対象 支給限度額 支給期間 

費用の 
３分の２ 

配置 

中小企業または調整金支給 
調整対象事業主（注釈１） 

１人当たり１か月につき 
１５万円 

最長１０年間 

上記以外の事業主 １人当たり１か月につき 
１３万円 

委嘱 

中小企業または調整金支給 
調整対象事業主（注釈１） 

委嘱１回につき 1万円 
（年１５０万円まで） 
（注釈 2） 

上記以外の事業主 
委嘱１回につき９千円 
（年１３５万円まで） 
（注釈 2） 

（注釈１）中小企業の範囲は「用語解説」ページ③、調整金支給調整対象事業主は「用語解説」ページ①をご参
照ください。 

（注釈２）「委嘱１回」とは、手話通訳・要約筆記等担当者ごとに手話通訳・要約筆記等担当者１人が同一日に
行う手話通訳・要約筆記等業務に係る委嘱をいいます。「年１３５万円まで」とは、手話通訳・要約筆記
等担当者を初めて委嘱した日から起算して１年の期間ごとに同額を超える場合は、同額が限度となるこ
とをいいます。 

 
（２）支給対象となる措置の変更に伴う年間支給限度額 

イ 支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合 
手話通訳・要約筆記等担当者を初めて配置した日の属する月の翌月（以下「起算日」といい

ます。）から起算して１年ごとの期間において、配置した期間が６か月以上の場合には１５６万
円（中小企業事業主または調整金支給調整対象事業主の場合は、１８０万円）とし、配置した
期間が６か月未満の場合には１３５万円（中小企業事業主または調整金支給調整対象事業主の
場合は、１５０万円）とします。 

ロ 支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合 
手話通訳・要約筆記等担当者を初めて委嘱した日（以下「起算日」といいます。）から起算し

て１年ごとの期間において、配置した期間が６か月未満の場合には１３５万円（中小企業事業
主または調整金支給調整対象事業主の場合は、１５０万円）とし、配置した期間が６か月以上
の場合には１５６万円（中小企業事業主または調整金支給調整対象事業主の場合は、１８０万
円）とします。 
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

（３）支給期間 
① 配置の場合 

手話通訳・要約筆記等担当者の配置の中高年齢等措置を行った場合の支給期間は、支給対象
障害者ごとに最長１０年間です。起算月の初日から起算した１０年間のうち、手話通訳・要約
筆記等担当者を配置している期間が助成金の支給対象となる期間です。 
なお、支給期間中に新たな支給対象障害者を追加した場合は、追加した日の属する月の翌

月から起算した１０年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を配置している期間が助成金
の支給対象となる期間となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（イ）１０年の支給期間内に、支給対象障害者の離職等により手話通訳・要約筆記等担当者を配

置しなくなった場合は、その発生した時期に応じて次の aから cまでに掲げるとおりとしま
す。 
ａ  起算月から起算して６か月以内に配置しなくなった場合は、配置した期間があったとし
ても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

ｂ  起算月から起算して６か月を経過した後、かつ、起算月から起算して 12 か月以内に配
置しなくなった場合は、起算月から起算して６か月経過後に配置した期間があったとして
も、起算月から起算して６か月経過後の支給期間に係る助成金は支給しません。 

ｃ  起算月から起算して 12 か月を経過した後に配置しなくなった場合は、手話通訳・要約
筆記等担当者を配置していた期間に係る助成金を支給します。 

（ロ）１０年の支給期間中に手話通訳・要約筆記等担当者の変更があった場合の後任の手話通訳・
要約筆記等担当者に係る支給期間は１０年の支給期間の残余の期間となります。 
この場合、前任の手話通訳・要約筆記等担当者の配置に係る助成金は、前任の手話通訳・

要約筆記等担当者の配置の最終日まで支給し、後任の手話通訳・要約筆記等担当者の配置に
係る助成金は、後任の手話通訳・要約筆記等担当者を初めて配置した日から支給します。 
なお、手話通訳・要約筆記等担当者の変更可能回数は、原則として、１支給請求対象期間

につき３回までとなります。 
ロ 委嘱の場合 

手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱の中高年齢等措置を行った場合の支給期間は、支給対象
障害者ごとに最長１０年間です。起算日から起算した１０年間のうち、手話通訳・要約筆記等
担当者を委嘱している期間が助成金の支給対象となる期間です。 
なお、支給期間中に新たな支給対象障害者を追加した場合は、追加した日から起算した１０

◆　例：支給対象障害者Ａの支給期間の途中で、支給対象障害者Ｂを追加する場合（配置）

全体の支給期間：令和Ｘ年5月1日～令和1Ｙ年6月30日

支給対象障害者Ａ Ａの支給期間：令和Ｘ年5月1日～令和1Ｘ年4月30日（10年間）

支給対象障害者Ｂ Ｂの支給期間：令和Ｙ年7月1日～令和1Ｙ年6月30日（10年間）

令和Ｘ年4月12日に
支給対象障害者Ａ
に措置を開始

令和Ｙ年6月25日に
支給対象障害者Ｂに
措置を開始
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

（３）支給期間 
① 配置の場合 

手話通訳・要約筆記等担当者の配置の中高年齢等措置を行った場合の支給期間は、支給対象
障害者ごとに最長１０年間です。起算月の初日から起算した１０年間のうち、手話通訳・要約
筆記等担当者を配置している期間が助成金の支給対象となる期間です。 
なお、支給期間中に新たな支給対象障害者を追加した場合は、追加した日の属する月の翌

月から起算した１０年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を配置している期間が助成金
の支給対象となる期間となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（イ）１０年の支給期間内に、支給対象障害者の離職等により手話通訳・要約筆記等担当者を配

置しなくなった場合は、その発生した時期に応じて次の aから cまでに掲げるとおりとしま
す。 
ａ  起算月から起算して６か月以内に配置しなくなった場合は、配置した期間があったとし
ても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

ｂ  起算月から起算して６か月を経過した後、かつ、起算月から起算して 12 か月以内に配
置しなくなった場合は、起算月から起算して６か月経過後に配置した期間があったとして
も、起算月から起算して６か月経過後の支給期間に係る助成金は支給しません。 

ｃ  起算月から起算して 12 か月を経過した後に配置しなくなった場合は、手話通訳・要約
筆記等担当者を配置していた期間に係る助成金を支給します。 

（ロ）１０年の支給期間中に手話通訳・要約筆記等担当者の変更があった場合の後任の手話通訳・
要約筆記等担当者に係る支給期間は１０年の支給期間の残余の期間となります。 
この場合、前任の手話通訳・要約筆記等担当者の配置に係る助成金は、前任の手話通訳・

要約筆記等担当者の配置の最終日まで支給し、後任の手話通訳・要約筆記等担当者の配置に
係る助成金は、後任の手話通訳・要約筆記等担当者を初めて配置した日から支給します。 
なお、手話通訳・要約筆記等担当者の変更可能回数は、原則として、１支給請求対象期間

につき３回までとなります。 
ロ 委嘱の場合 

手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱の中高年齢等措置を行った場合の支給期間は、支給対象
障害者ごとに最長１０年間です。起算日から起算した１０年間のうち、手話通訳・要約筆記等
担当者を委嘱している期間が助成金の支給対象となる期間です。 
なお、支給期間中に新たな支給対象障害者を追加した場合は、追加した日から起算した１０

◆　例：支給対象障害者Ａの支給期間の途中で、支給対象障害者Ｂを追加する場合（配置）

全体の支給期間：令和Ｘ年5月1日～令和1Ｙ年6月30日

支給対象障害者Ａ Ａの支給期間：令和Ｘ年5月1日～令和1Ｘ年4月30日（10年間）

支給対象障害者Ｂ Ｂの支給期間：令和Ｙ年7月1日～令和1Ｙ年6月30日（10年間）

令和Ｘ年4月12日に
支給対象障害者Ａ
に措置を開始

令和Ｙ年6月25日に
支給対象障害者Ｂに
措置を開始
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱している期間が助成金の支給対象となる期間
となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（イ）１０年の支給期間内に、支給対象障害者の離職等により当該手話通訳・要約筆記等担当者
を委嘱しなくなった場合は、その発生した時期に応じて次の aから cまでに掲げるとおりと
します。 
a  起算日から起算して６か月以内に委嘱しなくなった場合は、委嘱した期間があったとし
ても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

b  起算日から起算して６か月を経過した後、かつ起算日から起算して１２か月以内に委嘱
しなくなった場合は、起算日から起算して６か月経過後に委嘱した期間があったとしても、
起算日から起算して６か月経過後の支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

c  起算日から起算して１２か月を経過した後に委嘱しなくなった場合は、手話通訳・要約筆
記等担当者を委嘱していた期間に係る助成金を支給します。 

（ロ）１０年の支給期間中に手話通訳・要約筆記等担当者の変更があった場合の、後任の手話通
訳・要約筆記等担当者に係る支給期間は、１０年の支給期間の残余の期間となります。 
この場合、前任の手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱に係る助成金は、前任の手話通訳・

要約筆記等担当者の委嘱の最終日まで支給し、後任の手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱に
係る助成金は、後任の手話通訳・要約筆記等担当者を初めて委嘱した日から支給します。 

ハ 支給対象となる措置を変更した場合 
事業主が１０年の支給期間中に３の支給対象となる措置を配置から委嘱、または委嘱から配

置に変更した場合の支給期間は、上記イまたはロの支給期間の残余の期間となります。 
 

 ７ 認定申請  
 

認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。 
なお、審査にあたり必要に応じて提出書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 

また、手話通訳等担当者を団体に委嘱する場合であって、認定申請書を提出しようとするとき
までに手話通訳者等担当者に係る氏名等の情報を得ていないときは、認定申請書の当該氏名欄を
未記入のまま提出し、当該手話通訳等担当者に係る要件適合に関する証明書（写）等の添付書類

認定申請書の提出期限は、手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱を行おうとする日の前日
までとなります。 

◆　例：支給対象障害者Ａの支給期間の途中で、支給対象障害者Ｂを追加する場合（委嘱）

全体の支給期間：令和Ｘ年4月12日～令和1Ｙ年6月24日

支給対象障害者Ａ

支給対象障害者Ｂ Ｂの支給期間：令和Ｙ年6月25日～令和1Ｙ年6月24日（10年間）

Ａの支給期間：令和Ｘ年4月12日～令和1Ｘ年4月11日（10年間）

令和Ｘ年4月12日に
支給対象障害者Ａ
に措置を開始

令和Ｙ年6月25日に
支給対象障害者Ｂに
措置を開始
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

年間のうち、手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱している期間が助成金の支給対象となる期間
となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（イ）１０年の支給期間内に、支給対象障害者の離職等により当該手話通訳・要約筆記等担当者
を委嘱しなくなった場合は、その発生した時期に応じて次の aから cまでに掲げるとおりと
します。 
a  起算日から起算して６か月以内に委嘱しなくなった場合は、委嘱した期間があったとし
ても、支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

b  起算日から起算して６か月を経過した後、かつ起算日から起算して１２か月以内に委嘱
しなくなった場合は、起算日から起算して６か月経過後に委嘱した期間があったとしても、
起算日から起算して６か月経過後の支給期間全てに係る助成金は支給しません。 

c  起算日から起算して１２か月を経過した後に委嘱しなくなった場合は、手話通訳・要約筆
記等担当者を委嘱していた期間に係る助成金を支給します。 

（ロ）１０年の支給期間中に手話通訳・要約筆記等担当者の変更があった場合の、後任の手話通
訳・要約筆記等担当者に係る支給期間は、１０年の支給期間の残余の期間となります。 
この場合、前任の手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱に係る助成金は、前任の手話通訳・

要約筆記等担当者の委嘱の最終日まで支給し、後任の手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱に
係る助成金は、後任の手話通訳・要約筆記等担当者を初めて委嘱した日から支給します。 

ハ 支給対象となる措置を変更した場合 
事業主が１０年の支給期間中に３の支給対象となる措置を配置から委嘱、または委嘱から配

置に変更した場合の支給期間は、上記イまたはロの支給期間の残余の期間となります。 
 

 ７ 認定申請  
 

認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。 
なお、審査にあたり必要に応じて提出書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 

また、手話通訳等担当者を団体に委嘱する場合であって、認定申請書を提出しようとするとき
までに手話通訳者等担当者に係る氏名等の情報を得ていないときは、認定申請書の当該氏名欄を
未記入のまま提出し、当該手話通訳等担当者に係る要件適合に関する証明書（写）等の添付書類

認定申請書の提出期限は、手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱を行おうとする日の前日
までとなります。 

◆　例：支給対象障害者Ａの支給期間の途中で、支給対象障害者Ｂを追加する場合（委嘱）

全体の支給期間：令和Ｘ年4月12日～令和1Ｙ年6月24日

支給対象障害者Ａ

支給対象障害者Ｂ Ｂの支給期間：令和Ｙ年6月25日～令和1Ｙ年6月24日（10年間）

Ａの支給期間：令和Ｘ年4月12日～令和1Ｘ年4月11日（10年間）

令和Ｘ年4月12日に
支給対象障害者Ａ
に措置を開始

令和Ｙ年6月25日に
支給対象障害者Ｂに
措置を開始
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□４  手話通訳・要約筆記等担当者助成金 

の提出時期を後日とすることができます。この場合は、事業主は当該委嘱を行った日以降、速や
かに当該氏名に係る連絡および未提出添付書類の提出を行わなければなりません。 
認定申請のそのほかの事項については５ページ「共通事項」の「６ 認定申請」をご参照ください。 

 

 ８ 支給請求  
 

支給請求を行う場合は、支給請求書および添付書類を提出してください。 
なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 

（留意事項）支給請求書が所定の提出期限までに提出されないことが２回続いた場合は、以降の助成
金は支給しません（不実施届が提出された場合を除きます）。 

 
支給請求のそのほかの事項については７ページ「共通事項」の「７ 支給請求」をご参照ください。 

 

 ９ 事業・支援計画の変更手続等  
 

手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金と同じです。（３８ページ参照） 
 

 
 
 
 

（１）配置の提出期限 
起算月の初日から起算して、6か月ずつ経過した期間（以下「支給請求対象期間」といいま

す。）の末日の属する月の翌月末日まで。 
（２）委嘱の提出期限 

起算日から起算して支給請求対象期間の末日に属する月の翌月末日まで。 
なお、奇数回目の支給額が上記５の（１）の１年の期間ごとの支給限度額に達した場合は、

その直後の偶数回目の支給請求書の提出は不要です。 
（３）支給請求対象期間を通じて支給対象となる措置を行わなかった場合は、支給請求書に代えて

不実施届を提出してください。 
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□５  職場支援員助成金 

４ 職場支援員助成金  
 
  ◆  職場支援員の配置又は委嘱助成金  

 

 １ 支給対象事業主  
 

この助成金の支給対象事業主は支給対象となる障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で
次の（１）から（５）のすべてに該当する事業主です。 

（１） 支給対象障害者に対し、計画期間が１年以上の事業・支援計画を作成し、機構の受給資格
の認定を受けていること 

（２） 支給対象障害者に対して、以下のイからヘまでに掲げる事由の起算日から６か月以内に職
場支援員を配置または委嘱し、職場定着に係る措置に取り組んでいること 
イ 支給対象障害者の雇入れ（ハローワークが実施する障害者トライアル雇用期間満了後
に継続雇用に移行する場合、この継続雇用に移行した日を雇入れ日とみなすことができ
ます） 

ロ 支給対象障害者の勤務時間（所定労働時間）延長 
ハ 支給対象障害者の配置転換（部・課・係等の組織上の所属変更により地位、勤務形態、
職務内容等が変更になることをいい、単に勤務事業所が他の既存施設に移転するものは、
配置転換とはみなしません。） 

ニ 支給対象障害者の業務内容変更 
ホ 支給対象障害者の職場復帰（その障害により、一か月以上の療養および職場適応措置
が必要とされた障害者が休職から復職することをいいます。） 

ヘ 企業在籍型職場適応援助者助成金の支給対象障害者に係る支援の終了（起算日は支援
終了の翌日となります。） 

（注釈）同一の事由について、同一の雇用保険適用事業所および同一の支給対象障害者に対して、１回の
認定に限り受給することができます。 

（３） 支給対象障害者を、支給請求対象期間の第１回目の場合は支給対象期間の開始日から６か
月以上、第２回目の場合は支給対象期間の開始後７か月目の初日から６か月以上の期間継
続して雇用し、その支給対象障害者に対して、各雇用期間分の賃金を支給していること 

（４） 事業所において、次のイからハまでの書類を整備、保管していること 
イ 出勤簿等、出勤状況を確認することができる書類 
ロ 賃金台帳等の労働者に支払われた賃金を確認できる書類 
ハ 離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等を明らかにした労働者名簿等の書類 

（５） 支給請求時点において、支給対象障害者を解雇等事業主都合により離職させていないこと 
 

 ２ 支給対象障害者  
 

支給対象となる障害者は、次の（１）から（３）のすべてに該当する障害者です。 
（１） 申請事業主の常用雇用労働者 
（２） 措置の開始日時点において、次のイからヘまでのいずれかに該当する方 

イ 身体障害者（重度身体障害者である特定短時間労働者も助成対象になります） 
ロ 知的障害者（重度知的障害者である特定短時間労働者も助成対象になります） 
ハ 精神障害者（特定短時間労働者も助成対象になります） 
ニ 発達障害者 
ホ 難病にかかっている方 
ヘ 高次脳機能障害のある方 

 

（３） ３ページ「共通事項」「３ 支給対象障害者」（２）に該当する方でない方 
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□５  職場支援員助成金 

４ 職場支援員助成金  
 
  ◆  職場支援員の配置又は委嘱助成金  

 

 １ 支給対象事業主  
 

この助成金の支給対象事業主は支給対象となる障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で
次の（１）から（５）のすべてに該当する事業主です。 

（１） 支給対象障害者に対し、計画期間が１年以上の事業・支援計画を作成し、機構の受給資格
の認定を受けていること 

（２） 支給対象障害者に対して、以下のイからヘまでに掲げる事由の起算日から６か月以内に職
場支援員を配置または委嘱し、職場定着に係る措置に取り組んでいること 
イ 支給対象障害者の雇入れ（ハローワークが実施する障害者トライアル雇用期間満了後
に継続雇用に移行する場合、この継続雇用に移行した日を雇入れ日とみなすことができ
ます） 

ロ 支給対象障害者の勤務時間（所定労働時間）延長 
ハ 支給対象障害者の配置転換（部・課・係等の組織上の所属変更により地位、勤務形態、
職務内容等が変更になることをいい、単に勤務事業所が他の既存施設に移転するものは、
配置転換とはみなしません。） 

ニ 支給対象障害者の業務内容変更 
ホ 支給対象障害者の職場復帰（その障害により、一か月以上の療養および職場適応措置
が必要とされた障害者が休職から復職することをいいます。） 

ヘ 企業在籍型職場適応援助者助成金の支給対象障害者に係る支援の終了（起算日は支援
終了の翌日となります。） 

（注釈）同一の事由について、同一の雇用保険適用事業所および同一の支給対象障害者に対して、１回の
認定に限り受給することができます。 

（３） 支給対象障害者を、支給請求対象期間の第１回目の場合は支給対象期間の開始日から６か
月以上、第２回目の場合は支給対象期間の開始後７か月目の初日から６か月以上の期間継
続して雇用し、その支給対象障害者に対して、各雇用期間分の賃金を支給していること 

（４） 事業所において、次のイからハまでの書類を整備、保管していること 
イ 出勤簿等、出勤状況を確認することができる書類 
ロ 賃金台帳等の労働者に支払われた賃金を確認できる書類 
ハ 離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等を明らかにした労働者名簿等の書類 

（５） 支給請求時点において、支給対象障害者を解雇等事業主都合により離職させていないこと 
 

 ２ 支給対象障害者  
 

支給対象となる障害者は、次の（１）から（３）のすべてに該当する障害者です。 
（１） 申請事業主の常用雇用労働者 
（２） 措置の開始日時点において、次のイからヘまでのいずれかに該当する方 

イ 身体障害者（重度身体障害者である特定短時間労働者も助成対象になります） 
ロ 知的障害者（重度知的障害者である特定短時間労働者も助成対象になります） 
ハ 精神障害者（特定短時間労働者も助成対象になります） 
ニ 発達障害者 
ホ 難病にかかっている方 
ヘ 高次脳機能障害のある方 

 

（３） ３ページ「共通事項」「３ 支給対象障害者」（２）に該当する方でない方 
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□５  職場支援員助成金 

 
 ３ 職場支援員  
 

職場支援員の要件は次の（１）から（４）までに掲げるいずれも満たす方です。 
（１）職場支援員は、次のイからヘまでのいずれかに該当する資格・経験等を有する方であって、

支給対象障害者の支援を実施するために配置（＝雇用）または委嘱された方です。 
   ただし、ロからニまでに掲げる要件の実務経験期間は、注釈１に掲げる助成金の支給対象

障害者として支援されていた期間がある場合は当該期間を除いた期間となります。 
イ 精神保健福祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、公認心理師、臨床心理士、産業
カウンセラー、保健師、看護師または障害者雇用促進法第 24条に規定する障害者職業カウ
ンセラーの試験に合格しかつ指定の講習の受講を修了した方 

ロ 特例子会社（障害者雇用促進法第 44条第１項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた事
業主に係る同項に規定する子会社をいいます。）または重度障害者多数雇用事業所（障害者
雇用促進法施行規則第 22 条第１項第１号に該当する事業所をいいます。）での障害者の指
導・援助に関する実務経験が２年以上ある方 

ハ 障害者雇用促進法第 27条第２項に規定する障害者就業・生活支援センター、障害者総合
支援法第５条第 13 項に規定する就労移行支援を指定障害者福祉サービス事業に該当する
ものとして行う法人などの障害者の就労支援機関において障害者の就業に関する相談の実
務経験が２年以上ある方 

ニ 障害者雇用促進法第 79 条第１項に規定する障害者職業生活相談員資格認定講習を受講
した、または現に障害者職業生活相談員として届け出られた方であって、当該受講修了ま
たは届け出の日以後に、障害のある労働者の職業生活に関する相談、指導、援助に関する実
務経験が３年以上ある方 

ホ 障害者雇用促進法に規定する次の（イ）から（ハ）までのいずれかの職場適応援助者を養
成するための研修を修了した方 

（イ）障害者職業総合センターおよび地域障害者職業センターが行う職場適応援助者養成研修 
（ロ）障害者職業総合センターおよび地域障害者職業センターまたは厚生労働大臣が定める民

間の研修機関が行う訪問型職場適応援助者養成研修 
（ハ）障害者職業総合センターおよび地域障害者職業センターまたは厚生労働大臣が定める民

間の研修機関が行う企業在籍型職場適応援助者養成研修 
ヘ 労働安全衛生法第 13条に基づき支給対象事業主が企業内に配置する産業医以外の医師 

（２）事業主が、当該支給対象費用に充てるため、助成金に合わせ、国等の機関（注釈 2）から補
助金等の支給を受けている場合、その補助金等から当該職場支援員の人件費又は当該職場支
援員の委嘱費用の全部が支払われていないこと 

（３）（職場支援員の配置の場合のみ) 
支給対象期間において、障害者介助等助成金の職場介助者、手話通訳・要約筆記等担当者、

健康相談医、職業生活相談支援専門員、職業能力開発向上支援専門員、職業コンサルタント、
在宅勤務コーディネーター、障害者相談窓口担当者および重度障害者等通勤対策助成金にお
ける指導員の業務を兼務していないこと 

（４）（職場支援員の委嘱の場合のみ） 
支給対象期間において、健康相談医の業務を兼務していないこと 
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□５  職場支援員助成金 

（注釈１）障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金、障害者雇用安定助成金（障害者職場定着支援コース（職
場支援員の配置に係る措置））、障害者雇用安定助成金（職場適応援助コース）、訪問型職場適応援助促進助
成金、企業在籍型職場適応援助促進助成金、障害者職場定着支援奨励金、職場支援従事者配置助成金、重
度知的・精神障害者職場支援奨励金、平成 23 年 3 月 31 日以前の業務遂行援助者の配置助成金、令和 3
年 3 月 31 日以前の重度中途障害者等職場適応助成金、令和 3 年 3 月 31 日以前の健康相談医師の委嘱助
成金、令和 3 年 3 月 31 日以前の職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金、令和 3 年 3 月 31 日以前の
在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金 

（注釈 2）国、地方公共団体、独立行政法人または地方独立行政法人を指します。 

 

 ４ 支給対象となる措置および職場支援員の配置・委嘱の方法  
 

業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置または委嘱した場合に助成します。 
次の（１）から（３）までいずれかの方法による配置または委嘱であることが必要です。 

 
（１） 配置（雇用契約）の場合、次のイからホまでのいずれにも該当するものであること。 

イ 常用雇用労働者として、支援を実施する期間について継続して雇用され（注釈 1）、支給
対象障害者を支援できるものであること 

ロ 支給対象障害者の週所定労働時間以上の労働時間が定められていること 
ハ 支給対象障害者の勤務している事業所と同一の事業所において勤務し、常時見守りつつ
（注釈２）、必要に応じて支給対象障害者との面談や就業上の支援ができること 

ニ 支給対象期間において、本助成金など（注釈３）の支給対象障害者として現に支援する
障害者の人数の合計が３人以下であること 

ホ 本助成金など（注釈４）の支給対象者として現に支援されている障害者でないこと 
（注釈 1）職場支援員が他法人からの出向者である場合であって、その職場支援員が申請事業主の雇用保

険被保険者になっていない場合は、助成対象になりません。 
（注釈２）支給対象障害者と職場支援員のシフト（始業・終業時刻または休憩時間）のずれや頻繁な出張

等により、支給対象障害者の勤務時に職場支援員の不在が生じるような場合については、本助成金
の対象になりません。次の留意事項もあわせてご確認ください。 

（注釈３）本助成金、職場支援員の配置の中高年齢等措置に係る助成金、企業在籍型職場適応援助者助成
金、企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金、障害者雇用安定助成金（障害者職
場定着支援コース（職場支援員の配置の措置）、障害者職場適応援助コース（企業在籍型職場適応
援助者による支援））を指します。 

（注釈４）注釈３に、訪問型職場適応援助者助成金、本助成金以外の障害者介助等助成金、障害者雇用安
定助成金（障害者職場適応援助コース（訪問型職場適応援助者による支援））を加えたものを指し
ます。 

（２） 委嘱（業務委託先との間で締結する業務委託契約）の場合、次のイからハまでのいずれにも
該当するものであること。 
イ 支給対象障害者の支援に係る、支給対象障害者ごとの契約（有償であるものに限ります。）
であること（注釈５） 

ロ 業務を委託される法人等が障害者の就労・定着支援に係る業務を行うもの（注釈６）で
あること 

ハ 電話相談、企業訪問、面談などの相談体制を整備し、少なくとも月に１回以上、申請事
業主の事業所を訪問し、支給対象障害者と面談を行うものであること 
（注釈５）基本契約と、それに付随する対象障害者ごとの覚書でも可。契約書または覚書の添付書類とし

て、支援対象の支給対象障害者をリストにした書類では認められません。 
（注釈６）就労継続支援 A型・B型事業所も含みます。 
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（３）委嘱（個人との間で締結する委嘱契約）の場合、次のイおよびロのいずれにも該当するもので
あること。
イ 支給対象障害者に対して必要なときに支援を行うものであり、職場支援員との間で支
給対象障害者ごとに締結される契約（有償であるものに限ります。）であること（注釈５） 

ロ 電話相談、企業訪問、面談などの相談体制を整備し、少なくとも月に１回以上、申請事
業主の事業所を訪問し、支給対象障害者と面談を行うものであること 
（注釈５）基本契約と、それに付随する対象障害者ごとの覚書でも可。契約書または覚書の添付書類とし

て、支援対象の支給対象障害者をリストにした書類では認められません。 

 

 

【留意事項】 
常時見守りと認められるケース 
例１：職場支援員と支給対象障害者が同じフロアにおり、職場支援員の座席から支給対象障害者の様

子が常に確認できるとき。 
例２：清掃や社内郵便、農作業等、広範囲を移動して行う業務において、職場支援員と支給対象障害者

が一組になって移動し、職場支援員が支給対象障害者を常に見守れるとき。 

常時見守りと認められないケース 
例１：職場支援員と支給対象障害者が同じフロアにいるが、職場支援員のいる部屋と支給対象障害者

のいる部屋が異なっている、または職場支援員と支給対象障害者が異なるフロアにいるため、
職場支援員の座席から支給対象障害者の様子を確認できないとき。 

例 2：清掃や社内郵便、農作業等、広範囲を移動して行う業務において、職場支援員と支給対象障害者
が異なる範囲の業務を担当しており、時々職場支援員が支給対象障害者の作業場所まで様子を
確認しに出向き、その都度支援や作業指示を行うとき。 

例３：職場支援員が、支給対象障害者を含めた複数の労働者の間を巡回して支援・指導しているとき。 
例 4：フレックスタイム制等、始業・終業時刻を労働者が決められる場合や、シフト制等、勤務時間帯

を一定期間ごとに労使で決める場合において、支給対象障害者の勤務時間に職場支援員が不在
となる時間が生じるとき。 

【情報通信機器を活用した支援について】 

上記の支援方法（配置における常時見守り、委嘱における面談）を原則としますが、情報通信機器
の活用によるテレワーク等が一般的となっている社会情勢を考慮し、以下の支援方法を助成金の対象
となる措置として認めることとなりました。 
（１）のハ（配置における常時見守り）について

支給対象障害者が自宅において勤務を行う場合、情報通信機器（職場支援員および支給対象障
害者双方の顔や声、動作がわかるものに限ります。）により勤務状態を確認しつつ、必要に応じて
支給対象障害者との面談や就業上の支援ができること 
※ メールやチャット機能などの文章のみでの支援や、音声通話のみで業務指示や勤務状況・健康
状態の確認等を行う措置は認められません。

（２）のハおよび（３）のロ（委嘱における面談）について
支給対象障害者の勤務場所が雇用契約等により自宅のみに定められている場合に限り、申請事
業主の事業所を訪問して行う面談を情報通信機器による面談に代えることができること 
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□５  職場支援員助成金 

 
 ５ 支給額および支給期間等  
 

措置の方法によって、下記の額を支給します。 
（１）職場支援員を配置した場合 

 
 
 
 
 
 
 

（注釈１）就労していない月および支給対象障害者の出勤割合が６割に満たない月を除きます。 
ただし、次のイからチまでに掲げる日は出勤日として取扱いますが、ニからチまでに掲げる理由によ

り全休した対象月については出勤割合を満たさないものとします。 
      イ 受給資格認定を受けた事業所で所定労働時間の半分以上就労した日 
      ロ 出張した日（研修日を含む） 
      ハ 休日に出勤した日 
      ニ 人工透析のために勤務していない日または精神障害者にあっては主治医が指定する日に通院した

ことにより出勤していない日 
      ホ 労働基準法第３９条に基づく年次有給休暇、年次有給休暇以外の法定休暇、同法第６５条に定め

る産前産後の休業により出勤していない日 
      ヘ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める休業により出勤

していない日 
      ト 慶弔による休暇、夏季休暇といった特別休暇等であって、就業規則または雇用契約書等に記載する

休暇等により出勤していない日 
      チ 業務上の負傷または業務上の疾病にかかり療養のために出勤していない日 

（注釈 2）支給上限額は職場支援員に実際に支払った賃金額とします。 

 

支給対象障害者 
（注釈３） 

支給対象事業主の区分 
（注釈４） 

支給月額 
支給対象障害者 
１人につき 

支給期間（注釈５） 

一般労働者 
中小企業事業主 40,000円 

最大２年間 
（精神障害者は最大３年間） 

（注釈６） 

中小企業以外の事業主 30,000円 

短時間労働者 
中小企業事業主 20,000円 

中小企業以外の事業主 15,000円 

特定短時間 
労働者 

中小企業事業主 10,000円 

中小企業以外の事業主  7,500円 
（注釈３）「一般労働者」「短時間労働者」「特定短時間労働者」については「用語解説」ページ②の「労働者」を

ご参照ください。 
（注釈４）中小企業の範囲は「用語解説」ページ③をご参照ください。 
（注釈５）支給請求対象期間にひと月に満たない端数がある場合や、途中で支援を中断した場合は日割計算で支

給額を算出することになります。その場合、上限額も同様に計算することとなります。 
（注釈６）企業在籍型職場適応援助者助成金による支援終了を配置理由とするものは最大６か月間です。 

【支給対象障害者ごとの支給額の算定式】 
支給額＝ ①支給月額 × ②支給対象となる月数（注釈１） 

  
【支給請求ごとの支給額】 
支給請求に係る職場支援員から支援を受ける支給対象障害者（３名まで）ごとに上記の算

定式により算定した支給額を合計した額（注釈２） 
により算定した支給額を合計した金額（注釈２） 
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□５  職場支援員助成金 

（２）職場支援員を委嘱（業務委託を含む）した場合 
  イ 支給額および支給限度額 

支給請求対象期間中の委嘱による支援（訪問面談）１回あたり１万円 
実際に委嘱に要した費用（ただし月額４万円まで）を上限とします。 

  ロ 支給期間 
   職場支援員を配置した場合と同じです。 

 

 ６ 認定申請  
 

認定申請を行う場合は、認定申請書（注釈１）および添付書類を提出してください。添付書類に
ついては、７６ページの「助成金受給のための提出書類」を参照してください。 
なお、審査にあたり必要に応じて提出書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 

（注釈１）認定申請書は職場支援員ごとに作成してください。 
（注釈２）配置の場合は職場支援員の任命予定日、委嘱（業務委託契約）の場合は契約による支援期間の開始予

定日、委嘱（委嘱契約）の場合は職場支援員が最初に支援を実施する予定の日となります。 

認定申請のそのほかの事項については５ページ「共通事項」の「６ 認定申請」をご参照くださ
い。 

 

 ７ 支給対象期間・支給請求期間  
 

（１）支給対象期間 
助成金の支給対象となる期間は、措置開始日（職場支援員の配置または委嘱日（注釈１））の直

後の支給対象障害者の賃金締切日の翌日（注釈２）から起算して最大２年間（精神障害者について
は最大３年間）（企業在籍型職場適応援助者助成金受給後に継続する措置は最大６か月）です。 
最初の６か月を第１回目、以降６か月ごとに第２回目、第３回目と支給請求対象期間が続きます。 

（注釈１）上記６の注釈２を参照してください。 
（注釈２）（１）支給対象障害者の賃金締切日が措置開始日の場合は措置開始日の翌日から起算します。 

（２）支給対象障害者の賃金締切日の翌日が措置開始日の場合は当該措置の開始日から起算します。 
 

 
 
 
 
 
 

認定申請期限は、職場支援員の配置または委嘱を行おうとする日（注釈２）の前日から起算し
て１か月前の応当日までです。 
なお、郵送による提出の場合は認定申請期限当日までの消印があるものが有効です。 
（例）７月 1 日から職場支援員を配置または委嘱する場合、認定申請期限は５月 30 日とな

ります。 
に提出しなければなりません。 

 

賃金締切日＝措置開始日

賃金締切日

①

②

3/31 4/1

3/31 4/1

支給対象期間

支給対象期間
措置開始日

参考例 ・業務の遂行に関する必要な援助および指導を行う職場支援員を配置（令和Χ年6月15日～令和Ζ年3月31日）
・事業所の賃金は月末締め、翌月20日払い

令和Χ年度 令和Υ年度 令和Ζ年度

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

計画期間（令和Χ年6月15日～令和Ζ年3月31日）：1年9か月17日

職場支援員の配置（第１期）
７／１～12／31

職場支援員の配置（第３期）
７／１～12／31

職場支援員の配置
（第４期）

１／１～３／31

職場支援員の配置（第２期）
１／１～６／30

支
給
対
象
障
害
者
の
雇
入
れ
日

職
場
支
援
員
の
配
置
日

認
定
申
請
日

認
定
日

計
画
最
終
日

支給申請期間
（第１期）

支給申請期間
（第２期）

支給申請期間
（第３期）

支給申請期間
（最終期）

1/21 3/20 7/21 9/20 1/21 3/20 4/21 6/20

雇い入れから6か月以内

配置日の翌日から
3か月以内

※　支給対象期間の起算日から6か月ごとの期間（支援対象期）に要件を満たした措置について、対応する支給請求期間に申請してください。
※　支給対象期間の最初にくる支給対象期分の賃金を支給した日（令和Y年1月20日）の翌日から起算して2か月間
　　（令和Y年1月21日～令和Y年3月20日）を第1期の支給申請期間とし、以後6か月ごとに第2期、第3期の支給請求期間が続きます。
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□５  職場支援員助成金 

（２）支給請求期間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 
支給請求のそのほかの事項については７ページ「共通事項」の「７ 支給請求」をご参照ください。 

 

 ８ 事業・支援計画の変更手続等  
 

事業主が認定申請書を提出した後、事業主の都合により事業・支援計画の内容を変更する場合
はその変更内容に応じて、機構が必要と認める書類を添付の上、申請事業所の所在地を管轄する
都道府県支部に対し、次の（１）または（２）に掲げる手続きを行わなければなりません。 
なお、認定申請内容の変更に係る届出、変更認定申請または変更承認申請の審査にあたり、次

の（１）または（２）に掲げる申請書等以外の書類の提出を求めることがあります。 
（１）変更届 

認定申請書を提出した後、その認定前に、認定申請に係る次のイから二までに掲げる変更が
ある場合は随時、また、認定から第１回目の支給請求まで、または支給決定から次回の支給請
求書の提出までの期間において、支給請求に係る次のイから二までに掲げる変更がある場合は、
支給請求書の提出に併せて、その変更を証する書類を添付した変更届を事業主が届け出ること
が必要です（随時提出することも可能です）。 
なお、この際の認定または支給決定は、当該届出の内容を踏まえて行います。 

イ 事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名または事業所所在地の変更 

支給請求期間は２か月間とし、事業・支援計画期間のうち、最初の支給請求対象期間の最終
月分に係る支給対象障害者の賃金（残業代等の諸手当も含みます。）を支給した日の翌日から起
算した当該期間を第１回目の支給請求対象期間、以降６か月ずつ経過するごとに、第２回目以
降に係る支給請求対象期間とします。 
なお、最終月を含む支給請求対象期間のみ、支給期間最終日に係る賃金を支給した日の翌日

から起算した２か月間とします。 
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□５  職場支援員助成金 

（２）支給請求期間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 
支給請求のそのほかの事項については７ページ「共通事項」の「７ 支給請求」をご参照ください。 

 

 ８ 事業・支援計画の変更手続等  
 

事業主が認定申請書を提出した後、事業主の都合により事業・支援計画の内容を変更する場合
はその変更内容に応じて、機構が必要と認める書類を添付の上、申請事業所の所在地を管轄する
都道府県支部に対し、次の（１）または（２）に掲げる手続きを行わなければなりません。 
なお、認定申請内容の変更に係る届出、変更認定申請または変更承認申請の審査にあたり、次

の（１）または（２）に掲げる申請書等以外の書類の提出を求めることがあります。 
（１）変更届 

認定申請書を提出した後、その認定前に、認定申請に係る次のイから二までに掲げる変更が
ある場合は随時、また、認定から第１回目の支給請求まで、または支給決定から次回の支給請
求書の提出までの期間において、支給請求に係る次のイから二までに掲げる変更がある場合は、
支給請求書の提出に併せて、その変更を証する書類を添付した変更届を事業主が届け出ること
が必要です（随時提出することも可能です）。 
なお、この際の認定または支給決定は、当該届出の内容を踏まえて行います。 

イ 事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名または事業所所在地の変更 

支給請求期間は２か月間とし、事業・支援計画期間のうち、最初の支給請求対象期間の最終
月分に係る支給対象障害者の賃金（残業代等の諸手当も含みます。）を支給した日の翌日から起
算した当該期間を第１回目の支給請求対象期間、以降６か月ずつ経過するごとに、第２回目以
降に係る支給請求対象期間とします。 
なお、最終月を含む支給請求対象期間のみ、支給期間最終日に係る賃金を支給した日の翌日

から起算した２か月間とします。 
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□５  職場支援員助成金 

ロ 支給対象障害者の雇用契約の変更（労働時間の変更を除きます。） 
ハ 職場支援員の勤務形態の変更（委嘱等に係る契約内容の変更等を含みます。） 
二 支給対象障害者の変更（既に認定されている認定番号で支援を受けている支給対象障害者が、
当該認定番号から別の認定番号に移動する場合、および支給対象障害者を支援対象から外す場
合） 

 
（２）変更認定申請、変更承認申請 

イ 変更認定申請 
認定から第１回目の支給請求まで、または支給決定から次回の支給請求書の提出までの期間

において、助成金の種類を配置助成金から委嘱助成金に、または委嘱助成金から配置助成金に
変更する場合は、原則として、当該変更しようとする日の前日から起算して１か月前までに、
その変更を証する書類を添付した助成金受給資格変更認定申請書（様式第 519号の認定申請書
を用い、朱書で変更と記入してください。以下「変更認定申請書」といいます。）により事業主
が申請してください（支給請求書の提出にあわせてこの申請をすることはできません）。 

ロ 変更承認申請 
認定から第１回目の支給請求まで、または支給決定から次回の支給請求書の提出までの期

間において、次の（イ）から（ハ）までに掲げる変更がある場合は、原則として、当該変更し
ようとする日の前日から起算して１か月前の応当日までに、その変更を証する書類を添付した
変更承認申請書により事業主が申請してください（支給請求書の提出にあわせてこの申請を
することはできません）。 
なお、審査結果は助成金事業・支援計画変更承認・不承認通知書により事業主に通知しま

す。 
（イ）職場支援員の変更（本助成金で過去に認定されたことがない方を職場支援員とする場合） 

前任の職場支援員による支援の終了から１か月以内に後任の職場支援員による支援を開始
してください。（注釈） 

（ロ）支給対象障害者の追加（新たな事由により支援を開始する支給対象障害者を追加する場
合） 

（ハ）職場支援員または支給対象障害者の労働時間の変更 
（注釈）既に事業・支援計画を認められた複数の支給対象障害者のうち、一部の支給対象障害者については別

の職場支援員に支援させる場合であって、新たに支援させる職場支援員が本助成金で現に支援を行っ
ていない場合は、当該職場支援員に係る受給資格を新たに認定する必要があるため、変更承認申請で
はなく新たな受給資格認定申請として申請を行ってください。 

（ニ）事業主の合併もしくは統廃合または事業主の事業の譲渡等に伴う変更 
 
（３）変更に係る添付書類 

イ 職場支援員を変更する場合 
新たな職場支援員の区分に応じて、次に掲げる書類を提出してください。 
７６ページの「助成金受給のための提出書類」もあわせて確認してください。 
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□５  職場支援員助成金

職場支援員を、本助成金で過去に認定されたことがない方に変更する場合（（２）のロの
（イ）の場合）

・支給要件確認申立書（様式第 540 号）
・変更承認申請書（様式第 551号）
・助添付様式第 81 号
・変更前の職場支援員の支援終了日がわかる書類
・新たな職場支援員の現在の契約期間・勤務場所・勤務時間・勤務曜日（休日）・賃金
等が明記された雇用契約書等の写し（配置の場合のみ）

・新たな業務委託契約書または委嘱契約書の写し（業務委託契約・委嘱契約の場合で必
要な場合のみ）

・新たな職場支援員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し（配置の場合のみ） 
・新たな職場支援員が資格等を有することを証明する書類
・新たな職場支援員と支給対象障害者の業務内容と所属がわかる組織図や配置図（配置の
場合のみ）

・新たな職場支援員が職場支援員に任命された日付がわかる辞令等（配置の場合のみ）

※ 変更前の職場支援員による支援の終了から 1か月以内に、次の支援員を配置または委嘱する
必要があります。1 か月以上支援の中断が発生した場合、変更前の職場支援員による支援の終
了日をもって支給終了となります。 

ロ 支給対象障害者を追加する場合
支援計画期間の途中で支給対象障害者を追加する場合、追加する支給対象障害者ごとに設け

られる支給期間に合わせ、計画期間を延長する必要があります。変更届、または変更承認申請
書に、延長した計画期間、追加する支給対象障害者の氏名、計画の概要を記入し、追加する支
給対象障害者の区分に応じて、次に掲げる書類を提出してください。 
７６ページの「助成金受給のための提出書類」もあわせて確認してください。 
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□５  職場支援員助成金

職場支援員を、本助成金で過去に認定されたことがない方に変更する場合（（２）のロの
（イ）の場合）

・支給要件確認申立書（様式第 540 号）
・変更承認申請書（様式第 551号）
・助添付様式第 81 号
・変更前の職場支援員の支援終了日がわかる書類
・新たな職場支援員の現在の契約期間・勤務場所・勤務時間・勤務曜日（休日）・賃金
等が明記された雇用契約書等の写し（配置の場合のみ）

・新たな業務委託契約書または委嘱契約書の写し（業務委託契約・委嘱契約の場合で必
要な場合のみ）

・新たな職場支援員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し（配置の場合のみ） 
・新たな職場支援員が資格等を有することを証明する書類
・新たな職場支援員と支給対象障害者の業務内容と所属がわかる組織図や配置図（配置の
場合のみ）

・新たな職場支援員が職場支援員に任命された日付がわかる辞令等（配置の場合のみ）

※ 変更前の職場支援員による支援の終了から 1か月以内に、次の支援員を配置または委嘱する
必要があります。1 か月以上支援の中断が発生した場合、変更前の職場支援員による支援の終
了日をもって支給終了となります。 

ロ 支給対象障害者を追加する場合
支援計画期間の途中で支給対象障害者を追加する場合、追加する支給対象障害者ごとに設け

られる支給期間に合わせ、計画期間を延長する必要があります。変更届、または変更承認申請
書に、延長した計画期間、追加する支給対象障害者の氏名、計画の概要を記入し、追加する支
給対象障害者の区分に応じて、次に掲げる書類を提出してください。 
７６ページの「助成金受給のための提出書類」もあわせて確認してください。 
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□５  職場支援員助成金

別の認定で支援を受けている支給対象障害者を、当該認定番号から別の認定番号に移動す
る場合（（１）のニの場合） 
・支給要件確認申立書（様式第 540号）
・変更届（様式第 552 号）（認定番号は支給対象障害者の移動先の認定番号を記載してく
ださい。）

・助添付様式第 82号
・移動する支給対象障害者の現在の勤務時間がわかる雇用契約書や就業規則等の写し（過
去に提出した雇用契約書等から労働条件が変わっている場合のみ）

・移動する支給対象障害者の障害者手帳の写し（変更日時点で手帳の有効期限を過ぎてい
る場合のみ）

・新たな業務委託契約書または委嘱契約書の写し（業務委託契約・委嘱契約の場合のみ） 
・職場支援員と移動する支給対象障害者の業務内容と所属がわかる組織図や配置図（配置
の場合のみ）

・職場支援員が、移動する支給対象障害者の職場支援員に任命された日付がわかる辞令等
（配置の場合のみ）

・78ページの「助成金受給のための提出書類」の 13に記載されている、職場支援員を配
置または委嘱する事由に応じた書類

新たな事由により支援を開始する支給対象障害者を追加する場合（（２）のロの（ロ）の場
合） 
・支給要件確認申立書（様式第 540号）
・変更承認申請書（様式第 551 号）（認定番号は支給対象障害者の移動先の認定番号を記
載してください。）

・助添付様式第 82号
・新たに追加する支給対象障害者の現在の契約期間・勤務場所・勤務時間・勤務曜日（休
日）・賃金等が明記された雇用契約書等の写し

・新たに追加する支給対象障害者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
・新たに追加する支給対象障害者の障害者手帳の写し
・新たな業務委託契約書または委嘱契約書の写し（業務委託契約・委嘱契約の場合のみ） 
・職場支援員と新たに追加する支給対象障害者の業務内容と所属がわかる組織図や配置図
（配置の場合のみ）

・職場支援員が、新たに追加する支給対象障害者の支援員に任命された日付がわかる辞令
等（配置の場合のみ）

・78ページの「助成金受給のための提出書類」の 13に記載されている、職場支援員を配
置または委嘱する事由に応じた書類
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□５  職場支援員助成金 

◆例：支給対象障害者 Aの支援の途中で、支給対象障害者 Bを追加する場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ９ 併給調整  
 

（１）同一支給対象障害者について、同一期間に以下の助成金を受給している場合、この助成金は支
給されません。 
・職場介助者の配置又は委嘱助成金 
・職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 
・職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 
・職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金 
・令和 3年 3月 31日以前の職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金 
・令和 3年 3月 31日以前の在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金 

 
（２）本助成金の支給対象障害者が、同一期間に企業在籍型職場適応援助者助成金または障害者雇用

安定助成金職場適応援助コース（企業在籍型職場適応援助）（以下「企業在籍型職場適応援助者助
成金等」といいます。）の支給対象となった場合、企業在籍型職場適応援助者助成金等の支給期間
と本措置の支給期間の重なる期間については、本助成金の支給対象となる支援の中断があったも
のとして、本助成金は支給いたしません。 
この場合、企業在籍型職場適応援助者助成金等の受給資格認定申請時に本助成金に係る中断届

（様式第５８５号）を提出してください。 

また、中断の要因となった企業在籍型職場適応援助成金等の支給期間が終了した場合は、本助
成金の支給請求時または企業在籍型職場適応援助者助成金等の支給請求時のいずれか早い方に再
開届（様式第５８４号）を提出してください。 
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□５  職場支援員助成金 

 ◆ 職場支援員の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金  
 

 １ 支給対象事業主  
 

この助成金の支給対象事業主は、継続して雇用する障害者について、加齢による変化が生じるこ
とでその障害に起因する就労困難性が増した場合に、職場支援員を配置または委嘱する事業所の事
業主で、次の（１）から（５）のすべてに該当する事業主です。 
「加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した」とは、支給対象障害

者が現に就業している業務において、加齢に伴い生ずる心身の変化により当該業務の継続が困難と
なった場合をいいます。 

（１） 支給対象障害者に対し、計画期間が１年以上の事業・支援計画を作成し、機構の受給資格
の認定を受けていること 

（２） 加齢に伴い生じる心身の変化により職場への適応が困難となった障害者のために職場支援
員を配置または委嘱し、職場定着に取り組んでいること 

（３） 支給対象障害者を、支給請求対象期期間の第１回目の場合は措置開始後６か月以上、第２
回目の場合は第２回目の支給請求対象期間の初日から６か月以上の期間継続して雇用し、
その支給対象障害者に対して、各雇用期間分の賃金を支給していること 

（４） 事業所において、次のイからハまでの書類を整備、保管していること 
イ 出勤簿等、出勤状況を確認することができる書類 
ロ 賃金台帳等の労働者に支払われた賃金を確認できる書類 
ハ 離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等を明らかにした労働者名簿等の書類 

（５） 支給請求時点において、支給対象障害者を解雇等事業主都合により離職させていないこと 
 

 ２ 支給対象障害者  
 
支給対象となる障害者は、次の（１）から（３）のすべてに該当する障害者で、加齢による変化

が生じることで、その障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合であって、業務遂行上の
支障を軽減するための支援措置が必要であると機構が認める方です。 

（１） 35歳以上で雇い入れから６か月を超える期間が経過している申請事業主の常用雇用労働者 
（２） 措置の開始日時点において、次のイからヘまでのいずれかに該当する方 

イ 身体障害者（重度身体障害者である特定短時間労働者も助成対象になります） 
ロ 知的障害者（重度知的障害者である特定短時間労働者も助成対象になります） 
ハ 精神障害者（特定短時間労働者も助成対象になります） 
ニ 発達障害者 
ホ 難病等にかかっている方 
ヘ 高次能機能障害のある方 

 

（３） ３ページ「共通事項」「３ 支給対象障害者」（２）に該当する方でない方 
 

 ３ 職場支援員  
 

職場支援員の配置又は委嘱助成金と同じです。（５１ページ参照） 
 

 ４ 支給対象となる措置および職場支援員の配置・委嘱の方法  
 
職場支援員の配置又は委嘱助成金と同じです。（５２ページ参照）  
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□５  職場支援員助成金 

 
 ５ 支給額および支給期間等  
 
（１）職場支援員を配置した場合 

 
 
 
 
 
 
 

（注釈１）就労していない月および支給対象障害者の出勤割合が６割に満たない月を除きます。 
ただし、次のイからチまでに掲げる日は出勤日として取扱いますが、ニからチまでに掲げる理由によ

り全休した対象月については出勤割合を満たさないものとします。 
   イ 受給資格認定を受けた事業所で所定労働時間の半分以上就労した日 
   ロ 出張した日（研修日を含む） 
   ハ 休日に出勤した日 
   ニ 人工透析のために勤務していない日または精神障害者にあっては主治医が指定する日に通院した

ことにより出勤していない日 
   ホ 労働基準法第３９条に基づく年次有給休暇、年次有給休暇以外の法定休暇、同法第６５条に定める

産前産後の休業により出勤していない日 
   ヘ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める休業により出勤

していない日 
   ト 慶弔による休暇、夏季休暇といった特別休暇等であって、就業規則または雇用契約書等に記載する

休暇等により出勤していない日 
   チ 業務上の負傷または業務上の疾病にかかり療養のために出勤していない日 

（注釈 2）支給上限額は職場支援員に実際に支払った賃金額とします。 
 

支給対象障害者 
（注釈３） 

支給対象事業主の区分 
（注釈４） 

支給月額 
支給対象障害者 
１人につき 

支給期間（注釈５） 

一般労働者 
中小企業 または 
調整金支給調整対象事業主 40,000円 

最大 6年間 
（注釈６） 

上記以外の事業主 30,000円 

短時間労働者 
中小企業 または 
調整金支給調整対象事業主 20,000円 

上記以外の事業主 15,000円 

特定短時間労働者 
中小企業 または 
調整金支給調整対象事業主 10,000円 

上記以外の事業主  7,500円 

（注釈３）「一般労働者」「短時間労働者」「特定短時間労働者」については「用語解説」ページ②の「労働者」を
ご参照ください。 

（注釈４）中小企業の範囲は「用語解説」ページ③、調整金支給調整対象事業主は「用語解説」ページ①をご参
照ください。 

【支給対象障害者ごとの支給額の算定式】 
支給額＝ ①支給月額 × ②支給対象となる月数（注釈１） 

  
【支給請求ごとの支給額】 
支給請求に係る職場支援員から支援を受ける支給対象障害者（３名まで）ごとに上記の算

定式により算定した支給額を合計した額（注釈２） 
により算定した支給額を合計した金額（注釈２） 
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□５  職場支援員助成金 

（注釈５）支給請求対象期間に１月に満たない端数がある場合や、途中で支援を中断した場合は日割計算で支給
額を算出することになります。その場合、上限額も同様に計算することとなります。 

（注釈６）同一の支給対象障害者に対して、本助成金による支援に併せて企業在籍型職場適応援助者の中高年齢
等措置に係る助成金の支給に係る支援を行う場合、支給期間は企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措
置に係る助成金の支給期間と合わせて最大６年間となります。 

 
（２）職場支援員を委嘱（業務委託を含む）した場合 
  イ 支給額および支給限度額 

委嘱による支援（訪問面談）１回あたり１万円 
訪問面談回数の上限は、最大６年間の支給期間中 288回（注釈 7）です。 
ただし、実際に委嘱に要した費用を上限とします。 

（注釈７）支給期間中に企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金の支給対象になったことによ
り支援の中断が生じたり、（１）の注釈６の支給期間の調整を行う場合は、中断または調整により控除する
支給期間について１月あたり４回を控除した回数となります。 

  ロ 支給期間 
   職場支援員を配置した場合と同じです。 

 

 ６ 認定申請  
 
職場支援員の配置又は委嘱助成金と同じです。（５５ページ参照） 

 

 ７ 支給対象期間・支給請求期間  
 

（１）支給対象期間 
助成金の支給対象となる期間は、措置開始日（職場支援員の配置または委嘱（注釈１）を行った

日）の直後の支給対象障害者の賃金締切日の翌日（注釈２）から起算して最大６年間です。 
最初の６か月を第１回目、以降６か月ごとに第２回目、第３回目と支給請求対象期間が続きま

す。 
（注釈１）配置の場合は職場支援員の任命予定日、委嘱（業務委託契約）の場合は契約による支援期間の開始予

定日、委嘱（委嘱契約）の場合は職場支援員が最初に支援を実施する予定の日となります。 
（注釈２）（１）支給対象障害者の賃金締切日が措置開始日の場合は措置開始日の翌日から起算します。 

（２）支給対象障害者の賃金締切日の翌日が措置開始日の場合は当該措置の開始日から起算します。 

 
支給請求のそのほかの事項については７ページ「共通事項」の「７ 支給請求」をご参照ください。 

 
 
 
 
 
 
 

賃金締切日＝措置開始日

賃金締切日

①

②

3/31 4/1

3/31 4/1

支給対象期間

支給対象期間
措置開始日
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□５  職場支援員助成金 

（２）支給請求期間 

 

 ８ 事業・支援計画の変更手続等  
 

職場支援員の配置または委嘱助成金と同じです。（５６ページ参照） 
 

 ９ 併給調整  
 

（１）同一支給対象障害者について、同一期間に以下の助成金を受給している場合、この助成金は支
給されません。 
・職場介助者の配置又は委嘱助成金 
・職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金 
・職場介助者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金 
・職業生活相談支援専門の配置又は委嘱助成金 
・令和 3年 3月 31日以前の職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金 
・令和 3年 3月 31日以前の在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金 

 
（２）本助成金の支給対象障害者が、同一期間に企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る

助成金の支給対象となった場合、企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金の支
給期間と本措置の支給期間の重なる期間については、本助成金の支給対象となる支援の中断があ
ったものとして、本助成金は支給いたしません。 
この場合、企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金の受給資格認定申請時に

本助成金に係る中断届（様式第５８５号）を提出してください。 

また、中断の要因となった企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置に係る助成金の支給期
間が終了した場合は、本助成金の支給請求時または企業在籍型職場適応援助者の中高年齢等措置
に係る助成金の支給請求時のいずれか早い方に再開届（様式第５８４号）を提出してください。 

 
  

支給請求期間は２か月間とし、事業・支援計画期間のうち、最初の支給請求対象期間の最終
月分に係る支給対象障害者の賃金（残業代等の諸手当も含みます。）を支給した日の翌日から起
算した当該期間を第１回目の支給請求対象期間、以降６か月ずつ経過するごとに、第２回目以
降に係る支給請求対象期間とします。 
なお、最終月を含む支給請求対象期間のみ、支給期間最終日に係る賃金を支給した日の翌日

から起算した２か月間とします。 
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□５  職場支援員助成金 

５ 職場復帰支援助成金  
 

 １ 支給対象事業主  
 

この助成金の支給対象事業主は次の（１）から（６）のすべてに該当する事業主です。 

（１）支給対象障害者に対し、計画期間が１年以上の事業・支援計画を作成し、機構の受給資格の
認定を受けていること 

（２）支給対象障害者に対して、その職場復帰を促進するため、職場復帰の日から３か月以内に職
場復帰のための措置を開始し、休職等の期間中も含めて、常用雇用労働者としての雇用を継続
する事業主であること 

  ※休職等の期間中も継続して雇用保険に加入している必要があります。 
（３）本助成金の申請に要する経費（意見書等の発行手数料）を全額負担する事業主であること 
（４）支給対象障害者を、１回目の場合は１回目の支給請求対象期間の初日から６か月以上、２回

目の場合は２回目の支給請求対象期間の初日から６か月以上の期間継続して雇用し、その支給
対象障害者に対して、各支給請求対象期間分の賃金を支給した事業主であること 

（５）支給請求時点において、支給対象障害者を解雇等事業主都合により離職させていないこと 
（６）事業所において、次のイからハまでの書類を整備、保管していること 

イ 出勤簿等、出勤状況を確認することができる書類 
ロ 賃金台帳等の労働者に支払われた賃金を確認できる書類 
ハ 離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等を明らかにした労働者名簿等の書類 

 

 ２ 支給対象障害者  
 

支給対象となる障害者は次の（１）から（４）のいずれにも該当する方です。 
（１）申請事業主に雇用される常用雇用労働者 
（２）職場復帰の日の時点で、次のイからニまでのいずれかに該当する方 

イ 身体障害者（重度身体障害者である特定短時間労働者も助成対象になります。） 
ロ 精神障害者（特定短時間労働者も助成対象になります。また、発達障害のみを有する方は
助成対象になりません。） 

ハ 難病等にかかっている方 
ニ 高次脳機能障害のある方 

（３）医師の意見書（注釈 1）により、（２）の障害等に関連し、１か月以上の療養のための休職等
（注釈 2）が必要とされたことが確認できる方 

（４）３ページ「共通事項」「３ 支給対象障害者」（２）に該当する方でない方 
（注釈 1）医師の意見書の所定の様式（様式第 580号）は、機構ホームページから取得できます。 
（注釈２）療養のための休職等は賃金の有無ではなく、労務の提供の有無により判断するため、医師に療養が必要

と判断されて、当該療養のために有給休暇を取得した場合も、療養のための休職等の期間に含めます。 

  



- 66 -

5  職場復帰支援助成金

職
場
復
帰 

支
援
助
成
金

 

- 66 - 
 

□５  職場支援員助成金 

 
 ３ 支給対象となる措置  
 

中途障害者等に対して、職場復帰後の本人の能力に合わせて次の（１）または（２）の措置を講
じる場合に支給の対象となります。 

（１）時間的配慮等 
次のイからハのいずれかに該当する措置を継続的に実施する場合 

イ 労働時間の調整であって、次のいずれかに該当するもの（医師の意見書および支給対象障
害者の同意の下に実施するものに限ります。） 

（イ）勤務時間の短縮（医師の意見書に具体的な勤務時間や短縮時間数等が記載されているこ
と） 
休職以前に交替制等の勤務時間が不規則な勤務形態で勤務していた場合において、支給

対象障害者の同意の下、医師が必要と認める場合に、当該交替制等の勤務を免除すること
を含みます。 
なお、勤務時間の短縮を必要と認める医師の意見書がないにもかかわらず、本人の希望等

により時間を短縮する措置、医師が必要とした短縮時間数より少ない時間数しか短縮しない
措置、時間外労働をさせないこととする措置および休日出勤させないこととする措置は対象
となりません。 

（ロ）通勤時間の短縮のための本人の転居を要しない勤務地の変更 
支給請求時に実際の通勤時間が短くなっていることを確認します。 
なお、休職の前に通勤していた支給対象障害者に対して、在宅勤務を職場適応の措置と

して実施する場合は、医師が必要と認めた場合に限り助成対象となります。 
ロ 通院または入院のための、特別な有給の休暇の付与 

就業規則等に規定する有給休暇制度以外の有給休暇を付与するものであって、医師の意見
書に記載された必要な通院回数以上の通院回数が確保できるものに限ります。 

ハ 独居を解消し親族等と同居するための勤務地の変更 
 支給対象障害者の同意の下に実施されるものに限ります。 

 
（２）職務開発等 

次のイまたはロのいずれかに該当する措置を継続的に実施する場合 
イ 外部専門家（注釈 3）の援助を得て行う職務開発（注釈４） 
ロ 外部専門家（注釈３）による援助の結果、休職等の前に従事していた職務について実施でき
ない業務がある場合に、これを踏まえた職種の転換（注釈５） 

（注釈 3）地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所その他の支給対象
障害者を支援する障害者の就労支援機関の支援者を指し、医師、言語聴覚士等を含みます。 

（注釈４）障害の種類・程度等を考慮し、障害者の適性・能力等に適合する作業の開発または改善、作業工程
の変更等を行う職場復帰のための措置をいいます。 

（注釈５）職業安定法第 15 条に基づき職業安定主管局長が作成する職業分類表（P70 参照）の中分類の異な
る職務に就かせることをいいます。 
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□５  職場支援員助成金 

 
 ４ 支給額および支給期間等  
 

（１）支給額 
支給対象障害者１人あたり、下表に示す月額に、支給対象期の月数（注釈 1）を乗じて得た額を

支給します。 
 

支給対象事業主の区分 支給月額 支給期間 

中小企業の場合 60,000円 最長１年 

中小企業以外の場合 45,000円 最長１年 

（注釈 1）就労していない月および支給対象障害者の出勤割合が６割に満たない月を除きます。 
ただし、次のイからチまでに掲げる日は出勤日として取扱いますが、ニからチまでに掲げる理由によ

り全休した対象月については出勤割合を満たさないものとします。 
   イ 受給資格認定を受けた事業所で所定労働時間の半分以上就労した日 
   ロ 出張した日（研修日を含む） 
   ハ 休日に出勤した日 
   ニ 人工透析のために勤務していない日または精神障害者にあっては主治医が指定する日に通院したこ

とにより出勤していない日 
   ホ 労働基準法第３９条に基づく年次有給休暇、年次有給休暇以外の法定休暇、同法第６５条に定める

産前産後の休業により出勤していない日 
   ヘ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める休業により出勤

していない日 
   ト 慶弔による休暇、夏季休暇といった特別休暇等であって、就業規則または雇用契約書等に記載する

休暇等により出勤していない日 
   チ 業務上の負傷または業務上の疾病にかかり療養のために出勤していない日 

（注釈 2）中小企業の範囲は「用語解説」ページ③「中小企業事業主」をご参照ください。 
 

（２）支給期間 
支給期間は職場復帰のための措置を開始した日の直後の支給対象障害者の賃金締切日の翌日

（注釈 3）から起算して最長１年間です。最初の６か月を１回目、次の６か月を２回目の支給請求
対象期間といいます。 
（注釈３）① 支給対象障害者の賃金締切日が措置を開始した日の場合は措置を開始した日の翌日から起算します。 
     ② 支給対象障害者の賃金締切日の翌日が措置を開始した日の場合は措置を開始した日から起算します。 

 
（３）障害の種類に係る調整 

支給対象障害者 1人に対して、一の障害の種類につき１回（最後の支給決定日の翌日から起算
して４年間が経過しているものを除きます。）の認定に限り支給します。 
ただし、次のイから二の分類により障害の種類が異なる場合には、この限りではありません。 

イ  身体障害者  
身体障害の部位が次の（イ）から（ホ）までに掲げる分類を超えて異なるもの  

（イ）視覚障害  
（ロ）聴覚又は平衡機能の障害  
（ハ）音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障害  
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（ニ）肢体不自由  
（ホ）心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害（ぼうこう又は直腸の機能

の障害、小腸の機能の障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害及び肝臓の機能
の障害）  

ロ  精神障害者  
精神障害に係る病名が次の（イ）から（ニ）までに掲げる分類を超えて異なるもの  

（イ）統合失調症  
（ロ）そううつ病（そう病、うつ病を含む） 
（ハ）てんかん  
（ニ）その他の精神障害  
ハ  難病等にかかっている方  

疾病名が異なる場合  
二  高次脳機能障害のある方  

原因となる事故等が異なり、かつ、当該事故等により従来の脳の機能的損傷の部位とは異な
る部位の脳の機能的損傷のために、従来とは異なる高次脳機能障害の症状がある場合 

 

 ５ 認定申請  
 

認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。 
なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 

認定申請のそのほかの事項については５ページ「共通事項」の「６ 認定申請」をご参照ください。 
 

 ６ 支給請求  
 

支給請求を行う場合は、支給請求書および添付書類を提出してください。 
なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。 

（留意事項）支給請求書が支給請求期間内に提出されない場合は、当該支給請求対象期間に係る助成
金は支給しません。 

支給請求のそのほかの事項については７ページ「共通事項」の「７ 支給請求」をご参照ください。 
  

認定申請期限は、支給対象障害者の職場復帰の予定日の前日から起算して３週間前の応当日まで
です。ただし、申請期限を過ぎた場合であっても、医師の意見書の内容と整合する措置を記載した
認定申請書等に限り、職場復帰の予定日の前日まで受け付けます。 

支給請求期間は、支給請求対象期間ごとに最終月分に係る支給対象障害者の賃金（残業代等の諸手
当も含みます）を支給した日の翌日から起算した２か月間です。 
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 ７ 事業・支援計画の変更手続等  

 
事業主が認定申請書を提出した後、事業・支援計画の内容を変更する場合は、その変更内容に応

じて機構が必要と認める書類を添付の上、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に次のイま
たはロに掲げる手続を行わなければなりません。 
なお、認定申請内容の変更に係る届出、変更承認申請の審査に当たり、次のイまたはロに掲げ

る申請書等以外の書類の提出を求めることがあります 
（１）変更届 

事業主が認定申請書を提出した後、その認定前に認定申請に係る次のイまたはロに掲げる変更
がある場合は随時、また認定から第１回の支給請求まで、または支給決定から次回の支給請求書
の提出までの期間において、支給請求に係る次のイまたはロに掲げる変更がある場合は、支給請
求書の提出に併せて、その変更を証する書類を添付した、変更届を事業主が届け出ることが必要
です。 
なお、この際の認定または支給決定は、当該届出の内容をふまえて行います。 

イ 事業主名、代表者、事業主所在地、事業所名または事業所所在地の変更 
ロ 支給対象障害者の雇用契約の変更 
（注釈 1）助成金振込先を変更する場合は、支給請求書に助成金振込希望金融機関名を記載してください。変更

届の提出は不要です。 

 
（２）変更承認申請 

認定から第１回目の支給請求まで、または支給決定から次回の支給請求書の提出までの期間に
おいて、認定に係る次のイに掲げる変更がある場合は、原則として、当該変更をしようとする日
の前日までに、次のロに掲げる変更がある場合は、当該変更があった時に随時、その変更を証す
る書類を添付した変更承認申請書により事業主が申請してください（支給請求書の提出にあわせ
てこの申請をすることはできません）。 

 イ 事業・支援計画（措置の実施内容（注釈２））の変更 
（注釈２）３（１）の時間的配慮等の措置を変更する場合は、新たな時間的配慮措置についての医師の意見書（変

更しようとする日の前日までに発行されたもの）を添付する必要があります。 

 ロ 事業主の合併もしくは統廃合または事業主の事業の譲渡等に伴う変更 
 
（３）措置を終了する場合 

職場復帰のための措置を終了し、休職前の勤務形態・勤務内容に戻る場合は、支給請求書の提
出に併せて、措置を終了する旨を記載した変更届により、届け出てください。 
助成金の支給請求対象期間は、措置の終了日までとなります。 
なお、措置を終了した後に、再度措置を再開しても、再開後の措置は助成金の支給対象にはな

りません。 
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 ８ 参考  

 
本助成金における「職種の転換」とは、次の職業分類表（令和４年改定 厚生労働省編職業分類）

の中分類の異なる職務に就かせることをいいます。（３の（２）の注釈５をご参照ください。） 
 

◆職業分類表（大分類および中分類項目一覧） 
 
大分類 01 管理的職業 

 中分類 

001 法人・団体役員 

002 法人・団体管理職員 

003 その他の管理的職業 

大分類 02 研究・技術の職業 

 中分類 

004 研究者 

005 農林水産技術者 

006 開発技術者 

007 製造技術者 

008 建築・土木・測量技術者 

009 情報処理・通信技術者（ソフトウェア開
発） 

010 情報処理・通信技術者 
（ソフトウェア開発を除く） 

011 その他の技術の職業 

大分類 03 法務・経営・文化芸術等の専門的職

業 

 中分類 

012 法務の職業 
013 経営・金融・保険の専門的職業 
014 宗教家 
015 著述家、記者、編集者 
016 美術家、写真家、映像撮影者 
017 デザイナー 
018 音楽家、舞台芸術家 
019 図書館司書、学芸員、カウンセラー（医

療・福祉施設を除く） 
020 その他の法務・経営・文化芸術等の専門的

職業 
大分類 04 医療・看護・保健の職業 

 中分類 

021 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 
022 保健師、助産師 
023 看護師、准看護師 
024 医療技術者 
025 栄養士、管理栄養士 
026 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう

師、柔道整復師 
027 その他の医療・看護・保健の専門的職業 
028 保健医療関係助手 

 
大分類 05 保育・教育の職業 

 中分類 

029 保育士、幼稚園教員 

030 学童保育等指導員、保育補助者、家庭的保育
者 

031 学校等教員 

032 習い事指導等教育関連の職業 

大分類 06 事務的職業 

 中分類 

033 総務・人事・企画事務の職業 
034 一般事務・秘書・受付の職業 
035 その他の総務等事務の職業 
036 電話・インターネットによる応接事務の職

業 
037 医療・介護事務の職業 
038 会計事務の職業 

039 生産関連事務の職業 

040 営業・販売関連事務の職業 

041 外勤事務の職業 

042 運輸・郵便事務の職業 

043 コンピュータ等事務用機器操作の職業 
大分類 07 販売・営業の職業 

 中分類 

044 小売店・卸売店店長 
045 販売員 
046 商品仕入・再生資源卸売の職業 
047 販売類似の職業 
048 営業の職業 
大分類 08 福祉・介護の職業 

 中分類 

049 福祉・介護の専門的職業 
050 施設介護の職業 
051 訪問介護の職業 
大分類 09サービスの職業 

 中分類 
052 家庭生活支援サービスの職業 
053 理容師、美容師、美容関連サービスの職業 
054 浴場・クリーニングの職業 
055 飲食物調理の職業 
056 接客・給仕の職業 
057 居住施設・ビル等の管理の職業 
058 その他のサービスの職業 
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大分類 10 警備・保安の職業 

 中分類 

059 警備員 

060 自衛官 

061 司法警察職員 

062 看守、消防員 

063 その他の保安の職業 

大分類 11 農林漁業の職業 

 中分類 

064 農業の職業（養畜・動物飼育・植木・造
園を含む） 

065 林業の職業 

066 漁業の職業 

大分類 12 製造・修理・塗装・製図等の職業 

 中分類 
067 生産設備オペレーター(金属製品) 
068 生産設備オペレーター(食料品等) 
069 生産設備オペレーター（金属製品・食料

品等を除く） 
070 機械組立設備オペレーター 
071 製品製造・加工処理工（金属製品） 
072 製品製造・加工処理工(食料品等) 
073 製品製造・加工処理工（金属製品・食料

品等を除く） 
074 機械組立工 
075 機械整備・修理工 
076 製品検査工（金属製品） 
077 製品検査工（食料品等） 
078 製品検査工（金属製品・食料品等を除

く） 
079 機械検査工 
080 生産関連の職業（塗装・製図を含む） 
081 生産類似の職業 
大分類 13 配送・輸送・機械運転の職業 

 中分類 

082 配送・集荷の職業 

083 貨物自動車運転の職業 

084 バス運転の職業 
085 乗用車運転の職業 
086 その他の自動車運転の職業 
087 鉄道・船舶・航空機運転の職業 

088 その他の輸送の職業 

089 施設機械設備操作・建設機械運転の職業 

大分類 14 建設・土木・電気工事の職業 

 中分類 

090 建設躯体工事の職業 
091 建設の職業（建設躯体工事の職業を除

く） 
092 土木の職業 

 
大分類 15 運搬・清掃・包装・選別等の職業 

 中分類 

095 荷役・運搬作業員 

096 清掃・洗浄作業員 

097 包装作業員 

098 選別・ピッキング作業員 

099 その他の運搬・清掃・包装・選別等の職業 
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□７  助成金間の併給調整

６-1 助成金受給のための提出書類 
１．助成金を受給するためには、次表の書類に「障害者助成金受給資格認定申請書チェックリスト」
または「障害者助成金支給請求書チェックリスト」（以下、「チェックリスト」といいます。）を添付
して提出してください。チェックリストとは、認定申請または支給申請の手続に必要とする提出書
類を掲げた一覧表です。機構ホームページからダウンロードし、印刷してください。印刷したチェ
ックリストを用いて、必要な書類が整っているか確認し、確認後のチェックリストは申請書類に添
えて提出してください。 

２．次表の書類のほか、審査にあたって、他の関係書類を提出していただく場合があります。 

 
 

【職場介助者助成金、手話通訳・要約筆記担当者助成金】 
認定申請の手続に必要とする書類 

提  出  書  類 

職
場
介
助
者 

手
話
通
訳
・
要
約

筆
記
等
担
当
者 注 意 事 項 

配
置

委
嘱

配
置

委
嘱

１ 支給要件確認申立書（様式第 540号） ● ● ● ● 

２ 障害者助成金受給資格認定申請書（２）（様式第 602号） ● ● ● ● 

３ 助成金申請に係る支給対象障害者（助添付様式第 71号） ● ● ● ● 

４ 身体障害者手帳（写）等、支給対象障害者の障害の種類、程度を証明するもの ● ● ● ● 

・身体障害者手帳（写）だけでは助成金の支給要件に合
致する障害であるか等が確認できない場合には、医師
（身体障害者福祉法第 15条により都道府県知事が定
めた者または労働安全衛生法第 13条に規定する産業
医）の診断書・意見書を求めることがある。

〔提 出 先〕支給対象障害者が勤務する事業所を管轄する機構都道府県支部 
〔提出部数〕様式・助添付様式：３部（「機構用」、「支部用」、「事業主用」） 

様式等以外の書類：２部（「機構用」、「支部用」） 
（注釈）様式および助添付様式以外の「事業主用」は提出不要ですが、審査における照会対応や

調査対象となった場合に必要ですので、提出分の控えを保存していただきますようお願い
します。 

各種様式および記入例、チェックリスト（提出書類の一覧と注意事項、該当書類の有無確認）
は、機構ホームページからダウンロードしてください。 

（https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/sub04.html） 
イ Excel、Word等の様式はパソコンで作成することが出来ます。パソコンでの作成が難しい
場合は手書きで作成していただいても差し支えありません。

ロ 様式類は、パソコン、プリンタの環境設定によって印字が乱れたり、印刷がずれる場合が
あります。印刷前に必ずご使用のプリンタ等にあわせて調整をして印刷をしてください。
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□７  助成金間の併給調整 

認定申請の手続に必要とする書類 

提  出  書  類 

職
場
介
助
者 

手
話
通
訳
・
要
約

筆
記
等
担
当
者 注 意 事 項 

配
置 

委
嘱 

配
置 

委
嘱 

５ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（写） 
● 
※ ● ● 

※ ● 
・認定申請時に雇入れ予定者であった者で認定までに
提出できない場合は、認定申請時には雇用契約書（案
の写し）、労働条件通知書（案の写し）等、雇用予定日
が確認できる書面を添付し、第１回目の支給請求時に
雇用契約書（写）、労働条件通知書（写）等を添付 

 
・期間の定めのない労働者等で雇用契約等を取り交わ
していない場合は、就業規則および辞令等労働条件が
確認できる書類を添付 

 
・タイムカード（写）、出勤簿（写）等の出勤状況が確認
できるものおよび賃金台帳（写）については、直近１
か月分 

 
・雇用契約書（写）および賃金台帳（写）において社会
保険の加入状況を確認できない場合は、社会保険の加
入が確認できる書類または加入義務がないことの説
明文書を添付 

 
※配置される職場介助者、手話通訳・要約筆記等担当者
についても添付 

６ 
雇用契約書（写）、労働条件通知書（写）等
支給対象障害者の労働条件が確認できる
もの 

● 
※ ● ● 

※ ● 

７ 支給対象障害者のタイムカード（写）、出勤簿（写）等の出勤状況が確認できるもの 
● 
※ ● ● 

※ ● 

８ 支給対象障害者の賃金台帳（写） ● ● ● ● 

９ 職場介助者、手話通訳・要約筆記等担当者の賃金台帳（写） ●  ●  

10 委嘱契約書（写）または案の写し  ●  ● 委嘱契約書（案の写し）の場合は、第１回目の支給請求時に委嘱契約書（写）を添付 

11 事業・支援計画書（２）（助添付様式第 72
号） ● ● ● ●  

12 
職場介助者の賃金に係る「助成金の支給対
象費用と非支給対象費用との仕分」表（助
添付様式第 75号-2） 

●  ●   

13 

公共職業安定所から手話通訳協力員とし
て委嘱されている場合は委嘱書（写）また
は、聴覚、音声、言語障害者の関係団体等
が行う手話講習会の修了証書等（写）、地方
公共団体等の発行する要約筆記者の登録
者証等（写）または盲ろう者通訳・介助者
養成研修の修了証書等（写） 

  ● ●  

14 就業規則および賃金規程 ●  ●  時間外割増賃金の基礎となる賃金の額が明記されていない場合は、それを証明するものを併せて添付 

15 

今回申請する措置について国等の公共機
関から補助金等（本助成金の支給対象費用
と同じ範囲の費用かつ同じ期間を対象と
するものに限る。）を受ける場合は、当該補
助金等の支給対象経費を明記した規程等
および補助金等の対象項目別補助額を記
載した補助金等申請書（写）または決定通
知書（写） 

● ● ● ● 国等の機関から補助金等を受ける場合に添付 
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□７  助成金間の併給調整 

支給請求の手続に必要とする書類 

提  出  書  類 

職
場
介
助
者 

手
話
通
訳
・
要
約

筆
記
等
担
当
者 注 意 事 項 

配
置 

委
嘱 

配
置 

委
嘱 

１ 障害者助成金支給請求書（２） 
（様式第 622号） ● ● ● ●  

２ 助成金支給対象障害者の出勤状況 
（助添付様式第 73号） ●  ●   

３ 職場介助者出勤状況および助成金支給請求額算定票（助添付様式第 75号） ●  ●   

４ 委嘱に係る費用の支払実績報告書兼助成金支給請求額算定票（助添付様式第76号）  ●  ● 委嘱に係る費用の内訳を明らかにする書類を提出いただくことがあります。 

５ 介助状況報告書 
（助添付様式第 20号） ●  ●   

６ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（写） 
● 
※ ● ● 

※ ● 

認定申請時に雇入れ予定であった者のみ第１回目の支給
請求時に添付 
※配置される職場介助者、手話通訳・要約筆記担当者につ
いても添付 

７ 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（写） ● ● ● ● 支給期間中に支給対象障害者が離職した場合のみ添付 

８ 

雇用契約書（写）、労働条件通知書（写）
等支給対象障害者、職場介助者、手話通
訳・要約筆記等担当者の労働条件が確認
できるもの 

● ● 
※ ● ● 

※ 

認定申請時に雇入れ予定であった者で認定までに提出で
きなかった場合または変更があった場合のみ添付 
※支給対象障害者についてのみ添付 

９ 
支給対象障害者のタイムカード（写）、出
勤簿（写） 
等の出勤状況が確認できるもの 

● ● ● ● 

・支給請求対象期間分の全てを添付 
・支給請求対象期間中、労働基準法に定める休暇等を取得
している場合は、該当の休暇等について記載された就
業規則（写）および就業規則に明記された手続きが取ら
れていると確認できる書類も併せて添付 

10 委嘱契約書（写）  ● 
※  ● 

※ 
※認定申請時に委嘱契約書（案の写し）を提出した場合ま
たは変更があった場合のみ添付 

11 支給対象障害者の賃金台帳（写） ● ● ● ● 

・支給対象障害者については、支給請求対象期間最終月分
のみ添付 

・原則として賃金台帳（写）とするが、賃金明細書（写）
であっても差し支えない。 

・賃金台帳（写）において社会保険の加入状況を確認でき
ない場合は、社会保険の加入を確認できる書類または
加入義務がないことの説明文書を添付すること。 
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□７  助成金間の併給調整 

支給請求の手続に必要とする書類 

提  出  書  類 

職
場
介
助
者 

手
話
通
訳
・
要
約

筆
記
等
担
当
者 注 意 事 項 

配
置 

委
嘱 

配
置 

委
嘱 

12 支払証拠書類     【配置の場合】 
賃金台帳（写）は支給請求対象期間の最終月分のみ添付
（ただし、支給請求対象期間中に契約内容の更新等によ
り賃金に変更があった場合には、当該月分の賃金台帳
（写）も併せて添付） 
・原則として賃金台帳（写）とするが、賃金明細書（写）
であっても差し支えない。 

・賃金台帳（写）において社会保険の加入状況を確認でき
ない場合は、社会保険の加入を確認できる書類または
加入義務がないことの説明文書を添付すること。 

【委嘱の場合】 
※領収書（写）を添付する場合は、現金出納簿（写）等を添
付 

ａ ａ 銀行振込金受領書（写）  〇  〇 

ｂ ｂ 職場介助者、手話通訳・要約筆記等担
当者の賃金台帳（写） ●  ●  

ｃ ｃ 領収書（写）（銀行振込によらない場合）  
〇 
※ 

 〇 
※ 

ｄ 

ｄ インターネットバンキングによる支払
の場合 
銀行が振り込みを行った結果報告画面
をプリントアウトした書面（写）（振込
日以降の日付で振込の確認ができるも
の） 

 〇 

 

〇 

ｅ 

e ＣＭＳを利用した支払の場合 
①親会社またはグループ内金融子会社等
との当該行為に関する契約書（写） 

②支給請求者が親会社またはグループ内
金融子会社等に当該決済費用を支払っ
たことを証明する銀行振込受取書等 

①・②の両方 

 〇 

 

〇 
左記 eのＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）と
は、事業主が直接費用の支払いを行わず、親会社やグループ
内金融子会社等を経由する等して支払いを行うことをいう。 

13 就業規則および賃金規程 ●  ●  
・変更がある場合のみ添付 
・時間外割増賃金の基礎となる賃金が明記されていない場
合は、それを証明するものを併せて添付 

14 

今回申請する措置について国等の機関か
ら補助金等（本助成金の支給対象費用と同
じ範囲の費用かつ同じ期間を対象とする
ものに限る。）を受ける場合は、当該補助
金等の支給対象経費を明記した規程等お
よび補助金等の対象項目別補助額を記載
した補助金等申請書（写）または決定通知
書（写） 

● ● ● ● 国等の機関から補助金等を受ける場合に添付 
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□７  助成金間の併給調整

６-2 助成金受給のための提出書類 
【職場支援員助成金、職場復帰支援助成金】 

１．提出にあたっては次表の書類に「チェックリスト」を添付して提出してください。 
２．次表の書類のほか、審査にあたって、他の関係書類を提出していただく場合があります。 
※｢チェックリスト｣とは、認定申請または支給請求の手続に必要とする提出書類を掲げた一覧表です。機
構ホームページからダウンロードし、印刷してください。印刷したチェックリストを用いて、必要な書
類が整っているか確認し、確認後のチェックリストは申請書類に添えて提出してください。

３．提出先・提出部数については、6-1と同じです。 

認定申請の手続に必要とする書類 

提 出 書 類 

職
場
支
援
員（
配
置
） 

職
場
支
援
員（
委
嘱
） 

職
場
復
帰
支
援 

注 意 事 項 

１ 障害者助成金受給資格認定申請書 
（様式第 519号） ● ● ● 

２ 支給要件確認申立書 
（様式第 540号） ● ● ● 

３ 職場支援員の詳細 
（助添付様式第 81号） ● ● － 

支給対象障害者が自宅で勤務を行い、情報通信機器を活用した
支援を行う場合は以下の書類を添付 
① 配置の場合
ａ 遠隔支援体制（設備、雇用管理の方法、業務管理の方法）等
がわかる資料 

ｂ 支給対象障害者に適用される在宅勤務制度が定められてい
ることがわかる就業規則、雇用契約書、労働条件通知書等の
書類 

② 委嘱の場合
ａ 遠隔で面談を行うことがわかる資料
ｂ 支給対象障害者の就業場所が自宅のみであることが定めら
れた雇用契約書、労働条件通知書等 

４ 
職場支援員の配置又は委嘱助成金
申請に係る支給対象障害者（助添付
様式第 82号） 

● ● － 

５ 支給対象障害者に該当することを証明する書類 ● ● ● 

・身体障害者
身体障害者手帳（写）。
身体障害者手帳を所持しない方については、次のイおよびロに
よる医師の診断書・意見書（原本または写し）を添付
イ 指定医または産業医による診断書・意見書（ただし、心臓、
じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸またはヒト免
疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害については、当分の
間、指定医によるものに限ります。）

ロ イの診断書は、障害の種類および程度ならびに障害者雇用
促進法別表に掲げる障害に該当する旨を記載したものとす
ること

・知的障害者（職場支援員の配置または委嘱のみ該当）
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターま
たは精神保健指定医の判定書（支給援対象障害者の知能指数お
よび身辺処理能力に関する意見を記入したもの。）もしくは障
害者職業センターの判定書（写）または療育手帳（写）



- 77 -

6  助成金受給のための提出書類

 

- 77 - 
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認定申請の手続に必要とする書類 

提 出 書 類 

職
場
支
援
員（
配
置
） 

職
場
支
援
員（
委
嘱
） 

職
場
復
帰
支
援 

注 意 事 項 

     

・精神障害者 
精神障害者保健福祉手帳（写） 
統合失調症、そううつ病又はてんかんの精神障害がある方につ
いて、精神障害者保健福祉手帳を所持していない方は主治医の
意見書又は診断書（写）。 
統合失調症、そううつ病又はてんかん以外の精神障害がある方
については、精神障害者保健福祉手帳（写）に限ります。 

・発達障害者（職場支援員の配置または委嘱のみ該当） 
医師の診断書（原本または写し） 

・難病等にかかっている方 
医療受給者証（写）、登録証（写）、医師の診断書（原本または
写し）または公的機関が発行する書類（原本または写し） 

・高次脳機能障害のある方 
医師の診断書（原本または写し） 

６ 

支給対象障害者の雇用契約書等
（写） 
 
※配置される職場支援員について
も添付 

● 
※ ● ● 

・支給対象障害者の認定申請時点における雇用契約期間、勤務場
所、勤務時間、勤務曜日（休日）、賃金等が明記されたもの（明
記されていない場合は、追加書類を求めることがあります） 

・認定申請時に提出できない場合は、認定申請時には雇用契約書
（案の写し）、労働条件通知書（案の写し）等、雇用予定日が
確認できる書面を添付し、第１回目の支給請求時に雇用契約
書（写）、労働条件通知書（写）、等を添付すること 

・期間の定めのない労働者等で雇用契約書等を取り交わしてい
ない場合は、認定申請時点で支給対象障害者および職場支援
員に適用されている最新の就業規則および辞令等労働条件が
確認できる書類を添付。 

・雇用契約書等に勤務する曜日または勤務シフトの記載がない
場合は、タイムカード（写）、出勤簿（写）等の出勤状況が確
認できるもの（直近１か月分）を添付 

・雇用契約書（写）等において社会保険の加入状況を確認できな
い場合は、社会保険の加入が確認できる書類または加入義務
がないことの説明文書を添付 

７ 

支給対象障害者の雇用保険被保険
者資格取得等確認通知書（写） 
 
※配置される職場支援員について
も添付 

● 
※ ● ● 

・重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者であって、
特定短時間労働者に該当する場合は不要 

・認定申請時に提出できない場合は、第１回目の支給請求時に添
付すること 

８ 業務委託契約書（写）または委嘱契約書（写） － ● － 

・支給対象障害者ごとの業務委託または委嘱契約であること 
・計画内容は、次のイからハまでの内容を満たすものであるこ
と。 
イ 支援内容に支給対象障害者または支給対象事業主からの
電話相談、事業所訪問等による相談体制があること 

ロ 少なくとも１月につき１回以上の訪問による面談がある
こと 

ハ 契約期間および業務委託または委嘱の額が明示され、そ
の費用を支給対象事業主が負担する内容であること 

・認定申請時に提出できない場合は、認定申請時には契約書（案
の写し）を添付すること 

９ 職場支援員が資格等を有することを証明する書類 ● ● － 
・資格取得の証明書（写）、研修の修了証明書（写） 
・実務経験を必要とする要件の確認については、実務期間の開
始と終了がわかるように記載した職務経歴書等（写） 
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□７  助成金間の併給調整 

認定申請の手続に必要とする書類 

提 出 書 類 

職
場
支
援
員（
配
置
） 

職
場
支
援
員（
委
嘱
） 

職
場
復
帰
支
援 

注 意 事 項 

10 職場支援員の配置または委嘱に係る契約の種類に応じた次の書類 ● ● － 

①職場支援員を支給対象事業主との雇用契約により配置する場合 
a 支給対象障害者および職場支援員の業務内容、所属等を明
らかにする組織図、配置図、座席表（写） 

※職場支援員及び支給対象障害者の業務場所が広範囲にわた
る場合や複数の作業場所を移動しながら業務を行う場合
（清掃や農業等）、作業場所の配置図や常時見守りできるこ
とを説明する資料をご提出ください。 

b 職場支援員の任命日がわかる辞令等で、職場支援員が支給
対象障害者の業務の遂行に関する援助および指導の業務を
実施できることが確認できる書類（写） 

②職場支援員の委嘱が支給対象事業主との業務委託契約による
場合 
業務委託先の法人等の業務内容がわかるリーフレット等の書
類（写） 

③職場支援員の委嘱が支給対象事業主との委嘱契約による場合 
職場支援員が行う最初の支援の予定日がわかる書類（写） 

 ※ 面談をする支給対象障害者の氏名がわかるもの 

11 医師の意見書 
（様式第 8号） － － ● 職場復帰の日よりも前に交付されたもの 

12 
意見書等に係る料金を支給対象事
業主が支払ったことのわかる書類
（写） 

－ － ● 

① 事業主から意見書等発行元ヘ直接支払いを行った場合 
ａ 意見書等の発行費用に係る請求書（写） 
ｂ 請求書の額と一致する領収書または振込明細書等（写） 

② 支給対象障害者が意見書等発行元ヘ費用を支払い、後日事
業主が対象障害者ヘ当該費用の清算払いを行った場合 
ａ 意見書等の発行費用に係る請求書（写）（支給対象障害者
あてに発行されたもの） 

ｂ 支給対象障害者から意見書等発行元ヘ料金を支払った領
収書または振込明細書等（写） 
ｃ 事業主から支給対象障害者ヘ立替費用を清算したことが
わかる領収書または振込明細書等（写） 

13 職場支援員を配置または委嘱するための事由に応じた書類 ● ● － 

①支給対象障害者の雇入れ 
 上記６および７の書類 
※ トライアル雇用期間満了後に継続雇用に移行した日を雇
入れ日とする場合は、上記６の書類に加えて、継続雇用移
行前の雇用条件が明記された雇用契約書（写） 

②支給対象障害者の勤務時間の延長 
 延長前および延長後の雇用契約書（写）等で、所定労働時間
を延長することがわかる書面 

③支給対象障害者の配置転換 
 変更前および変更後の雇用契約書（写）や組織図、辞令等
で、部・課・係等の組織上の所属変更により職位、勤務形態、
職務内容等が変わることがわかる書類 

④支給対象障害者の業務内容変更 
 変更前および変更後の雇用契約書（写）や組織図、辞令等
で、業務内容が変更になることがわかる書面 

⑤支給対象障害者の職場復帰 
 医師の診断書（写）または傷病手当金支給申請書（写）およ
び出勤簿（写）等で、その障害により 1 か月以上の療養等が
必要とされた障害者の復職日がわかる書類 

⑥企業在籍型職場適応援助者助成金の支給対象者に係る支援の
終了 

  企業在籍型支援計画（地域障害者職業センターの作成また
は承認のあるもの）（写） 

・認定申請時に提出できない場合は、認定申請時には上記の書類（案
の写し）を添付し、第１回目の支給申請時に上記の書類（写）を添
付すること。 
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□７  助成金間の併給調整

支給請求の手続に必要とする書類 

提 出 書 類 

職
場
支
援
員（
配
置
） 

職
場
支
援
員（
委
嘱
） 

職
場
復
帰
支
援 

注 意 事 項 

１ 障害者助成金支給請求書 
（様式第 625号） ● ● ● 

※在宅勤務を行う支給対象障害者に対し、情報通信機器による支
援を行った場合は当該支援に係る直近５日分の支援記録（委嘱
の場合は面談記録）を添付

２ 
職場支援員の配置又は委嘱の内
訳 
（助添付様式第 83号） 

● ● 

３ 
職場支援員による支援状況及び
支給請求額の詳細 
（助添付様式第 84号） 

● ● 

４ 

支給請求までに必要となった意
見書等に係る料金を支給対象事
業主が支払ったことのわかる書
類（写） 

－ － ● 
・認定申請時に提出した書類と同じ場合は省略
・医師の許可または意見を得た上で事業・支援計画の変更を行う
場合は変更承認申請に添付

５ 支給対象障害者の賃金台帳等（写） ● ● ● ・請求しようとする支給対象期の最終月分

６ 支給対象障害者の出勤簿等（写） ● ● ● 

請求しようとする支給対象期に係る分 
・支給請求対象期間中に支給対象障害者の長期休暇等の期間があ
る場合、次の書類を添付

（１）当該休暇等が次のイからニまでに掲げるいずれかに該当す
ることを証明する支給対象障害者の休暇簿等（写）

イ 労働基準法第３９条に基づく年次有給休暇、年次有給休暇
以外の法定休暇、同法第６５条に定める産前産後の休業を請
求したことにより出勤していない日

ロ 業務上の負傷または業務上の疾病にかかり療養のために出
勤していない日

ハ 育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律に定める休業により出勤していない日

ニ 慶弔による休暇、夏季休暇といった特別休暇、休職等であ
って、就業規則または雇用契約書等に記載する休暇等により
出勤していない日

（２）支給対象障害者に適用される特別休暇がある場合は、その
内容、日数等がわかる就業規則等（写）

７ 精神障害者保健福祉手帳（写） ● ● － 支給請求対象期間中に手帳の有効期限が切れた場合のみ添付 

８ 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（写） ● ● ※ 支給期間中に支給対象障害者が離職した場合のみ添付 
※支給請求せず、50ページの１（５）を参照し離職を届出ること 

９ 

支給対象障害者および職場支援
員の雇用契約書等（写） 

※認定申請時に雇入れ予定であ
って（案）の写しを提出した場合
および雇用期間の定めがある雇
用契約書等を更新した場合

● ● － 

・認定申請時に雇入れ予定だった方については、第１回目の支給
請求時に添付
イ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（写）
ロ 雇用契約書（写）、労働条件通知書（写）等、支給対象障害
者および職場支援員の労働条件が確認できるもの

ハ 業務委託または委嘱契約書（写）
・雇用期間の定めがある方で雇用契約書等を更新した場合は、直
後の支給請求時に添付
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□７  助成金間の併給調整 

支給請求の手続に必要とする書類 

提 出 書 類 

職
場
支
援
員（
配
置
） 

職
場
支
援
員（
委
嘱
） 

職
場
復
帰
支
援 

注 意 事 項 

10 
職場支援員の配置または委嘱に
係る契約の種類に応じた次の書
類 

● ● － 

（１）職場支援員の配置の場合 
イ 職場支援員の賃金台帳等（申請しようとする支給請求対象期
間の最終月分（ただし、支給請求対象期間の最終月に時間外労
働がある場合、当該労働分の手当の支払いについても併せて添
付））（写） 

ロ 職場支援員の出勤簿等（申請しようとする支給請求対象期間
に係る分）（写） 

（２）職場支援員の委嘱（業務委託契約）の場合 
 業務委託の期間および業務委託の額が明示された請求書お
よび当該額と一致する領収書等の支給対象事業主が経費を負
担したことを証明する書類（写） 

③職場支援員の委嘱（委嘱契約）の場合 
支給請求対象期間の委嘱に係る経費として支給対象事業主が

支払った額のわかる領収書等（写） 

11 職場復帰のための措置内容に応じた次の書類 － － ● 

①時間的配慮等関係 
a 時間的配慮・通勤時間等の配慮を必要とすることを記載した
医師の意見書・診断書（認定申請時に提出した書類と同じ場合
は省略）（写） 

b 就業規則、雇用契約書、辞令等の支給対象障害者に対して時
間的配慮を行うことを支給対象事業主が通知した書類（写） 

c 「就業規則等に規定する通常の有給休暇制度」（一般の労働者
が利用可能な有給休暇）以外の特別な有給の休暇による通院ま
たは入院を認める場合、当該利用できる特別の休暇制度を支給
対象障害者に示している就業規則、雇用契約書や辞令等の書類
（写） 

d 勤務地の変更の場合、従前の勤務地の事業所所在地および変
更後の勤務地の事業所所在地のわかる企業概要（リーフレット
等）ならびに辞令等の勤務地の変更を行ったことがわかる書類
（写） 

 なお、変更の理由が独居を解消し、親族と同居するためである
場合、本人の転入日が記載された現住所に係る住民票（同居の
親族分を含みます。）を添付 

※住民票への個人番号の記載は不要。記載されている場合は黒塗
りの上、添付すること 

②職務開発等関係 
 外部専門家の所属する法人等にかかるリーフレット等法人の
事業概要がわかるもの（写） 
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※ ※
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▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

企業在籍型職場適応援助者・中高年齢等 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

※ ※ ※ ※ ○ ○
※ ※ ※ ※ ○ ○
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介
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中
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中
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援
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等
技
能
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援

手
話
通
訳
・
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等
担
当
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置

手
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要
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等
担
当
者
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手
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通
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当
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等
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・
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続 手
話
通
訳
担
当
者
等
の
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嘱
・
継
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通
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担
当
者
等
の
配
置
・
中
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齢
等

手
話
通
訳
担
当
者
等
の
委
嘱
・
中

高
年
齢
等

作
業
施
設

作　　業
施　　設

第１種(設置）
第２種(賃借）
第１種・中高年齢等(設置）
第２種・中高年齢等(賃借）

雇入れ
設　　備

第１種(設置）(旧）
第２種(賃借）(旧）

職場介助者の配置・継続
職場介助者の委嘱・継続
職場介助者の配置・中高年齢等
職場介助者の委嘱・中高年齢等
手話通訳・要約筆記等担当者の配置
手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱

重度障害者職場適応(旧）

福祉施設
事業主
団体

障
害
者
介
助
等

職場復帰支援
中途障害者等技能習得支援
中高年齢等障害者技能習得支援
職場介助者の配置
職場介助者の委嘱

職場支援員の配置・中高年齢等
職場支援員の委嘱・中高年齢等
健康相談医の委嘱
職業生活相談支援専門員の配置
職業生活相談支援専門員の委嘱
職業能力開発向上支援専門員の配置

手話通訳・要約筆記等担当者の配置・継続
手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱・継続
手話通訳等配置・中高年齢等
手話通訳等委嘱・中高年齢等
職場支援員の配置
職場支援員の委嘱

在宅勤務コーディネーター配置(旧）
在宅勤務コーディネーター委嘱(旧）
業務遂行援助者配置(旧）
障害者相談窓口担当者配置(旧）

職場
適応

援助者

訪問型職場適応援助者
企業在籍型職場適応援助者
訪問型職場適応援助者・中高年齢等

職業能力開発向上支援専門員の委嘱
重度訪問介護サービス利用者等職場介助
健康相談医師の委嘱(旧）
職業コンサルタントの配置(旧）
職業コンサルタントの委嘱(旧）
重度中途障害者等職場適応(旧）

通勤用バス運転従事者の委嘱
事業主
団体

通勤援助者の委嘱

重
度
障
害
者
等
通
勤
対
策

住宅の新築(旧）
事業主
団体

住宅の賃借

指導員の配置
事業主
団体

住宅手当の支払

通勤用バスの購入

障害者雇用相談援助助成金

中途
作業

第１種　　　　（設置）(旧）
第２種　　　 　(賃借）(旧）

重度中途障害者等職場適応(旧）

能力
開発

第1種（施設設置等）
第2種（運営費）
第１種(施設設置費）（旧）

通勤用自動車の賃借に係る手当の支払（旧）
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度
多数

第１種　　　　（設置）(旧)
第２種　　　　（改善）(旧)
第２種　　　　（更新）(旧)

駐車場の賃借
通勤用自動車の購入
重度訪問介護サービス利用者等通勤援助

駐車場の賃借に係る手当の支払(旧）
通勤用自動車の賃借(旧）
通勤用自動車の購入に係る手当の支払（旧）

事業主
団体

認定申請しようと

する助成金

過去に受けた

または受けている

助成金

※ 〇
※ 〇
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※ ※ ▲ ▲ ▲▲

※
▲ ▲ ▲ ▲ ※ ※ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ※ ※ ▲ ▲

※ ※
※ ※

▲ ▲ ▲
※

▲ ▲ ▲ ▲ ※ ※ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ※ ※ ▲ ▲

※ ※ ※
▲ ▲ ▲ ▲ ※ ※ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ※ ※ ▲ ▲

※ ※

▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ◎ ◎
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ◎ ◎
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

※ ※
※ ※

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※

※ ▲
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

▲
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

〇
〇

※ 〇
※ 〇

※ ※ ※
〇 〇

〇 〇

職場適応援助者 重度障害者等通勤対策 重
度
障
害
者
多
数
雇
用
事
業
所
施
設
設

置
等

能力開発 障
害
者
雇
用
相
談
援
助

職
場
支
援
員
の
配
置

職
場
支
援
員
の
委
嘱

職
場
支
援
員
の
配
置
・
中
高
年
齢

等 職
場
支
援
員
の
委
嘱
・
中
高
年
齢

等 健
康
相
談
医
の
委
嘱

職
業
生
活
相
談
支
援
専
門
員
の
配

置手
話
通
訳
担
当
者
等
の
委
嘱
・
中

企
業
在
籍
型
職
場
適
応
援
助
者

訪
問
型
職
場
適
応
援
助
者
・
中
高

年
齢
等

企
業
在
籍
型
職
場
適
応
援
助
者
・

中
高
年
齢
等

住
宅
の
賃
借

指
導
員
の
配
置

住
宅
手
当
の
支
払

職
業
生
活
相
談
支
援
専
門
員
の
委

嘱 職
業
能
力
開
発
向
上
支
援
専
門
員

の
配
置

職
業
能
力
開
発
向
上
支
援
専
門
員

の
委
嘱

介
助
者
等
資
質
向
上
措
置

重
度
訪
問
介
護
サ

ビ
ス
利
用
者

等
職
場
介
助

訪
問
型
職
場
適
応
援
助
者

第
1
種

施
設
設
置
費

第
2
種

運
営
費

事
業
主

団
体

事
業
主

団
体

事
業
主

団
体

通
勤
用
バ
ス
の
購
入

通
勤
用
バ
ス
運
転
従
事

者
の
委
嘱

通
勤
援
助
者
の
委
嘱

駐
車
場
の
賃
借

通
勤
用
自
動
車
の
購
入

重
度
訪
問
介
護
サ

ビ
ス
利
用
者

等
通
勤
援
助

【表の見方】
1
2 ※： 同一障害者をもって当該助成金は受給できません。

▲：
△：
○： 同一事業所や同一施設をもって当該助成金は受給できないなどの調整があります。
◎：
□： 同一の事由をもって、当該助成金は受給できません。
■： 同一の障害の種類について、当該助成金は受給できません。（最後の支給決定日の翌日から起算して４年間が経過しているものを除く。）

3 旧制度の｢重度障害者職場適応助成金」については、平成7年9月30日以前に受給資格の認定を受理したものは除きます。
4

　助成金の支給にあたっては、同一障害者について２種類以上の助成金を併給できない場合があります。概要は以下のとおりとなっていますのでご留意ください。

表左側に記載の過去に受けた各助成金に対して、表上部に記載の認定申請しようとする他の助成金（以下「当該助成金」）との併給調整の概要が表示されています。

同一期間及び同一障害者をもって当該助成金は受給できません。（両助成金の支給要件を満たす場合は企業在籍型職場適応援助者助成金、企業在籍型職場適応援助者の中　　　　　 高年齢等措置に係る助成金が優先されます）。
同一期間及び同一障害者をもって当該助成金は受給できません（併用・中断不可）。

住宅を設置しなかった場合に限り受給できます。ただし、支給限度額は、過去に受給した重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額とその限度額の差額と、住宅の新　　　　　 築等助成金の限度額とのいずれか低いほうになります。

旧制度の｢重度障害者特別雇用管理助成金」の対象となった障害者については、□内の記載の助成金中｢障害者介助等助成金」及び「重度障害者等通勤対策助成金」のそれぞれに　　　　　  該当する項目に当てはめてください。

７ 助成金間の併給調整 
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7  助成金間の併給調整

助
成
金
間
の 

併
給
調
整

※ ※
※ ※

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
○※

○※
■

■
※

※ ※
※ ※

※ ※
※ ※

※ ※
※ ※

※ ※
※ ※

※ ※
※ ※

※ ※
※ ※

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

企業在籍型職場適応援助者・中高年齢等 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

※ ※ ※ ※ ○ ○
※ ※ ※ ※ ○ ○
※ ※ ※ ※ ○ ○
※ ※ ※ ※ ○ ○

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
〇 〇 〇 〇 〇 〇

○ ○ ○ ○ ○ ○

作業施設 福祉施設 障害者介助等

中
高
年
齢
等
障
害
者
技
能
習
得
支

援 職
場
介
助
者
の
配
置

職
場
介
助
者
の
委
嘱

職
場
介
助
者
の
配
置
･
継
続
措
置

職
場
介
助
者
の
委
嘱
・
継
続
措
置

職
場
介
助
者
の
配
置
･
中
高
年
齢

等 職
場
介
助
者
の
委
嘱
・
中
高
年
齢

等第
１
種
　
　
設
置

第
２
種
　
　
賃
借

第
１
種
・
中
高
年
齢
等
　
設
置

第
２
種
・
中
高
年
齢
等
　
賃
借

事
業
主

団
体

職
場
復
帰
支
援

中
途
障
害
者
等
技
能
習
得
支
援

手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
等
担
当
者

の
配
置

手
話
通
訳
・
要
約
筆
記
等
担
当
者

の
委
嘱

手
話
通
訳
担
当
者
等
の
配
置
・
継

続 手
話
通
訳
担
当
者
等
の
委
嘱
・
継

続 手
話
通
訳
担
当
者
等
の
配
置
・
中

高
年
齢
等

手
話
通
訳
担
当
者
等
の
委
嘱
・
中

高
年
齢
等

作
業
施
設

作　　業
施　　設

第１種(設置）
第２種(賃借）
第１種・中高年齢等(設置）
第２種・中高年齢等(賃借）

雇入れ
設　　備

第１種(設置）(旧）
第２種(賃借）(旧）

職場介助者の配置・継続
職場介助者の委嘱・継続
職場介助者の配置・中高年齢等
職場介助者の委嘱・中高年齢等
手話通訳・要約筆記等担当者の配置
手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱

重度障害者職場適応(旧）

福祉施設
事業主
団体

障
害
者
介
助
等

職場復帰支援
中途障害者等技能習得支援
中高年齢等障害者技能習得支援
職場介助者の配置
職場介助者の委嘱

職場支援員の配置・中高年齢等
職場支援員の委嘱・中高年齢等
健康相談医の委嘱
職業生活相談支援専門員の配置
職業生活相談支援専門員の委嘱
職業能力開発向上支援専門員の配置

手話通訳・要約筆記等担当者の配置・継続
手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱・継続
手話通訳等配置・中高年齢等
手話通訳等委嘱・中高年齢等
職場支援員の配置
職場支援員の委嘱

在宅勤務コーディネーター配置(旧）
在宅勤務コーディネーター委嘱(旧）
業務遂行援助者配置(旧）
障害者相談窓口担当者配置(旧）

職場
適応

援助者

訪問型職場適応援助者
企業在籍型職場適応援助者
訪問型職場適応援助者・中高年齢等

職業能力開発向上支援専門員の委嘱
重度訪問介護サービス利用者等職場介助
健康相談医師の委嘱(旧）
職業コンサルタントの配置(旧）
職業コンサルタントの委嘱(旧）
重度中途障害者等職場適応(旧）

通勤用バス運転従事者の委嘱
事業主
団体

通勤援助者の委嘱

重
度
障
害
者
等
通
勤
対
策

住宅の新築(旧）
事業主
団体

住宅の賃借

指導員の配置
事業主
団体

住宅手当の支払

通勤用バスの購入

障害者雇用相談援助助成金

中途
作業

第１種　　　　（設置）(旧）
第２種　　　 　(賃借）(旧）

重度中途障害者等職場適応(旧）

能力
開発

第1種（施設設置等）
第2種（運営費）
第１種(施設設置費）（旧）

通勤用自動車の賃借に係る手当の支払（旧）
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度
多数

第１種　　　　（設置）(旧)
第２種　　　　（改善）(旧)
第２種　　　　（更新）(旧)

駐車場の賃借
通勤用自動車の購入
重度訪問介護サービス利用者等通勤援助

駐車場の賃借に係る手当の支払(旧）
通勤用自動車の賃借(旧）
通勤用自動車の購入に係る手当の支払（旧）

事業主
団体

認定申請しようと

する助成金

過去に受けた

または受けている

助成金

※ 〇
※ 〇
※ 〇
※ 〇
※ 〇
※ 〇

※ ※ ※
〇
〇

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

□ □ ▲ ▲ ▲ ▲
□ □ ▲ ▲ ▲ ▲

※ ※ ▲ ▲ ▲▲
※ ※ ▲ ▲ ▲▲

※
▲ ▲ ▲ ▲ ※ ※ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ※ ※ ▲ ▲

※ ※
※ ※

▲ ▲ ▲
※

▲ ▲ ▲ ▲ ※ ※ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ※ ※ ▲ ▲

※ ※ ※
▲ ▲ ▲ ▲ ※ ※ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ※ ※ ▲ ▲

※ ※

▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ◎ ◎
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ◎ ◎
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

※ ※
※ ※

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※

※ ▲
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

▲
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

〇
〇

※ 〇
※ 〇

※ ※ ※
〇 〇

〇 〇
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助
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の
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嘱
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の
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嘱
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業
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談
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援
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門
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の
配
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話
通
訳
担
当
者
等
の
委
嘱
・
中

企
業
在
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型
職
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適
応
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者

訪
問
型
職
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適
応
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・
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適
応
援
助
者
・

中
高
年
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等

住
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の
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借

指
導
員
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配
置

住
宅
手
当
の
支
払

職
業
生
活
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談
支
援
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門
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委

嘱 職
業
能
力
開
発
向
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支
援
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門
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の
配
置
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業
能
力
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発
向
上
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援
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の
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嘱

介
助
者
等
資
質
向
上
措
置

重
度
訪
問
介
護
サ
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ス
利
用
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等
職
場
介
助
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問
型
職
場
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応
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者

第
1
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施
設
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置
費

第
2
種

運
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主
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体

事
業
主

団
体

事
業
主

団
体

通
勤
用
バ
ス
の
購
入

通
勤
用
バ
ス
運
転
従
事

者
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嘱

通
勤
援
助
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委
嘱

駐
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借
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勤
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ビ
ス
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用
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通
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【表の見方】
1
2 ※： 同一障害者をもって当該助成金は受給できません。

▲：
△：
○： 同一事業所や同一施設をもって当該助成金は受給できないなどの調整があります。
◎：
□： 同一の事由をもって、当該助成金は受給できません。
■： 同一の障害の種類について、当該助成金は受給できません。（最後の支給決定日の翌日から起算して４年間が経過しているものを除く。）

3 旧制度の｢重度障害者職場適応助成金」については、平成7年9月30日以前に受給資格の認定を受理したものは除きます。
4

　助成金の支給にあたっては、同一障害者について２種類以上の助成金を併給できない場合があります。概要は以下のとおりとなっていますのでご留意ください。

表左側に記載の過去に受けた各助成金に対して、表上部に記載の認定申請しようとする他の助成金（以下「当該助成金」）との併給調整の概要が表示されています。

同一期間及び同一障害者をもって当該助成金は受給できません。（両助成金の支給要件を満たす場合は企業在籍型職場適応援助者助成金、企業在籍型職場適応援助者の中　　　　　 高年齢等措置に係る助成金が優先されます）。
同一期間及び同一障害者をもって当該助成金は受給できません（併用・中断不可）。

住宅を設置しなかった場合に限り受給できます。ただし、支給限度額は、過去に受給した重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額とその限度額の差額と、住宅の新　　　　　 築等助成金の限度額とのいずれか低いほうになります。

旧制度の｢重度障害者特別雇用管理助成金」の対象となった障害者については、□内の記載の助成金中｢障害者介助等助成金」及び「重度障害者等通勤対策助成金」のそれぞれに　　　　　  該当する項目に当てはめてください。

７ 助成金間の併給調整 
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